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法律 項目 根拠条文

構造改革特別
区域法

刑事収容施設
及び被収容者
等の処遇に関
する法律等の
特例

第十一条
３　管轄矯正管区長は、前項の規定による申請をした法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければな
らない。
（略）
　三　役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第五項において同じ。）のうちに
次のいずれかに該当する者がないこと。
　　イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
（以下略）

【内閣官房】
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法律 項目 根拠条文

配偶者からの
暴力の防止及
び被害者の保
護に関する法
律

保護命令

第十条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする
脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受け
た者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、
又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号に
おいて同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶
者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者
から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
は、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に
対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で
あった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものと
する。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
一　命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号にお
いて同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはい
かいしてはならないこと。
二　命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはい
かいしてはならないこと。

２　前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、そ
の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効
力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずる
ものとする。
一　面会を要求すること。
二　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しく
は電子メールを送信すること。
五　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メー
ルを送信すること。
六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八　その性的羞（しゆう）恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その
他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

３　第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号において
単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情
があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める
ときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え
られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六
月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学す
る学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはい
かいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。

【内閣府】
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４　第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同
居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の
住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会
することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した
裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ
た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生
活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等
の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

５　前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の
者又は 成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。

特定非営利活
動促進法

役員の欠格事由
第二十条 　次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
　一 　成年被後見人又は被保佐人
（以下略）

競争の導入に
よる公共サー
ビスの改革に
関する法律

欠格事由

第十条 　次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。
　一 　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
（略）
　六 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
（以下略）

沖縄の復帰に
伴う特別措置
に関する法律

　
本法施行前に
沖縄で生じた
事項に対する
少年法等の適
用

第二十七条　刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）、少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）、監獄法（明治四十一年法律
第二十八号）、犯罪者予防更生法（昭和二十四年法律第百四十二号）その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令
並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの（以下この節において「本土の刑事関係法令」という。）の規
定（刑罰に関する規定を除く。）は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律
の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令（以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。）の規定に関する事項で本
土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規
定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。

障害者基本法 相談等 第二十条 　国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制
度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。
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法律 項目 根拠条文

恩給法 時効の特例

第七条 　時効期間満了前二十日内ニ於テ天災其ノ他避クヘカラサル事変ノ為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ妨碍ノ止ミタル日ヨ
リ二十日内ハ時効完成セス
２ 時効期間満了前六月内ニ於テ前権利者生死若ハ所在不明ノ為又ハ未成年者若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコ
ト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ六月内ハ時効完成セス
３ 請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律 （平成十四年法律第九十九号）第二条第六項 ニ規定スル一般信書便事
業者若ハ同条第九項 ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項 ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル
日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ

恩給法 増加恩給の年
額

第六十五条 　増加恩給ノ年額ハ重度障害ノ程度ニ依リ定メタル別表第二号表ノ金額トス
２ 前項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ妻ニ付テハ十九万三千二百円ニ調整改定率（恩給改定率（第六
十六条第一項ノ規定ニ依リ設定シ同条第二項乃至第五項ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ謂フ以下同ジ）ヲ謂フ但シ恩給改定率ガ一ヲ下ル
場合ハ之ヲ一トス以下同ジ）ヲ乗ジテ得タル額（其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ
生ジタルトキハ之ヲ百円トス）扶養家族ノ中二人迄ニ付テハ一人ニ付七万二千円（増加恩給ヲ受クル者ニ妻ナキトキハ其ノ中一人ニ付
テハ十三万二千円）ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額（其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端
数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス）其ノ他ノ扶養家族ニ付テハ一人ニ付三万六千円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額（其ノ額ニ五十円未
満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス）ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス
３ 前項ノ扶養家族トハ増加恩給ヲ受クル者ノ退職当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成
年ノ子及重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ
４ 前項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ
子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ之ヲ扶養家族トス
５ 第三項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者（公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為生殖機能ヲ廃シタル者ニ限ル）ノ退職後養
子ト為リタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ縁組当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ
依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ当該養子以外ノ子ナキトキニ限リ其ノ一人ヲ扶養家族トス
６ 第一項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ノ重度障害ノ程度特別項症ニ該当スルトキハ二十七万円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
（其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス）第一項症又ハ第
二項症ニ該当スルトキハ二十一万円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額（其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以
上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス）ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス

恩給法 扶助料の支給

第七十三条 　公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ之ニ扶
助料ヲ給ス
一 　在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト看做ストキハ之ニ普通恩給ヲ給スヘキトキ
二 　普通恩給ヲ給セラルル者死亡シタルトキ
２ 父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実
父母ヲ後ニス
３ 先順位者タルヘキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前二項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス
但シ第七十四条ノ二第一項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

【総務省】
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恩給法 扶助料の特例 第七十四条 　成年ノ子ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在リ且生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ扶助料ヲ給ス

恩給法 扶養親族の定
義

第七十五条 　扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス左ノ各号ニ依ル
一 　第二号及第三号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ公務員ニ給セラルル普通恩給年額ノ十分ノ五ニ相当スル金額
二 　公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第四号表ノ率
ヲ乗ジタル金額
三 　増加恩給ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第一号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年
額ニ依リ定メタル別表第五号表ノ率ヲ乗ジタル金額
２ 前項第二号及第三号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ其ノ中二人迄ニ付テハ一人ニ付七万二千円ニ調
整改定率ヲ乗ジテ得タル額（其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ
百円トス）其ノ他ノ扶養遺族ニ付テハ一人ニ付三万六千円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額（其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキ
ハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス）ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス
３ 前項ノ扶養遺族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル公務員ノ祖父母、父母、未成年ノ子又ハ重度障
害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ

恩給法 扶助料の支給
停止

第八十条 　遺族左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ
一 　配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ
二 　子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
三 　父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
四 　成年ノ子第七十四条ニ規定スル事情止ミタルトキ
２ 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失
ハシムルコトヲ得
３ 裁定庁ハ前項ニ規定スル事情ヲ調査スル為必要アルトキハ他ノ官庁又ハ公署ノ援助ヲ求ムルコトヲ得

恩給法 一時扶助料の
給付

第八十一条 　公務員第七十三条第一項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年又ハ重度障
害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス
２ 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラス扶助料年額ノ一年分乃至五年分ニ相当スル金額トス
３ 第七十三条ノ二ノ規定ハ前二項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス

恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和41
年法律第121
号）

改正後の恩給
法第六十五条
の規定による
加給

附則第二条　昭和四十一年九月三十日において現に増加恩給を受ける者の改正後の恩給法第六十五条第三項から第五項まで（法律第百
五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。）の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行
なう。
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恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和41
年法律第121
号）

改正後の恩給
法第七十五条
の規定による
加給

附則第三条　昭和四十一年九月三十日において現に恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後
の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和51
年法律第51
号）

扶助料の年額
に係る加算の
特例

附則第十四条　恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合に
は、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
一　扶養遺族（恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族をいう。以下同じ。）である子（十八歳以上二十歳未満の子にあつては不
具廃疾である者に限る。次号において同じ。）が二人以上ある場合　六万円
二　扶養遺族である子が一人ある場合　三万六千円
三　六十歳以上である場合（前二号に該当する場合を除く。）　二万四千円

恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和53
年法律第37
号）

旧軍人等に対
する一時金の
支給

附則第十五条　旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職
後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたもののうち、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、
一万五千円の一時金を給するものとする。
一　昭和五十三年十月一日において現に普通恩給又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人又は旧準軍人としての実
在職年を算入した期間に基づく退職年金を受ける権利を有している者
二　昭和五十三年十月一日前に旧軍人としての一時恩給を給することとされた者
２　前項の規定は、昭和五十三年十月一日前に死亡した旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が三年以上である旧軍人又は旧準軍人の
遺族（同項第二号に掲げる者の遺族を除く。）で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を
失うべき事由に該当しなかつたもの（子については、昭和五十三年十月一日において未成年である者又は不具廃疾で生活資料を得るみ
ちのない者に限る。）について準用する。この場合において、同項第一号中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と、「基づく退職年
金」とあるのは「基づく遺族年金」と、同項第二号中「一時恩給」とあるのは「一時扶助料」と読み替えるものとする。
３　前二項の規定により給する一時金については、前二項に規定する場合を除くほか、旧軍人又はその遺族についての一時恩給又は一
時扶助料に関する恩給法（これに基づく命令を含む。）及び法律第百五十五号附則の規定を準用する。
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附則第十条　恩給法の一部を改正する法律（昭和二十一年法律第三十一号。以下「法律第三十一号」という。）による改正前の恩給法
第二十一条に規定する軍人（以下「旧軍人」という。）若しくは準軍人（以下「旧準軍人」という。）又はこれらの者の遺族のうち、
左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
一　左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける
権利を失うべき事由に該当しなかつたものについては、旧軍人又は旧準軍人の普通恩給を受ける権利
イ　旧軍人又は旧準軍人としての在職年（附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。
以下本号において同じ。）が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
ロ　旧軍人又は旧準軍人としての在職年に旧軍人以外の公務員としての在職年（附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入
されない実在職年及び加算年を除く。）を通算するときは旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
ハ　本号イ及びロに掲げる者以外の者で、この法律施行の際現に増加恩給を受けるもの
二　左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人の遺族で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権
利又は資格を失うべき事由（旧軍人又は旧準軍人の父母及び祖父母については、昭和二十三年一月一日以後の婚姻（氏を改めなかつた
場合に限る。）を除く。以下附則第二十九条までにおいて同じ。）に該当しなかつたもの（旧軍人又は旧準軍人の子については、この
法律施行の際未成年である者又は不具癈疾で生活資料を得るみちのない者に限る。）については、旧軍人又は旧準軍人の遺族の扶助料
を受ける権利又は資格
イ　旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けた者及びその後順位者たる遺族
ロ　本号イに掲げる者以外の者で、この法律施行前に公務に起因する傷病のため死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族であるもの
ハ　この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した旧軍人又は旧準軍人で、この法律施行の日まで生存していたならば前
号に掲げる者に該当すべきであつたものの遺族（本号イに掲げる者を除く。）

三　下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年（旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の
裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。）又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する軍人軍属
のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者（以下「旧軍属」という。）から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になつた
者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人
としての引き続く実在職年（旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入
されていた実在職年を除く。）が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの（以下本条に
おいて「実在職年七年以上の旧軍人」という。）のうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を
受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者については、旧軍人の一時恩給を受ける権利
四　在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族（第二号ハに掲げる者を除く。）で、当該
旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの（実在職年七年以上の旧軍人
の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具癈疾で生活資料を得るみちのない者に限る。）については、旧軍人の
遺族の一時扶助料を受ける権利
２　退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年七年以上の旧軍人の遺族については、当該旧軍人
がその退職の日において死亡したものとみなして前項（第一号から第三号までを除く。）の規定を適用する。

恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和２
８年法律第１
５５号）

兵たる旧軍人
の遺族に対す
る一時扶助料

附則第十二条　在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一
時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に
該当しなかつた者（兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は不具癈疾で生活資料を得るみちのない者に限
る。）に対しては、一時扶助料を給するものとする。
２　前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該
兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。

恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和２
８年法律第１
５５号）

旧軍人若しく
は旧準軍人又
はこれらの者
の遺族の恩給
を受ける権利
又は資格の取
得
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附則第二十三条　旧軍人以外の公務員（旧軍属を除く。以下第五項までにおいて「一般公務員」という。）で旧勅令第六十八号施行前
に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたも
ののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を
通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しく
は扶助料を改定する。
２　この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであつ
たものの遺族又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該
当しなかつたならば同項に規定する一般公務負の遺族に該当すべきであつたものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時か
ら、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の
遺族が同項の規定により給されるべきであつた扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡
した一般公務員が同項の規定により給されるべきであつた普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の
規定により給されるべきであつた扶助料に改定する。
３　前二項の規定は、旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に退職した一般公務員及び旧勅令第六十八号施行前に退職した一般公務
員で旧勅令第六十八号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかつたもののうち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受け
た者若しくはその遺族又は旧勅令第六十八号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第六十八号施行前に死亡し
た一般公務員の遺族で旧勅令第六十八号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかつたもの（前項に規定する遺族を除く。）のう
ち、旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。この場合において、第一項中
「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第六十八号第二条の規定により恩給
の基礎在職年から除算された在職年（附則第二十四条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。）を通算して、」
と読み替えるものとする。

４　第一項（前項において準用する場合を含む。）及び第二項（前項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律施行の際現
に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
一　旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員
二　旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由（死亡を除く。）に該当した一般公務員の遺族
三　前号に掲げる者以外の一般公務員の遺族で、当該一般公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事
由に該当したもの
四　前二号に掲げる者以外の一般公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの（不具癈疾で生活資料を得るみちのない子を除
く。）
５　この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族に第一項（第三項において準用する場合を含む。）
又は第二項（第三項において準用する場合を含む。）の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの
者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際
受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
６　附則第十四条の規定は、第一項（第三項において準用する場合を含む。）及び第二項（第三項において準用する場合を含む。）の
規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年（旧軍人、旧準軍人又は
旧軍属としての在職年にあつては実在職年とし、旧軍人以外の公務員（旧軍属を除く。）の在職年にあつては旧勅令第六十八号第二条
第二項に規定する加算年を除いた在職年とする。）と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額（昭
和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあつては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第一項の俸給
年額）」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族にあつては附則第二十三条第五項
の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺
族にあつては当該恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額」と、「百五十分の三・五」とあるのは「百五十分の二・五（警察監
獄職員にあつては、百五十分の三・五）」と読み替えるものとする。

恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和２
８年法律第１
５５号）

旧勅令第六十
八号第二条の
規定の適用を
受けた公務員
及びその遺族
の恩給
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恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和２
８年法律第１
５５号）

旧勅令第六十
八号第八条第
一項の規定に
より恩給を受
ける権利又は
資格を失つた
者の当該権利
又は資格の取
得

附則第二十九条　旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項（以下本条において
「改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項」という。）の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失つた公務員（公務員に準ずる
者を含む。以下本条において同じ。）若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利若
しくは資格を失つた公務員の遺族は、附則第十条又は第十七条の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この
法律施行の時から、これらの者が失つた恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の恩給法の規定による
恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
２　前項の規定は、左の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
一　旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
二　旧勅令第六十八号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由（死亡を除く。）に該当した公務員の遺族
三　前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当
したもの
四　前二号に掲げる者以外の公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの（不具廃疾で生活資料を得るみちのない子を除く。）
３　第一項の規定により公務員又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が当該公務員の退職又は死亡の時
から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額
の十二分の一に相当する金額に在職年（旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年を除く。）の年数を乗じたものとする。
４　改正前の旧勅令第六十八号第八条第一項の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、
又は一時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。

恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和２
８年法律第１
５５号）

未帰還公務員

附則第三十条　昭和二十年九月二日から引き続き公務員（公務員に準ずる者を含む。）として海外にあつてまだ帰国していない者（以
下「未帰還公務員」という。）に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職し
たものとみなして恩給を給する。
一　未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達している場合にあつては、同日
二　未帰還公務員が昭和二十八年七月三十一日において普通恩給についての最短恩給年限に達していない場合にあつては、当該最短恩
給年限に達する日
三　未帰還公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日
２　前項第一号又は第二号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始める
ものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から
請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する普
通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
３　前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日（海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した
日）の属する月まで、妻、未成年の子、父母（養父母を先にして実父母を後にする。）、祖父母（養父母の父母を先にして実父母の父
母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。の順位により、請求者に対し行うものとする。
４　未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定
庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため
負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する
恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から（一時金
たる恩給にあつては、当該未帰還公務員が帰国した時において）、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月の
翌月から給するものとする。
５　第一項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公
務員とみなされる職員となつた場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、
同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第二項及び第三項の規定により給された普通恩給は、返還すること
を要しないものとする。
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恩給法等の一
部を改正する
法律（昭和３
６年法律第１
３９号）

公務傷病恩給
に関する経過
措置

附則第二条　この法律（前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。）の施行の際現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けて
いる者については、昭和三十六年十月分以降、その年額（恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。）
を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
２　この法律の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、
なお従前の例による。
３　昭和三十六年十二月三十一日において現に増加恩給（第七項症の増加恩給を除く。）を受けている者のうち、恩給法第六十五条第
四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改
正前の同法同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第二項から第五項までの規定による年額に改定す
る。
４　昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給（第七項症の増加恩給を除く。）の同年同月分までの加給の年額の
計算については、なお従前の例による。

簡易生命保険
法

保険金の倍額
支払

第十二条　家族保険とは、一の保険契約において保険契約者（保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項又は第三項の
規定により承継した者を除く。）を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする
生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子た
る被保険者につき第二号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる
被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。
一　その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。
二　その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内
の保険約款の定める期間が満了したこと。
三　その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生
存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。
２　前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。
一　主たる被保険者について保険金の支払の事由（保険約款の定める期間が満了したことを除く。）の発生後に、出生した者（その支
払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。）又は養子となつた者
二　年齢一月未満又は二十年以上の者
三　配偶者のある者
四　主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者
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市町村の合併
の特例等に関
する法律

地域自治区の
区長

第二十四条 　市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区（以下「合併に係る地域自治区」という。）にお
いて、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議
により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。
２ 　区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。
３ 　区長の任期は、二年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。
４ 　第一項及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村
は、直ちにその内容を告示しなければならない。
５ 　合併市町村は、第一項及び第三項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならな
い。
６ 　次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。
一 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
７ 　合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認
める場合には、これを罷免することができる。
８ 　合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分とし
て戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
９ 　区長は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
１０ 　区長は、第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
１１ 　合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき又は区長が欠けたとき
は、その職務を代理する。
１２ 　区長は、合併市町村の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長その他の機関及び合併に係る地域自治区の区
域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。
１３ 　地方自治法第百六十五条第二項 及び第百七十五条第二項 並びに地方公務員法 （昭和二十五年法律第二百六十一号）第三十四
条 の規定は、区長について準用する。この場合において、地方自治法第百六十五条第二項 中「副知事又は副市町村長」とあるのは
「区長（市町村の合併の特例等に関する法律第二十四条第一項に規定する区長をいう。以下同じ。）」と、「普通地方公共団体の
長に」とあるのは「合併市町村（同法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。）の長に」と、「普通地方公共団体の
長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第百七十五条第二項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通
地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。
１４ 　第一項に規定する区長の職は、地方公務員法第三条 の特別職とする。
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地方公務員等
共済組合法 定義

第二条 　この法律（第十一章を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 　職員　常時勤務に服することを要する地方公務員（地方公務員法 （昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十七条第二項 に規
定する休職の処分を受けた者、同法第二十九条第一項 に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する
義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員
に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。）をいう。
二 　被扶養者　次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものをいう。
イ　組合員の配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び
弟妹
ロ　組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ　組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後における
その父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
三 　遺族　組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時（失踪の
宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。）その者によつて生計を維持していたもの
をいう。
四 　退職　職員が死亡以外の事由により職員でなくなること（職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその
職員でなくなることを除く。）をいう。
五 　給料　地方公務員法第二十五条第三項第一号 に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する
給与で政令で定めるものをいう。
六 　期末手当等　地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百四条 の規定の適用を受ける職員については、同条第二項 に規
定する手当のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずる
ものとして政令で定めるものをいう。
２ 　前項第二号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組
合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
３ 　第一項第三号の規定の適用については、子又は孫は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者
がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き第八十四条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級
に該当する障害の状態にある者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、
その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。

第八十条 　退職共済年金（その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。）の額は、当該退職共済年金の受給権者がそ
の権利を取得した当時（退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたと
きは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において
同じ。）その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
及び二十歳未満で第八十四条第二項に規定する障害等級（以下この条において「障害等級」という。）の一級若しくは二級に該当する障害の状態に
ある子に限る。）があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
２ 　前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条 に規定する改定率（以下「改定
率」という。）であつて同法第二十七条の三 及び第二十七条の五 の規定の適用がないものとして改定したもの（以下「賃金変動等改定率」とい
う。）を乗じて得た金額（その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切
り上げるものとする。）とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額（そのうち二人までに
ついては、それぞれ二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨
て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。）とする。
３ 　退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、当該受給権
者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。

地方公務員等
共済組合法

退職共済年金
の加給年金額
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４ 　第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
一 　死亡したとき。
二 　退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
三 　配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 　配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 　子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子になつたとき。
六 　養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 　子が、婚姻をしたとき。
八 　子（障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。）について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したと
き。
九 　障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。）について、
その事情がなくなつたとき。
十 　障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が、二十歳に達したとき。
５ 　第一項、第三項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

地方公務員等
共済組合法

遺族共済年金
の失権

第九十九条の七 　遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 　死亡したとき。
二 　婚姻したとき（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。）。
三 　直系血族及び直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となつたと
き。
四 　死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
五 　次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ　遺族共済年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法 による遺族
基礎年金の受給権を取得しないとき。　当該遺族共済年金の受給権を取得した日
ロ　遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達
する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき。　当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
２ 　遺族共済年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 　子又は孫（障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。）について、十八歳に達した日以後の最初の
三月三十一日が終了したとき。
二 　障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
又は孫を除く。）について、その事情がなくなつたとき。

共済組合法 の加給年金額

13 / 190 ページ



附　則　（昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号）
第十六条 　退職共済年金（大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年
金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの（以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。）に係るもの及び新共済法
附則第十九条の規定による退職共済年金を除く。）の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共
済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第
一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
一 　千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率（以下「改定率」という。）を乗じて得た金額（その金額に五十銭未満の端数があ
るときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）に組合員期間の月数（当該月数が四
百八十月を超えるときは、四百八十月）を乗じて得た額
二 　新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ　組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの（二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の
期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。）の月数
ロ　附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
２ 　附則別表第三の第一欄に掲げる者（施行日に六十歳以上である者等を除く。）に対する前項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号
（新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項に
おいてその例による場合を含む。次項において同じ。）の規定の適用については、これらの規定中「とする。）」とあるのは、「とする。）に政令
で定める率を乗じて得た額」とする。
３ 　前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一
欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額（その
金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、
これを一円に切り上げるものとする。）が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額（その金額に五十銭未満の端数があるときは、
これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）から千六百二十八円に
改定率を乗じて得た金額（その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が
あるときは、これを一円に切り上げるものとする。）までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

４ 　施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十九条第一項第一号
及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、三千五十三円に改定率を乗じて
得た金額（その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものと
する。）に組合員期間の月数（当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月）を乗じて得た額を加算した金額とする。
５ 　施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則
第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは「三千五十三円」とする。
６ 　新共済法附則第二十八条の四の規定又は新施行法第八条、第九条若しくは第十条（新施行法第三十六条において準用する場合を含む。）、第四
十八条（新施行法第五十二条において準用する場合を含む。）、第五十五条（新施行法第五十九条において準用する場合を含む。）若しくは第六十
二条（新施行法第六十六条において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける者（組合員期間等が二十五年未満であるとしたならばこれらの規
定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。）に対する第一項第
一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間
の月数は、二百四十月であるものとみなす。
７ 　退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間（新施行法第四十五条第一項の規定により同項に規
定する控除期間で新施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。）及び新施行法第七条第一
項第三号から第五号までの期間を有する更新組合員等（新施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で
定める者をいう。以下同じ。）である場合における新施行法第十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、
六十五歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号）附則第十六条第一項又は第四項の規定
による加算額を除く」とする。
８ 　第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第八十条の二第四項中「金額に」とあるのは、
「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号）附則第十六条第一項の規定により
加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。

地方公務員等
共済組合法

退職共済年金
の額の経過的
加算
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地方公務員等
共済組合法

遺族年金の失
権等

附　則　（昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号）
第五十九条の二 　旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合におい
て、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共
済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるもの
とする。

地方自治法 選挙権 第十八条 　日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるとこ
ろにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

地方自治法 被選挙権

第十九条 　普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普
通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
２ 　日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
３ 　日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

地方自治法 条例の制定及
び監査の請求

第七十四条 　普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下本編において「選挙権を有する者」という。）は、政
令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例（地
方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃の請求をすることができる。
２ 　前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
３ 　普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その
結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
４ 　議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述
べる機会を与えなければならない。
５ 　第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 （昭和二十五年法律第百号）第二十二条 の規定による選挙人名簿の登録が行なわ
れた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい
て、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
６ 　第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙
が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができな
い。
７ 　選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その
者の属する市町村の選挙権を有する者（条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有
する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。）に委任して、自己の氏名（以下「請求者の氏名」という。）を当該署名
簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署
名とみなす。
８ 　前項の規定により委任を受けた者（以下「氏名代筆者」という。）が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記
載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
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地方自治法 罰則

第七十四条の四 　条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は
百万円以下の罰金に処する。
一 　署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 　交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三 　署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特
殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
２ 　条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請
求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
３ 　条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文
盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者
は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
４ 　選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、
当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又
は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
５ 　条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求め
るための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令
で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。

地方自治法 監査の請求

第七十五条 　選挙権を有する者（道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選
挙権を有する者）は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団
体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
２ 　前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
３ 　監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、
公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公
平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
４ 　前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
５ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項から第八項まで及び
第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

地方自治法 議会の解散の
請求

第七十六条 　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、
その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表
者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
２ 　前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
３ 　第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
４ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつて
は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八
項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
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地方自治法 議員の解職の
請求

第八十条 　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一（その総数が四十万を超え
る場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署
をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の
請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一（その総数が四十万を超える場
合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をも
つて、議員の解職の請求をすることができる。
２ 　前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
３ 　第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区
がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
４ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつて
は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八
項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

地方自治法 長の解職の請
求

第八十一条 　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、
その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表
者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
２ 　第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、
その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八項ま
で及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定
は前項の請求について準用する。

地方自治法 副知事等の解
職の請求

第八十六条 　選挙権を有する者（道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内にお
いて選挙権を有する者）は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超え
る数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、
普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をする
ことができる。
２ 　前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
３ 　第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知
し、かつ、これを公表しなければならない。
４ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつて
は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八
項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

地方自治法 選挙権を有す
る者の総会 第九十四条 　町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
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地方自治法 選挙管理委員

第百八十二条 　選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普
通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
２ 　議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなけ
ればならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。
３ 　委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるとき
は選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
４ 　法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となるこ
とができない。
５ 　委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
６ 　第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及
び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事
項は、政令でこれを定める。
７ 　委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
８ 　委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議
会及び長に通知しなければならない。

地方自治法 選挙管理委員
の失職

第百八十四条 　選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第百八十条の五第六項の規定に該当するとき又は第百八十二条第四
項に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は第百八十条の五第六項の規定に該当するかどうかは、選挙管
理委員が公職選挙法第十一条 若しくは同法第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条 の規定に該当するため選挙権を有しない
場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。
２ 　第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

地方自治法
共同設置する
機関の委員等
の解職請求

第二百五十二条の十 　普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定
めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職につ
いては、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、
解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意す
る旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議
会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。
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地方自治法
外部監査契約
を締結できる
者

第二百五十二条の二十八 　普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その
他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 　弁護士（弁護士となる資格を有する者を含む。）
二 　公認会計士（公認会計士となる資格を有する者を含む。）
三 　国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に
従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
２ 　普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかか
わらず、同項の識見を有する者であつて税理士（税理士となる資格を有する者を含む。）であるものと外部監査契約を締結することが
できる。
３ 　前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。
一 　成年被後見人又は被保佐人
二 　禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
三 　破産者であつて復権を得ない者
四 　国家公務員法 （昭和二十二年法律第百二十号）又は地方公務員法 の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年
を経過しない者
五 　弁護士法 （昭和二十四年法律第二百五号）、公認会計士法 （昭和二十三年法律第百三号）又は税理士法 （昭和二十六年法律第
二百三十七号）の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた
者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの（これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除
く。）
六 　懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
七 　当該普通地方公共団体の議会の議員
八 　当該普通地方公共団体の職員
九 　当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
十 　当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
十一 　当該普通地方公共団体に対し請負（外部監査契約に基づくものを除く。）をする者及びその支配人又は主として同一の行為を
する法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

第二百五十二条の三十九 　第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例
により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて監査委員の監査
に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
２ 　前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求（以下本条において「事務の監査の請求に係
る個別外部監査の請求」という。）については、第七十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
３ 　事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するととも
に、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を
付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
４ 　前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による
監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査による
ことについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。
５ 　事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を
経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につ
いての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
６ 　前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を
経なければならない。
７ 　第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
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８ 　第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
一 　事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
二 　個別外部監査契約の期間
三 　個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
四 　前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
９ 　普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直
ちに告示しなければならない。
１０ 　包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定
は、適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監
査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括
外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。
１１ 　前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。
１２ 　第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部
監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団
体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会
その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
１３ 　監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係
る代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。
１４ 　前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人
の監査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地
方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」
とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
１５ 　事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることに
ついて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別
外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項及び
第四項の規定を適用する。

地方自治法 議会の議員及
び長の選挙

第二百九十一条の五 　広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、
広域連合の選挙人（広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内
に住所を有するものをいう。次項及び次条第七項において同じ。）が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会において
これを選挙する。
２ 　広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票に
より又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

地方自治法
第七十五条の
規定による監
査の特例
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第二百九十一条の六 　第二編第五章（第八十五条を除く。）及び第二百五十二条の三十九（第十四項を除く。）の規定は、政令で特
別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）
の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連
合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章（第七十四条第一項を除く。）の規定中「選挙
権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者
（以下本編において「選挙権を有する者」という。）」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及
び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの（以下「請求権を有する者」という。）」と、第二百五十二条の
三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
２ 　前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域
連合の区域内に住所を有するもの（第五項前段において「請求権を有する者」という。）は、政令で定めるところにより、その総数の
三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数と
を合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう
請求することができる。
３ 　前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地
方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨
を同項の代表者に通知しなければならない。

４ 　前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなけれ
ばならない。
５ 　第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超
える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八項まで及び
第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条
第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は
特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの（以下「請求権を有する者」という。）」
と、同条第七項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
６ 　第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九
第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において
準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
７ 　政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七
十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
８ 　前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。

地方自治法 財産区

第二百九十六条 　財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定
しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。
２ 　前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条 の定めるところによる。
３ 　財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。

地方自治法 選挙権及び被
選挙権の停止

(附則）第二十条 　戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
２ 　前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。

地方自治法 直接請求

21 / 190 ページ



地方税法
個人の道府県
民税の非課税
の範囲

第二十四条の五 　道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割（第二号に該当する者に
あつては、第五十条の二の規定によつて課する所得割（以下本款及び第二款において「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）
を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 　生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）の規定による生活扶助を受けている者
二 　障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。）
２ 　分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の
支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
３ 　道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、
当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

地方税法
個人の市町村
民税の非課税
の範囲

第二百九十五条 　市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税（第二号に該当する者にあつては、第三百二十
八条の規定によつて課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）を課することができない。ただし、この法律
の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 　生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者
二 　障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。）
２ 　分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の
支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
３ 　市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に
従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

地方税法 固定資産評価
員の欠格事項

第四百七条 　次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
一 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二 　固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三 　前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくな
つてから、二年を経過しない者
四 　国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

地方税法
たばこ税の都
道府県に対す
る交付

第四百八十五条の十三 　市町村（特別区を含む。以下本項において同じ。）は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税（特別
区たばこ税を含む。以下本項において同じ。）の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村
のたばこ消費基礎人口（公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の二十歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住す
る者であつて当該市町村において従業し、又は当該市町村へ通学する者のうち二十歳以上のものの人口の合計をいう。以下本条におい
て同じ。）に三を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額（次項において「たばこ税に係る
課税定額」という。）を超える場合には、当該超える部分に相当する額を、政令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府
県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。
２ 　たばこ消費基礎人口及びたばこ税に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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統計法（昭和
二十二年三月
二十六日法律
第十八号）

申告義務

第五条 　政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
２ 　前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人であ
る場合又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が、本人に代わつて、又は本人を
代表して申告をする義務を負う。

統計法（平成
１９年法律第
５３号）によ
り全部改正
（削除）。公
布の日から２
年以内に全面
施行。

報告義務

第十三条　行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項につい
て、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
２　前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
３　第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。）又は成年被後見
人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

地方公務員等
共済組合法等
の一部を改正
する法律

上記「地方公務員等共済組合法」に溶け込んだもの以外は、該当なし
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引揚者等に対
する特別交付
金の支給に関
する法律

特別交付金の
額

第六条 　引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日（第二条第一項第四号又は第五号に該当する者については、これらの
号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。）における年齢の区分に応じ次の表
に掲げる額とする。
年齢 特別交付金の額
五十歳以上 一六〇，〇〇〇円
三十五歳以上五十歳未満 一〇〇，〇〇〇円
二十五歳以上三十五歳未満 五〇，〇〇〇円
二十歳以上二十五歳未満 三〇，〇〇〇円
二十歳未満 二〇，〇〇〇円

２ 　前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に
一万円を加算した額とする。
３ 　遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者一人につきその死亡者の終戦日（死亡者が第二条第一項第二号に該当す
る者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第二項第二号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第一
項第四号若しくは第五号又は第二項第三号若しくは第四号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有し
ていた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。）における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
年齢 特別交付金の額
五十歳以上 一一二，〇〇〇円
三十五歳以上五十歳未満 七〇，〇〇〇円
二十五歳以上三十五歳未満 三五，〇〇〇円
二十歳以上二十五歳未満 二一，〇〇〇円
二十歳未満 一四，〇〇〇円

４ 　前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、
同項の額に七千円を加算した額とする。

行政機関の保
有する個人情
報の保護に関
する法律

開示請求権

第十二条 　何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報
の開示を請求することができる。
２ 　未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）をする
ことができる。
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第十四条 　行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」
という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 　開示請求者（第十二条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっ
ては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害する
おそれがある情報
二 　開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示請求
者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできない
が、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ　法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ　人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ　当該個人が公務員等（国家公務員法 （昭和二十二年法律第百二十号）第二条第一項 に規定する国家公務員（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職
員、地方公務員法 （昭和二十五年法律第二百六十一号）第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をい
う。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂
行の内容に係る部分

三 　法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」とい
う。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健
康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ　開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ　行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しない
こととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 　開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国
際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
五 　開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ
れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
六 　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で
あって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じ
させるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
七 　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することによ
り、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ　監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく
は不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ　契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者とし
ての地位を不当に害するおそれ
ハ　調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ　人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ　国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益
を害するおそれ

行政機関の保
有する個人情
報の保護に関
する法律

保有個人情報
の開示義務
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行政機関の保
有する個人情
報の保護に関
する法律

訂正請求権

第二十七条 　何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第三十六条第一項において同じ。）の内容が事実で
ないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正
（追加又は削除を含む。以下同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく
命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 　開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 　第二十二条第一項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第二十一条第三項 に規定する開
示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
三 　開示決定に係る保有個人情報であって、第二十五条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
２ 　未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下「訂正請求」という。）をする
ことができる。
３ 　訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

行政機関の保
有する個人情
報の保護に関
する法律

利用停止請求
権

第三十六条 　何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところ
により、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情
報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」という。）に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続
が定められているときは、この限りでない。
一 　当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第三条第二項の規定に違反して保有されている
とき、又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき　当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二 　第八条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき　当該保有個人情報の提供の停止
２ 　未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下「利用停止請求」とい
う。）をすることができる。
３ 　利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

独立行政法人
等の保有する
個人情報の保
護に関する法
律

開示請求権
第十二条 　何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有
個人情報の開示を請求することができる。
２ 　未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）をする
ことができる。
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第十四条 　独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情
報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 　開示請求者（第十二条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっ
ては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害する
おそれがある情報
二 　開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示請求
者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできない
が、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ　法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ　人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ　当該個人が公務員等（国家公務員法 （昭和二十二年法律第百二十号）第二条第一項 に規定する国家公務員（独立行政法人通則法
第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 （昭和二十五
年法律第二百六十一号）第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該
情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 　法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」とい
う。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健
康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ　開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ　独立行政法人等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示
しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるも
の
四 　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で
あって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じ
させるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
五 　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することによ
り、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ　国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益
を被るおそれ
ロ　犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ　監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく
は不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ　契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者とし
ての地位を不当に害するおそれ
ホ　調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ　人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト　国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益
を害するおそれ

独立行政法人
等の保有する
個人情報の保
護に関する法
律

保有個人情報
の開示義務
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独立行政法人
等の保有する
個人情報の保
護に関する法
律

訂正請求権

第二十七条 　何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第三十六条第一項において同じ。）の内容が事実で
ないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該保有個人情報の訂
正（追加又は削除を含む。以下同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づ
く命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 　開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 　第二十二条第一項の規定により事案が移送された場合において、行政機関個人情報保護法第二十一条第三項 に規定する開示決定
に基づき開示を受けた保有個人情報
三 　開示決定に係る保有個人情報であって、第二十五条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
２ 　未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下「訂正請求」という。）をする
ことができる。
３ 　訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

独立行政法人
等の保有する
個人情報の保
護に関する法
律

利用停止請求
権

第三十六条 　何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところ
により、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人
情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」という。）に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手
続が定められているときは、この限りでない。
一 　第三条第二項の規定に違反して保有されているとき、第五条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第九条第一項及
び第二項の規定に違反して利用されているとき　当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二 　第九条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき　当該保有個人情報の提供の停止
２ 　未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下「利用停止請求」とい
う。）をすることができる。
３ 　利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

行政書士法 欠格事由

第二条の二 　次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 　未成年者
二 　成年被後見人又は被保佐人
三 　破産者で復権を得ないもの
四 　禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
五 　公務員（特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。）で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二
年を経過しない者
六 　第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
七 　第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
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法律 項目 根拠条文

第九条　１　日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

[投票管理者]第三十七条　２　投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

[投票立会人]第三十八条　１　市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人
以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
[開票管理者]第六十一条　２　開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
[開票立会人]第六十二条　２　公職の候補者（略）は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき
者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙におけ
る開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
[選挙長および選挙分会長]第七十五条　３　選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（略）の選任した者を
もつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
[選挙立会人]第七十六条　第六十二条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。(略)

※選挙権を有するものは、上記資格の他に、選挙人名簿の閲覧、在外選挙人名簿の登録申請、公職の候補者の推薦届出等を行いうる。

第九条　２　日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する。
※地方公共団体の選挙権を有する者には、選挙権（国政）同様の資格が与えられる。

選挙人名簿被
登録資格

第二十一条　１　選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民（略）で、その者に係る登録
市町村等（略）の住民票が作成された日（略）から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行
う。

在外選挙人名
簿の被登録資
格

第三十条の四 　在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民（略）で、在外選挙人名
簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官（略）の管轄区域（略）内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行
う。

未成年者の選
挙運動の禁止

第百三十七条の二 　年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
２ 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この
限りでない。

第十条　１　日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 　衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 　参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 　都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 　都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 　市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 　市町村長については年齢満二十五年以上の者
[中央選挙管理委員]第五条の二　２ 　委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命す
る。

第四条　衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。

審査権を有する者、衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する資格を持つ者は、選挙権(国政）同様の資格等が与えられる。

被選挙権

最高裁判所裁
判官国民審査
法

審査権

【総務省】

公職選挙法
選挙権(国政)

選挙権(地方)
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法律 項目 根拠条文

外国弁護士に
よる法律事務
の取扱いに関
する特別措置
法

承認の基準

第十条 　法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者（以下「承認申請者」という。）が次に掲げる基準に適合するものでな
ければ、承認をすることができない。
一 　省略
二 　次に掲げる者でないこと。
イ　禁錮以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
ロ　弾劾裁判所の罷免の裁判に相当する外国の法令による裁判を受けた者
ハ　弁護士法第七条第三号 に規定する処分に相当する外国の法令による処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
ニ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものと外国の法令上同様に取り扱われている者
三 　省略
２ 　省略
３ 　法務大臣は、承認申請者が第一項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、次の各号のいずれかに掲げる事情が
あるときでなければ、承認をすることができない。
一 　弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われている
こと。
二 　弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていな
い場合においては、そのことを理由に承認をしないことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなること。
４ 　法務大臣は、承認をする場合には、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。

刑事収容施設
及び被収容者
等の処遇に関
する法律

懲罰の種類

第百五十一条　受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。
一　戒告
二　第九十三条の規定による作業の十日以内の停止
三　第四十一条第一項の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の十五日以内の停止
四　書籍等（被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。第三項第
三号及び次条第一項第三号において同じ。）の閲覧の一部又は全部の三十日以内の停止
五　報奨金計算額の三分の一以内の削減
六　三十日以内（懲罰を科する時に二十歳以上の者について、特に情状が重い場合には、六十日以内）の閉居
２　前項第二号から第五号までの懲罰にあっては二種類以上を併せて、同項第六号の懲罰（以下この節において「閉居罰」という。）
にあっては同項第五号の懲罰と併せて科することができる。
３　受刑者以外の被収容者に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。
一　戒告
二　第四十一条第二項の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の十五日以内の停止
三　書籍等の閲覧の一部又は全部の三十日以内の停止
四　閉居罰
４　前項第二号及び第三号の懲罰は、併せて科することができる。

【法務省】
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刑事訴訟法 職権による国
選弁護人

第三十七条　左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一　被告人が未成年者であるとき。
二　被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三　被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四　被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五　その他必要と認めるとき。

刑事訴訟法 女子の身体の
捜索

第百十五条　女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要す
る場合は、この限りでない。

刑事訴訟法 身体の検査に
ついての注意

第百三十一条　身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者
の名誉を害しないように注意しなければならない。
②　女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

刑法 国民の国外犯

第三条　この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一　第百八条（現住建造物等放火）及び第百九条第一項（非現住建造物等放火）の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこ
れらの罪の未遂罪
二　第百十九条（現住建造物等浸害）の罪
三　第百五十九条から第百六十一条まで（私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使）及び前条第五号に規定する電磁的記
録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四　第百六十七条（私印偽造及び不正使用等）の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五　第百七十六条から第百七十九条まで（強制わいせつ、強姦（かん）、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪）、第百八
十一条（強制わいせつ等致死傷）及び第百八十四条（重婚）の罪
六　第百九十九条（殺人）の罪及びその未遂罪
七　第二百四条（傷害）及び第二百五条（傷害致死）の罪
八　第二百十四条から第二百十六条まで（業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷）の罪
九　第二百十八条（保護責任者遺棄等）の罪及び同条の罪に係る第二百十九条（遺棄等致死傷）の罪
十　第二百二十条（逮捕及び監禁）及び第二百二十一条（逮捕等致死傷）の罪
十一　第二百二十四条から第二百二十八条まで（未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移
送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪）の罪
十二　第二百三十条（名誉毀（き）損）の罪
十三　第二百三十五条から第二百三十六条まで（窃盗、不動産侵奪、強盗）、第二百三十八条から第二百四十一条まで（事後強盗、昏
（こん）酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死）及び第二百四十三条（未遂罪）の罪
十四　第二百四十六条から第二百五十条まで（詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪）の罪
十五　第二百五十三条（業務上横領）の罪
十六　第二百五十六条第二項（盗品譲受け等）の罪
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刑法 国民以外の者
の国外犯

第三条の二　この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一　第百七十六条から第百七十九条まで（強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪）及び第百八十一条
（強制わいせつ等致死傷）の罪
二　第百九十九条（殺人）の罪及びその未遂罪
三　第二百四条（傷害）及び第二百五条（傷害致死）の罪
四　第二百二十条（逮捕及び監禁）及び第二百二十一条（逮捕等致死傷）の罪
五　第二百二十四条から第二百二十八条まで（未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送
目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪）の罪
六　第二百三十六条（強盗）及び第二百三十八条から第二百四十一条まで（事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死）
の罪並びにこれらの罪の未遂罪

刑法 未成年者略取
及び誘拐 第二百二十四条　未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

刑法 人身売買

第二百二十六条の二　人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
２　未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
３　営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
４　人を売り渡した者も、前項と同様とする。
５　所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。

刑法 準詐欺 第二百四十八条　未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人に
これを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

公証人法 公証人の資格

第十二条　左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
一　日本国民ニシテ成年者タルコト
二　一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
②試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

公証人法 通事・立会人

第三十四条　通事及立会人ハ嘱託人又ハ其ノ代理人之ヲ選定スルコトヲ要ス
②立会人ハ通事ヲ兼ヌルコトヲ得
③左ニ掲クル者ハ立会人タルコトヲ得ス但シ第三十条第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
一　未成年者
二　第十四条ニ掲ケタル者
三　自ラ署名スルコト能ハサル者
四　嘱託事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者
五　嘱託事項ニ付代理人若ハ輔佐人タル者又ハ代理人若ハ輔佐人タリシ者
六　公証人又ハ嘱託人若ハ其ノ代理人ノ配偶者、四親等内ノ親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人又ハ同居人
七　公証人ノ書記
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更生保護事業
法

役員の欠格
事由

第二十一条　次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。
一　成年被後見人又は被保佐人
二　破産者で復権を得ない者
三　この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない
者
四　前号に該当する者を除き、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を
経過しない者
五　第四十三条の規定により解散を命じられた更生保護法人の解散当時の役員で、解散を命じられたときから五年を経過しない者

更生保護法

少年法第二十
四条第一項第
一号の保護処
分（保護観察
所の保護観察
処分）の期間

第六十六条　保護観察処分少年に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が二十歳に達するまで（その期間が二年に満たない
場合には、二年）とする。ただし、第六十八条第三項の規定により保護観察の期間が定められたときは、当該期間とする。

更生保護法 家庭裁判所へ
の通告等

第六十八条　保護観察所の長は、保護観察処分少年について、新たに少年法第三条第一項第三号に掲げる事由があると認めるときは、
家庭裁判所に通告することができる。
２　前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分少年が二十歳以上であるときは、これを少年法第二条
第一項の少年とみなして、同法第二章の規定を適用する。
３　家庭裁判所は、前項の規定により少年法第二条第一項の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法第二十四条第一項第一号
又は第三号の保護処分をするときは、保護処分の決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間内において、保護観察の期間又は少
年院に収容する期間を定めなければならない。

更生保護法 少年院への戻
し収容の決定

第七十二条　前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻し
て収容する旨の決定をすることができる。
２　家庭裁判所は、前項の決定をする場合において、二十三歳に満たない少年院仮退院者を二十歳を超えて少年院に収容する必要があ
ると認めるときは、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。
その者が既に二十歳に達しているときは、当該決定と同時に、二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなけ
ればならない。
３　家庭裁判所は、二十三歳に達している少年院仮退院者について第一項の決定をするときは、当該決定と同時に、その者が二十六歳
を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
４　家庭裁判所は、第一項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び
保護観察所の長の意見を聴かなければならない。
５　前三項に定めるもののほか、第一項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、少年の保護処分に係る事件の手続の例
による。
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国際受刑者移
送法 共助刑の期間

第十七条　共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲
げるものとする。
一　外国刑（二以上あるときは、そのいずれか）が無期であるとき　無期
二　前号に掲げる場合に該当しないとき　次のイ又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日（二以上あるとき
は、当該日のうち最も早い日。以下同じ。）から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数（裁判国においてそ
の執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。）の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間
イ　裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えるとき　当該三十年を経過する日まで
の日数
ロ　裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えないとき　当該最終日までの日数
２　受入受刑者が二十歳に満たないときに共助刑に係る外国刑（二以上あるときは、それらのすべて）の言渡しを受けた者である場合
における前項の規定の適用については、同項第二号中「三十年」とあるのは「十五年」とする。

国際受刑者移
送法 仮釈放の特則

第二十二条　二十歳に満たないときに共助刑に係る外国刑（二以上あるときは、それらのすべて）の言渡しを受けた受入受刑者につい
ては、次の期間（裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。）を経過した後、仮釈放をすることがで
きる。
一　無期の共助刑については七年
二　十年を超える有期の共助刑については三年
三　五年を超え十年以下の有期の共助刑については一年八月
四　五年以下の有期の共助刑については、その刑期の三分の一

国際捜査共助
等に関する法
律

受刑者証人移
送の決定等

第十九条　法務大臣は、要請国から、条約に基づき、国内受刑者（日本国において懲役刑若しくは禁錮（こ）刑又は国際受刑者移送法
（平成十四年法律第六十六号）第二条第二号に定める共助刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。）に係る受刑者証人移
送の要請があつた場合において、第二条第一号若しくは第二号又は次の各号（第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要
請の受理を行う場合にあつては、第二条第一号若しくは第二号、第四条第一号又は次の各号）のいずれにも該当せず、かつ、要請に応
ずることが相当であると認めるときは、国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人移送の決定をするものとする。
一　国内受刑者の書面による同意がないとき。
二　国内受刑者が二十歳に満たないとき。
三　国内受刑者を移送する期間として要請された期間が三十日を超えるとき。
四　国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。
２　第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用す
る。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
３　法務大臣は、第一項の決定をしたときは、国内受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命ずるとと
もに、当該国内受刑者にその旨を通知しなければならない。
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債権管理回収
業に関する特
別措置法

営業の許可の
基準

第五条　法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条
の許可をしなければならない。
一　資本金の額が五億円以上の株式会社でない者
二　第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
三　この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含
む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
四　常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
五　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号にお
いて「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）がその事業活動を
支配する株式会社
六　暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
七　取締役若しくは執行役（相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上
の支配力を有するものと認められる者を含む。）又は監査役（以下この号において「役員等」という。）のうちに次のいずれかに該当
する者のある株式会社
イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ　破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ　禁錮（こ）以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受
けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ　この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑（これに相当する外国の法令による刑を含
む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ　債権の管理又は回収に関し、刑法（明治四十年法律第四十五号）、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）、貸
金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑（これに相当する外
国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しな
い者
ヘ　暴力団員等
ト　債権回収会社が第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該債権回収会社
チ　債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
八　債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社

少年院法 少年院の種類

第二条　少年院は、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院とする。
２　初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十二歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する。
３　中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十六歳以上二十歳未満の者を収容する。
４　特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね十六歳以上二十三歳未満の者を収容する。ただし、十
六歳未満の者であつても、少年院収容受刑者については、これを収容することができる。
５　医療少年院は、心身に著しい故障のある、おおむね十二歳以上二十六歳未満の者を収容する。
６　少年院は、収容すべき者の男女の別に従つて、これを設ける。但し、医療少年院については、男女を分隔する施設がある場合は、
この限りでない。
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少年院法
定年退院・収
容継続・満期
退院

第十一条　在院者が 二十歳に達したときは、少年院の長は、これを退院させなければならない。但し、送致後一年を経過しない場合
は、送致の時から一年間に限り、収容を継続することができる。
２　少年院の長は、前項の場合において、在院者の心身に著しい故障があり、又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため少年院から
退院させるに不適当であると認めるときは、本人を送致した裁判所に対して、その収容を継続すべき旨の決定の申請をしなければなら
ない。
３　前項の申請を受理した裁判所は、その審理にあたり、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び本人を収
容中の少年院の職員の意見をきかなければならない。
４　裁判所は、本人が第二項の状況にあると認めるときは、期間を定めて、収容を継続すべき旨の決定をしなければならない。但し、
この期間は二十三歳を超えてはならない。
５　裁判所は、少年院の長の申請に基いて、二十三歳に達する在院者の精神に著しい故障があり公共の福祉のため少年院から退院させ
るに不適当であると認めるときは、二十六歳を越えない期間を定めて医療少年院に収容を継続すべき旨の決定をしなければならない。
６　第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
７　少年院の長が裁判所に対し、在院者の収容を継続すべき旨の決定の申請をした場合には、第一項の規定にかかわらず、裁判所から
決定の通知があるまで収容を継続することができる。
８　少年院の長は、在院者が裁判所の定めた期間に達したときは、これを退院させなければならない。

少年法 この法律の目
的

第一条　この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うととも
に、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

少年法 少年、成人、
保護者

第二条　この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
２　この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

少年法 審判を開始し
ない旨の決定

第十九条　家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始し
ない旨の決定をしなければならない。
２　家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管
轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

少年法
審判開始後保
護処分に付し
ない場合

第二十三条　家庭裁判所は、審判の結果、第十八条又は第二十条にあたる場合であると認めるときは、それぞれ、所定の決定をしなけ
ればならない。
２　家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定を
しなければならない。
３　第十九条第二項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が二十歳以上であることが判明した場合に準用する。
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少年法
保護観察中の
者に対する措
置

第二十六条の四　更生保護法（平成十九年法律第八十八号）第六十七条第二項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結
果、第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第六十七条第一項の警告を受けたにもかか
わらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、その保護処分によつては本人の改善
及び更生を図ることができないと認めるときは、決定をもつて、第二十四条第一項第二号又は第三号の保護処分をしなければならな
い。
２　家庭裁判所は、前項の規定により二十歳以上の者に対して第二十四条第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、
本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
３　前項に定めるもののほか、第一項の規定による保護処分に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、第二十四条第一項の規定
による保護処分に係る事件の手続の例による。

少年法 公訴の提起

第三十七条　次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一　未成年者喫煙禁止法（明治三十三年法律第三十三号）の罪
二　未成年者飲酒禁止法（大正十一年法律第二十号）の罪
三　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての
第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第
六十四条に関する第百二十条第一号の罪（これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。）
四　児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百四十四条及び第百四十五条の罪
２　前項に掲げる罪とその他の罪が刑法（明治四十年法律第四十五号）第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項
に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

少年法 検察官へ送致
後の取扱い

第四十五条　家庭裁判所が、第二十条の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一　第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日か
ら十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をも
つて、いつでも、これを取り消すことができる。
二　前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
三　第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
四　第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起
算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
五　検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起
しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影
響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当で
ないと思料するときも、同様である。
六　少年又は保護者が選任した弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
七　第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみな
して、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。

少年法 時効の停止
第四十七条　第八条第一項前段の場合においては第二十一条の決定があつてから、第八条第一項後段の場合においては送致を受けてか
ら、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。
２　前項の規定は、第二十一条の決定又は送致の後、本人が満二十歳に達した事件についても、これを適用する。
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少年法 勾留
第四十八条　勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
２　少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
３　本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

少年法 取扱いの分離

第四十九条　少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。
２　少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。
３　刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、少年（刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成十七年法律
第五十号）第二条第四号の受刑者（同条第八号の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。）を除く。）を成人と分離して収容し
なければならない。

少年法 懲役又は禁錮
の執行

第五十六条　懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年（第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。）に対しては、特
に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
２　本人が満二十歳に達した後でも、満二十六歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
３　懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、
十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

人権擁護委員
法

委員の推薦及
び委嘱

第六条　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。
２　前項の法務大臣の委嘱は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県
の区域（北海道にあつては、第十六条第二項ただし書の規定により法務大臣が定める区域とする。以下第五項において同じ。）内の弁
護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
３　市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁
護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直
接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補
者を推薦しなければならない。
４　法務大臣は、市町村長が推薦した候補者が、人権擁護委員として適当でないと認めるときは、市町村長に対し、相当の期間を定め
て、さらに他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
５　前項の場合において、市町村長が、同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、法務大臣は、第二項の規定にかかわらず、第
三項に規定する者の中から、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人
権擁護委員を委嘱することができる。
６　人権擁護委員の推薦及び委嘱に当つては、すべての国民は、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第七条
第一項第四号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
７　法務大臣は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名と職務をその関係住民に周知せしめるよう、適当な措置を
採らなければならない。
８　市町村長は、法務大臣から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。

売春防止法 補導処分
第十七条　第五条の罪を犯した満 二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮（こ）につきそ
の執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
２　補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。
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犯罪者予防更
生法

保護観察の対
象及び期間

第三十三条 　次に掲げる者は、この法律の定めるところにより、保護観察に付する。
一 　少年法第二十四条第一項第一号 の保護処分を受けた者
二 　少年院からの仮退院を許されている者
三 　仮釈放を許されている者
２ 　前項の規定は、保護観察の期間が、言い渡された期間、大赦、特赦若しくは刑の執行の免除の日、減刑により短縮された期間又
は少年法第五十九条第一項 、第二項若しくはこの法律の第四十八条第一項の規定によつて定められた刑の終期の経過後まで及ぶもの
と解してはならない。
３ 　第一項第一号に掲げる者の保護観察の期間は、本人が二十歳に達するまでとする。但し、本人が二十歳に達するまでに二年に満
たない場合には、その者の保護観察の期間は、二年とする。
４ 　前項の保護観察は、その期間中であつても、必要がないと認められるときは、停止し、又は解除することができる。

犯罪者予防更
生法

家庭裁判所へ
の通告等

第四十二条 　保護観察所の長は、少年法第二十四条第一項第一号 の保護処分を受けた者について、新たに同法第三条第一項第三号
に掲げる事由があると認めるときは、本人が二十歳以上である場合においても、家庭裁判所に通告することができる。
２ 　前項の規定により保護観察所の長の通告があつたときは、その通告された者は、少年法第二条第一項 の規定にかかわらず同法
の少年とみなして、同法第二章 の規定を適用する。
３ 　家庭裁判所は、前項の少年に対して少年法第二十四条第一項第一号 又は第三号 の保護処分をするときは、保護処分の決定と同
時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、保護観察の期間又は少年院に収容する期間を定めなければならない。
４ 　前項の規定により保護観察の期間が定められた者については、第三十三条第三項の規定は適用しない。

弁護士法 弁護士の欠格
事由

第七条 　次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 　禁錮以上の刑に処せられた者
二 　弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 　懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて
登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 　成年被後見人又は被保佐人
五 　破産者であつて復権を得ない者

保護司法 欠格条項

第四条　次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
一　成年被後見人又は被保佐人
二　禁錮（こ）以上の刑に処せられた者
三　日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を
結成し、又はこれに加入した者
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会社法 取締役の資格
等

第三百三十一条　次に掲げる者は、取締役となることができない。
一　法人
二　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三　この法律若しくは中間法人法（平成十三年法律第四十九号）の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の
二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しく
は第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法（平成十一
年法律第二百二十五号）第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国
倒産処理手続の承認援助に関する法律（平成十二年法律第百二十九号）第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の
罪、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは
第二百七十三条の罪若しくは破産法（平成十六年法律第七十五号）第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十
二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年
を経過しない者
四　前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮（こ）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受
けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。）
２　株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、
この限りでない。
３　委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
４　取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

会社法

無限責任社員
となることを
許された未成
年者の行為能
力

第五百八十四条　持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみな
す。

戸籍法 分籍 第二十一条　成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。
②　分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。

戸籍法

届出をすべき
者が未成年者
又は成年被後
見人であると
きの届出義務
者

第三十一条　届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成
年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
②　親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一　届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
二　行為能力の制限の原因
三　届出人が親権を行う者又は後見人である旨

戸籍法
未成年者又は
成年被後見人
の届出義務

第三十二条　未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後
見人が、これを届け出なければならない。
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戸籍法 未成年の後見
開始の届出

第八十一条　民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見（以下「未成年者の後見」という。）の開始の届出は、未成年
後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。
②　届書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一　後見開始の原因及び年月日
二　未成年後見人が就職した年月日

戸籍法 未成年後見人
更迭の届出

第八十二条　未成年後見人が更迭した場合には、後任者は、就職の日から十日以内にその旨を届け出なければならない。この場合に
は、前条第二項の規定を準用する。

戸籍法
未成年後見人
の指定又は選
任の届出

第八十三条　遺言による未成年後見人指定の場合には、指定に関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。
②　未成年後見人選任の裁判があつた場合には、裁判の謄本を届書に添付しなければならない。

戸籍法 未成年後見終
了の届出

第八十四条　未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の
後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。

戸籍法
未成年後見監
督人及び保佐
人への準用

第八十五条　未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。

戸籍法
成年となつた
後の復氏の届
出

第九十九条　民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏
を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
②　前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
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後見登記等に
関する法律

後見等の登記
等

第四条　後見、保佐又は補助（以下「後見等」と総称する。）の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク（これに準ずる方法によ
り一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。）をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる
事項を記録することによって行う。
一　後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
二　成年被後見人、被保佐人又は被補助人（以下「成年被後見人等」と総称する。）の氏名、出生の年月日、住所及び本籍（外国人に
あっては、国籍）
三　成年後見人、保佐人又は補助人（以下「成年後見人等」と総称する。）の氏名及び住所（法人にあっては、名称又は商号及び主た
る事務所又は本店）
四　成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人（以下「成年後見監督人等」と総称する。）が選任されたときは、その氏名及び住所
（法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店）
五　保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
六　保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
七　数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたとき
は、その定め
八　後見等が終了したときは、その事由及び年月日
九　家事審判法（昭和二十二年法律第百五十二号）第十五条の三第一項の規定による審判（同条第五項の裁判を含む。以下「保全処
分」という。）に関する事項のうち政令で定めるもの
十　登記番号
２　後見等の開始の審判前の保全処分（政令で定めるものに限る。）の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、政令で
定める事項を記録することによって行う。

後見登記等に
関する法律 変更の登記

第七条　後見登記等ファイルの各記録（以下「登記記録」という。）に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定
める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
一　第四条第一項第二号から第四号までに掲げる者　同項各号に掲げる事項
二　第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる者　同条各号に掲げる事項
２　成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託に
よる登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。

後見登記等に
関する法律 終了の登記

第八条　後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終
了の登記を申請しなければならない。
２　任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第二号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任
意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
３　成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託によ
る登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。
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後見登記等に
関する法律

登記事項証明
書の交付等

第十条　何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項（記録がないときは、その
旨）を証明した書面（以下「登記事項証明書」という。）の交付を請求することができる。
一　自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
二　自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人（退任したこれらの者を含む。）とす
る登記記録
三　自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
四　保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
２　次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することがで
きる。
一　未成年後見人又は未成年後見監督人　その未成年被後見人を成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人とする登記記録又は第四
条第二項に規定する保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
二　成年後見人等又は成年後見監督人等　その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
三　登記された任意後見契約の任意後見受任者　その任意後見契約の本人を成年被後見人等とする登記記録又は第四条第二項に規定す
る保全処分に係る登記記録で政令で定めるもの
３　何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項（記録がないときは、その
旨）を証明した書面（以下「閉鎖登記事項証明書」という。）の交付を請求することができる。
一　自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
二　自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
三　保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるもの
４　相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等若しくは任意後見契約の本人であった閉鎖
登記記録又は第四条第二項に規定する保全処分に係る閉鎖登記記録で政令で定めるものについて、閉鎖登記事項証明書の交付を請求す
ることができる。
５　国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求
することができる。

国籍法 準正による国
籍の取得

第三条　父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの（日本国民であつた者を除く。）は、認知を
した父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国
民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
２　前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

国籍法 普通帰化の条
件

第五条　法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一　引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二　二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三　素行が善良であること。
四　自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五　国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこ
れを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
２　法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき
特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
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国籍法 簡易帰化の条
件

第八条　次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えない
ときでも、帰化を許可することができる。
一　日本国民の子（養子を除く。）で日本に住所を有するもの
二　日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三　日本の国籍を失つた者（日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。）で日本に住所を有するもの
四　日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

国籍法 国籍の選択

第十四条　外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳
に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
２　日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国
の国籍を放棄する旨の宣言（以下「選択の宣言」という。）をすることによつてする。

国籍法 国籍の再取得

第十七条　第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ること
によつて、日本の国籍を取得することができる。
２　第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を
備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することがで
きる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間
は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
３　前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

裁判外紛争解
決手続の利用
の促進に関す
る法律

欠格事由

第七条　前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。
　一　〔省略〕
　二　民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
　三～十二　〔省略〕

司法書士法 欠格事由

第五条　次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三　破産者で復権を得ないもの
四　公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五　第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六　懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これ
らの処分の日から三年を経過しない者

商法 未成年者登記 第五条　未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

商法施行法 未成年者等の
登記 第四条　商法施行前ヨリ商業ヲ営ム未成年者、妻及ヒ後見人ハ商法ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
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商法施行法
無限責任社員
たる未成年者
又は妻

第五条　商法施行前ニ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ許サレタル未成年者又ハ妻ハ商法施行ノ日ヨリ其会社ノ業務ニ関シ之ヲ能力者
ト看做ス

信託法 受託者の資格 第七条　信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者としてすることができない。

信託法

前受託者の相
続人等の通知
及び保管の義
務等

第六十条　第五十六条第一項第一号又は第二号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、前受託者の相続人（法定代
理人が現に存する場合にあっては、その法定代理人）又は成年後見人若しくは保佐人（以下この節において「前受託者の相続人等」と
総称する。）がその事実を知っているときは、前受託者の相続人等は、知れている受益者に対し、これを通知しなければならない。た
だし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
２　第五十六条第一項第一号又は第二号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、前受託者の相続人等は、新受託者等又
は信託財産法人管理人が信託事務の処理をすることができるに至るまで、信託財産に属する財産の保管をし、かつ、信託事務の引継ぎ
に必要な行為をしなければならない。
３　前項の場合において、前受託者の相続人等が信託財産に属する財産の処分をしようとするときは、受益者は、これらの者に対し、
当該財産の処分をやめることを請求することができる。ただし、新受託者等又は信託財産法人管理人が信託事務の処理をすることがで
きるに至った後は、この限りでない。
４　第五十六条第一項第三号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、破産管財人は、新受託者等が信託事務を処理する
ことができるに至るまで、信託財産に属する財産の保管をし、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければならない。
５　前項の場合において、破産管財人が信託財産に属する財産の処分をしようとするときは、受益者は、破産管財人に対し、当該財産
の処分をやめることを請求することができる。ただし、新受託者等が信託事務の処理をすることができるに至った後は、この限りでな
い。
６　前受託者の相続人等又は破産管財人は、新受託者等又は信託財産法人管理人に対し、第一項、第二項又は第四項の規定による行為
をするために支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
７　第四十九条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により前受託者の相続人等又は破産管財人が有する権利について準用する。

信託法 信託管理人の
資格

第百二十四条　次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
一　未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
二　当該信託の受託者である者

人事訴訟法 成年後見人の
訴訟上の地位

第十四条　人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴
え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
２　前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。

人事訴訟法 婚姻関係訴訟
の特例

第三十一条　家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る
訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。
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人事訴訟法 事実調査部分
の閲覧等

第三十五条　訴訟記録中事実の調査に係る部分（以下この条において「事実調査部分」という。）についての民事訴訟法第九十一条第
一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下この条において「閲
覧等」という。）の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。
２　裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。た
だし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、
その閲覧等を許可することができる。
一　当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
二　当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
三　当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、
又はその者の名誉を著しく害するおそれ
３　裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、
その閲覧等を許可することができる。
４　第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
５　前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、
原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
６　前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
７　第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

性同一性障害
者の性別の取
扱いの特例に
関する法律

性別の取扱い
の変更の審判

第三条　家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの
変更の審判をすることができる。
一　二十歳以上であること。
二　現に婚姻をしていないこと。
三　現に子がいないこと。
四　生殖腺（せん）がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五　その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
２　前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める
事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

土地家屋調査
士法 欠格事由

第五条　次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一　禁錮（こ）以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三　破産者で復権を得ないもの
四　公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五　第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六　測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経
過しない者
七　建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
八　司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過し
ない者
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任意後見契約
に関する法律

任意後見監督
人の選任

第四条　任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場
合は、この限りでない。
一　本人が未成年者であるとき。
二　本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利
益のため特に必要であると認めるとき。
三　任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ　民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百四十七条各号（第四号を除く。）に掲げる者
ロ　本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ　不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
２　前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判
所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判（以下「後見開始の審判等」と総称する。）を取り消さなければならな
い。
３　第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただ
し、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
４　任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督
人を選任する。
５　任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又
は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。

民事訴訟法
未成年者及び
成年被後見人
の訴訟能力

第三十一条　未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立し
て法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

民事訴訟法 特別代理人

第三十五条　法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴
訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立
てることができる。
２　裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
３　特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

民法 成年 第四条　年齢二十歳をもって、成年とする。

民法 未成年者の法
律行為

第五条　未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法
律行為については、この限りでない。
２　前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
３　第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分
することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

民法 未成年者の営
業の許可

第六条　一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
２　前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編（親族）の規定
に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
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民法
制限行為能力
者の相手方の
催告権

第二十条　制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。）の
相手方は、その制限行為能力者が行為能力者（行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）となった後、その者に対し、一箇月
以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。こ
の場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
２　制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限
内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とす
る。
３　特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したも
のとみなす。
４　制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は
補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た
旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

民法 意思表示の受
領能力

第九十八条の二　意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってそ
の相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

民法
未成年者又は
成年被後見人
と時効の停止

第百五十八条　時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成
年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に
対して、時効は、完成しない。
２　未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後
見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成
しない。

民法 責任能力 第七百十二条　未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき
は、その行為について賠償の責任を負わない。

民法 婚姻適齢 第七百三十一条　男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

民法
未成年者の婚
姻についての
父母の同意

第七百三十七条　未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
２　父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示
することができないときも、同様とする。

民法 婚姻の届出
第七百三十九条　婚姻は、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ず
る。
２　前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

民法 婚姻による成
年擬制 第七百五十三条　未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

民法 認知能力 第七百八十条　認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
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民法 成年の子の認
知 第七百八十二条　成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

民法 胎児又は死亡
した子の認知

第七百八十三条　父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
２　父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年
者であるときは、その承諾を得なければならない。

民法 子の氏の変更

第七百九十一条　子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ること
によって、その父又は母の氏を称することができる。
２　父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法
の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
３　子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
４　前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによっ
て、従前の氏に復することができる。

民法 養親となる者
の年齢 第七百九十二条　成年に達した者は、養子をすることができる。

民法
後見人が被後
見人を養子と
する縁組

第七百九十四条　後見人が被後見人（未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。）を養子とするには、家庭裁判所の許可を
得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

民法

配偶者のある
者が未成年者
を養子とする
縁組

第七百九十五条　配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子
を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

民法 未成年者を養
子とする縁組

第七百九十八条　未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子と
する場合は、この限りでない。

民法 婚姻の規定の
準用 第七百九十九条　第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

民法

養親が未成年
者である場合
の縁組の取消
し

第八百四条　第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができ
る。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
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民法

後見人と被後
見人との間の
無許可縁組の
取消し

第八百六条　第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができ
る。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
２　前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
３　養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成
年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

民法

養子が未成年
者である場合
の無許可縁組
の取消し

第八百七条　第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消
しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでな
い。

民法 協議上の離縁
等

第八百十一条　縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
２　養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
３　前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定め
なければならない。
４　前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によっ
て、協議に代わる審判をすることができる。
５　第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後に
その未成年後見人となるべき者を選任する。
６　縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができ
る。

民法
夫婦である養
親と未成年者
との離縁

第八百十一条の二　養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方
がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

民法 婚姻の規定の
準用

第八百十二条　第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、
同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

民法 養親となる者
の年齢

第八百十七条の四　二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない
場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

民法 親権者
第八百十八条　成年に達しない子は、父母の親権に服する。
２　子が養子であるときは、養親の親権に服する。
３　親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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民法
離婚又は認知
の場合の親権
者

第八百十九条　父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
２　裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
３　子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることがで
きる。
４　父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
５　第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によっ
て、協議に代わる審判をすることができる。
６　子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができ
る。

民法 監護及び教育
の権利義務 第八百二十条　親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

民法 居所の指定 第八百二十一条　子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

民法 懲戒

第八百二十二条　親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることが
できる。
２　子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、
いつでも短縮することができる。

民法 職業の許可 第八百二十三条　子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
２　親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

民法 財産の管理及
び代表

第八百二十四条　親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子
の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

民法

父母の一方が
共同の名義で
した行為の効
力

第八百二十五条　父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれを
することに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相
手方が悪意であったときは、この限りでない。

民法 利益相反行為

第八百二十六条　親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選
任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
２　親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者
は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

民法
財産の管理に
おける注意義
務

第八百二十七条　親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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民法 財産の管理の
計算

第八百二十八条　子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養
育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

民法 前条ただし書
の特則

第八百二十九条　前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これ
を適用しない。

民法
第三者が無償
で子に与えた
財産の管理

第八百三十条　無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父
又は母の管理に属しないものとする。
２　前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その
親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
３　第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が
更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
４　第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。

民法 委任の規定の
準用

第八百三十一条　第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用
する。

民法

財産の管理に
ついて生じた
親子間の債権
の消滅時効

第八百三十二条　親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使
しないときは、時効によって消滅する。
２　子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、
又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

民法 子に代わる親
権の行使 第八百三十三条　親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

民法 後見開始
第八百三十八条　後見は、次に掲げる場合に開始する。
一　未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二　後見開始の審判があったとき。

民法 未成年後見人
の指定

第八百三十九条　未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しな
い者は、この限りでない。
２　親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

民法 未成年後見人
の選任

第八百四十条　前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害
関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

民法
父母による未
成年後見人の
選任の請求

第八百四十一条　父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたとき
は、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

民法 未成年後見人
の数 第八百四十二条　未成年後見人は、一人でなければならない。
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民法 後見人の欠格
事由

第八百四十七条　次に掲げる者は、後見人となることができない。
一　未成年者
二　家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三　破産者
四　被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五　行方の知れない者

民法 未成年後見監
督人の指定 第八百四十八条　未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

民法 未成年後見監
督人の選任

第八百四十九条　前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年
被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の
欠けた場合も、同様とする。

民法 後見監督人の
欠格事由 第八百五十条　後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

民法 後見監督人の
職務

第八百五十一条　後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一　後見人の事務を監督すること。
二　後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三　急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四　後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

民法
委任及び後見
人の規定の準
用

第八百五十二条　第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第
八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について
準用する。

民法 財産の調査及
び目録の作成

第八百五十三条　後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しな
ければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
２　財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

民法 財産の目録の
作成前の権限

第八百五十四条　後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもっ
て善意の第三者に対抗することができない。

民法

後見人の被後
見人に対する
債権又は債務
の申出義務

第八百五十五条　後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着
手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
２　後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
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民法

被後見人が包
括財産を取得
した場合につ
いての準用

第八百五十六条　前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

民法

未成年被後見
人の身上の監
護に関する権
利義務

第八百五十七条　未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を
有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取
り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

民法 財産の管理及
び代表

第八百五十九条　後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
２　第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

民法 利益相反行為 第八百六十条　第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

民法
支出金額の予
定及び後見の
事務の費用

第八百六十一条　後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金
額を予定しなければならない。
２　後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

民法 後見人の報酬 第八百六十二条　家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に
与えることができる。

民法 後見の事務の
監督

第八百六十三条　後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後
見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
２　家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その
他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

民法
後見監督人の
同意を要する
行為

第八百六十四条　後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをす
ることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収について
は、この限りでない。

民法 前条制限違反
行為の取消し

第八百六十五条　後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場
合においては、第二十条の規定を準用する。
２　前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

民法
被後見人の財
産等の譲受け
の取消し

第八百六十六条　後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すこと
ができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
２　前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

民法
未成年被後見
人に代わる親
権の行使

第八百六十七条　未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
２　第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
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民法

財産に関する
権限のみを有
する未成年後
見人

第八百六十八条　親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

民法 委任及び親権
の規定の準用 第八百六十九条　第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

民法 後見の計算 第八百七十条　後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算（以下「後見の計算」とい
う。）をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

民法
後見監督人に
よる管理計算
の立会い

第八百七十一条　後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

民法

未成年被後見
人と未成年後
見人等との間
の契約等の取
消し

第八百七十二条　未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約
は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
２　第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

民法
相続の承認又
は放棄をすべ
き期間

第九百十五条　相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承
認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することが
できる。
２　相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法
相続の承認又
は放棄をすべ
き期間

第九百十七条　相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年
被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

民法 証人及び立会
人の欠格事由

第九百七十四条　次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一　未成年者
二　推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三　公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

民法 遺言執行者の
欠格事由 第千九条　未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
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民法施行法

民法施行前か
らの未成年者
の後見人の民
法施行後の任
務

第七十四条　民法第九百条第一号ノ場合ニ於テ民法施行ノ際未成年者ノ後見人タル者アルトキハ其後見人ハ民法施行ノ日ヨリ民法ノ規
定ニ従ヒテ其任務ヲ行フ

民法施行法

民法施行の際
後見人を有し
ない未成年者
の後見人の決
定

第七十五条　民法第九百条第一号ノ場合ニ於テ民法施行ノ際未成年者カ後見人ヲ有セサルトキハ民法ニ定メタル者其後見人ト為ル

民法施行法

民法施行前に
選任した後見
人の任務の終
了

第七十七条　民法施行前ニ未成年又ハ民法第七条若クハ第十一条ニ掲ケタル原因ニ非サル事由ノ為メニ選任シタル後見人ノ任務ハ民法
施行ノ日ヨリ終了ス
②未成年者ノ後見人又ハ民法第七条若クハ第十一条ニ掲ケタル原因ノ為メニ選任シタル後見人カ民法第九百八条ニ該当スルトキ亦同シ

裁判員の参加
する刑事裁判
に関する法律

裁判員の選任
資格 第十三条　裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。

検察審査会法 組織 第四条　検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員を
以てこれを組織する。

児童買春、児
童ポルノに係
る行為等の処
罰及び児童の
保護等に関す
る法律

定義

第二条　この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
２　この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、
性交等（性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等（性器、肛門又は乳首をいう。以下同
じ。）を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。）をすることをいう。
一　児童
二　児童に対する性交等の周旋をした者
三　児童の保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）又は児童をその支配下
に置いている者
３　この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に係る記録媒体その他の物
であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一　児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二　他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三　衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

（　参　考　）
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法律 項目 根拠条文

児童虐待の防
止等に関する
法律

児童虐待の定
義

第二条　この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをい
う。以下同じ）がその監護する児童（満十八歳に満たないものいう。以下同じ）について行う次に掲げる行為をいう。
一　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と
同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしてい
ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこ
れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

【法務省　厚生労働省】
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法律 項目 根拠条文

旅券法 一般旅券の発
行

第五条　外務大臣又は領事官は、第三条〔一般旅券の発給の申請〕の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域以外の
すべての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各
号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
二　二十歳未満の者である場合

【外務省】
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法律 項目 根拠条文

国税徴収法 捜索の立会人

第百四十四条
徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当の
わきまえのあるものを立ち会わせなければならない。この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会に応じないときは、
成年に達した者二人以上又は市町村長の補助機関である職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。

国税犯則取締
法 ―

第六条
　収税官吏捜索ヲ為ストキハ捜索スヘキ家宅、倉庫、船車其ノ他ノ場所ノ所有主、借主、管理者、事務員又ハ同居ノ親族、雇人、鄰佑
ニシテ成年ニ達シタル者ヲシテ立会ハシムヘシ
○２前項ニ掲クル者其ノ地ニ在ラサルトキ又ハ立会ヲ拒ミタルトキハ其ノ地ノ警察官又ハ市町村長ノ補助機関タル職員ヲシテ立会ハシ
ムヘシ
○３女子ノ身体ノ捜索ニ付テハ成年ノ女子ヲシテ立会ハシムベシ但シ急速ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

【財務省】
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国家公務員共
済組合法

退職共済年金
の額（加給年
金額加算）

第七十八条 　退職共済年金（その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。）の額は、当該退職共済年
金の受給権者がその権利を取得した当時（退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合
員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十
年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。）その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子（十八
歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第八十一条第二項に規定する障害等級（以下この条におい
て「障害等級」という。）の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。）があるときは、前条の規定にかかわらず、同
条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
２ 　前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条 に規定する改定率
（以下「改定率」という。）であつて同法第二十七条の三 及び第二十七条の五 の規定の適用がないものとして改定したもの（以下
「賃金変動等改定率」という。）を乗じて得た金額（その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未
満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。）とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に賃金
変動等改定率を乗じて得た金額（そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額と
し、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上
げるものとする。）とする。
３ 　退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子
は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を
改定する。
４ 　第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該
当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年
金の額を改定する。
一 　死亡したとき。
二 　退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
三 　配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 　配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 　子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 　養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 　子が、婚姻をしたとき。
八 　子（障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。）について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一
日が終了したとき。
九 　障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除
く。）について、その事情がなくなつたとき。
十 　障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が、二十歳に達したとき。
５ 　第一項、第三項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、
政令で定める。
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国家公務員等
共済組合法等
の一部を改正

する法律

退職共済年金
の額の経過的

加算

附　則（昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号）
第十六条 　退職共済年金（大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する
政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの（以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」とい
う。）に係るもの及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く。）の額の算定については、当分の間、第一号に掲げ
る金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの
規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した
金額とする。
一 　千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率（以下「改定率」という。）を乗じて得た金額（その金額に五十銭
未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）に組合
員期間の月数（当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月）を乗じて得た金額
二 　新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金
額
イ　組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの（二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属
する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。）の月数
ロ　附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
２ 　附則別表第二の第一欄に掲げる者（施行日に六十歳以上である者等を除く。）に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四
の二第二項第一号（共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並
びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。）の規定の適用については、これらの規定中「とす
る。）」とあるのは、「とする。）に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
３ 　前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附
則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じ
て得た金額（その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これ
を一円に切り上げるものとする。）が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額（その金額に五十銭未満の端数があるときは、これ
を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）から千六百二十八円に改定率を乗
じて得た金額（その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一
円に切り上げるものとする。）までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
４ 　施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第七十七条
第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、
三千五十三円に改定率を乗じて得た金額（その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の
端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）に組合員期間の月数（当該月数が四百二十月を超えるときは、四百
二十月）を乗じて得た金額を加算した金額とする。
５ 　施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるも
のとされた共済法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千
五十三円」とする。
６ 　特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組
合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。
７ 　退職共済年金の支給を受ける者が施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに施行法第七条第一項第五号及び第六号の期
間（以下「控除期間等の期間」という。）を有する更新組合員等（施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準
ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。）である場合における施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二
号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年
法律第百五号）附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。
８ 　第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、共済法第七十八条の二第四項中「金額に」とあるの
は、「金額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第十六条第一項の規定により加算
されることとなる金額を加算した金額に」とする。
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税理士法 欠格条項

第四条
　次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
一　未成年者
二　成年被後見人又は被保佐人
三　破産者で復権を得ないもの
四　国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
五　国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法（明治三十三年法律
第六十七号）（地方税法において準用する場合を含む。）若しくは関税法（昭和二十九年法律第六十一号）（とん税法（昭和三十二年
法律第三十七号）及び特別とん税法（昭和三十二年法律第三十八号）において準用する場合を含む。）の規定により通告処分（科料に
相当する金額に係る通告処分を除く。）を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又
はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
六　国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
七　懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
八　国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）又は地方公務員法（昭和二十五年法
律第二百六十一号）の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
九　弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法（昭和六十一年法律第
六十六号）、公認会計士法、弁理士法（平成十二年法律第四十九号）、司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）、行政書士法
（昭和二十六年法律第四号）、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）又は不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年
法律第百五十二号）の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書
士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経
過しないもの（これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。）
十　税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録
を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

相続税法 未成年者控除

第十九条の三
　相続又は遺贈により財産を取得した者（第一条の三第三号の規定に該当する者を除く。）が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法
第五編第二章（相続人）の規定による相続人（相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人）に
該当し、かつ、二十歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万
円にその者が二十歳に達するまでの年数（当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とす
る。）を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
２　前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額
を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人
から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額
をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
３　第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合に
おいては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一
項の規定による控除を受けることができる金額（二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産
を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額）に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内
に限る。
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相続税法 相続時精算課
税の選択

第二十一条の九
　贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人（その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日におい
て二十歳以上であるものに限る。）であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である場合には、その贈与によ
り財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
２　前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者
からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載し
た届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
３　前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定
により、贈与税額を計算する。
４　その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十五歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途に
おいてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき（配偶者となつたときを除く。）には、推定相
続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
５　第二項の届出書を提出した者（以下「相続時精算課税適用者」という。）が、その届出書に係る第一項の贈与をした者（以下「特
定贈与者」という。）の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項
の規定の適用があるものとする。
６　相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。
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租税特別措置
法

特定の贈与者
から住宅取得
等資金の贈与
を受けた場合
の相続時精算
課税の特例

第七十条の三
　平成十五年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得
をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、
当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けてい
る場合は、この限りでない。
一　特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若し
くは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若し
くは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築（新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。）をした場
合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定
受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実で
あると見込まれるとき。
二　特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得
又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存
住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後
遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三　特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住
の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若
しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等（増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定める
ものを含む。）をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当
該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
２　前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条
第五項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第
五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
３　この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一　特定受贈者　次に掲げる要件を満たすものをいう。
　　イ　相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
　　ロ　住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
　　ハ　住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
二　住宅用家屋　住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三　既存住宅用家屋　建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。

64 / 190 ページ



四　増改築等　特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事（当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効
用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。）で次に掲げる要件を満たすものをいう。
　　イ　当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
　　ロ　当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
　　ハ　その他政令で定める要件
五　住宅取得等資金　次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等（特定受贈者の配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定
める者から当該新築、取得又は増改築等をする場合を除く。）の対価に充てるための金銭をいう。
　　イ　特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得（これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにする
その敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。）
　　ロ　特定受贈者による既存住宅用家屋の取得（当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する
権利の取得を含む。）
　　ハ　特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等（当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土
地又は土地の上に存する権利の取得を含む。）
４　住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後にお
いて、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該
届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一
項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書（国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
以下この条において同じ。）を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
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一　当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住
宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること
が確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、こ
れらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二　当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する
年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相
続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者
の居住の用に供していなかつたとき。
三　当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をし
た日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項におい
て準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該
特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
５　前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、
当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
６　第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定める
ところによる。
一　当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二　当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規
定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期
限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定
による申告書」とする。
三　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四　相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条
第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項（特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の相続時精算課税の特例）に規定する修正申告書の提出期限」とする。
７　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受け
ようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
８　第四項又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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租税特別措置
法

特定の贈与者
から特定同族
株式等の贈与
を受けた場合
の相続時精算
課税の特例

第七十条の三の三
　特定受贈者が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十歳以上六十五歳未満の者
からの贈与により特定同族株式等の取得（その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以
上となる場合の当該取得に限る。）をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他
の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書（確認日において、特定受贈者が第三
項第一号ロ（１）から（３）までの要件のすべてを満たし、かつ、当該特定同族株式等に係る特定同族法人が同項第三号（ハを除
く。）に掲げる要件のすべてを満たしていることについて当該特定同族法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
が、確認をし、当該確認をしたことを財務省令で定めるところにより証する書類をいう。以下この条及び次条において同じ。）を納税
地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準
用する。ただし、当該特定受贈者が、当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三第一
項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
２　前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取
得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、特定受贈者に対し特定同族株式等の贈与をした者については同条第三項の規定
の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
３　この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一　特定受贈者　次に掲げる要件を満たすものをいう。
　　イ　その者が相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
　　ロ　その者が特定同族株式等の贈与をした者（選択年（その者が贈与により取得した特定同族株式等について第一項又は次条第一
項の規定の適用を受ける年をいう。以下この条及び次条において同じ。）中における当該特定同族株式等の最初の贈与の直前に、次に
掲げる要件のすべてを満たす者に限る。第四号において同じ。）の直系卑属である推定相続人であること。
　（１）　当該特定同族法人の代表者であること。
　（２）　当該特定同族法人の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有すること。
　（３）　当該特定同族法人の総株主又は総出資者の議決権（株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。）の百分の五十を超える議決権を有すること。
　　ハ　その者が特定同族株式等の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
二　特定同族株式等　次に掲げる株式又は出資をいう。
　　イ　議決権の制限がないこと、当該株式に係る法人の株式のすべてが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品
取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
　　ロ　議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たす合名会社の出資その他の出資であつて政令で定めるもの
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三　特定同族法人　特定同族株式等に係る法人で、当該法人に係る特定同族株式等の当該贈与の時（ハにあつては、当該贈与の直前を
含む。）において、次に掲げる要件を満たすものをいう。
　　イ　当該法人の代表者が二人以上いないこと。
　　ロ　当該法人が清算中の法人でないこと。
　　ハ　当該法人の発行済株式の総数に相当する金額又は出資の総額として財務省令で定める金額が二十億円未満であること。
　　ニ　当該法人が会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社である場合にあつては、ある種類の株式の内容として同法第百
八条第一項第八号に掲げる事項についての定款の定めを設けていないこと。
四　確認日　選択年の翌年三月十五日から四年を経過する日（特定受贈者又は当該特定受贈者に特定同族株式等の贈与をした者が選択
年の翌年一月一日から当該経過する日までの間に死亡した場合には当該死亡の日とし、当該特定同族法人が解散した場合その他の政令
で定める場合には政令で定める日とする。）をいう。
４　第一項の規定は、特定受贈者が贈与により取得した特定同族株式等について既に同項の規定の適用を受けている場合には、当該特
定同族株式等の贈与及び当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与については、適用しない。
５　特定同族株式等について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日の前日（以下第七項まで
において「提出期限」という。）までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出しないときその他の政令で定める事由に該当するとき
は、第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつた
ものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該提出期限までに同条第一項の規定の適用を受けたものに係る各年分の贈与
税についての修正申告書（国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。）を提出し、かつ、当
該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
６　前項の場合において、同項の特定受贈者に当該特定同族株式等の贈与をした者（以下この項及び次項において「特定贈与者」とい
う。）からの贈与により取得をした財産（当該特定贈与者が当該財産の贈与をした年の一月一日において六十五歳以上である場合にお
ける当該特定贈与者からの贈与により取得をした当該財産に限る。以下この項において「特定財産」という。）があるときは、当該特
定受贈者は、当該特定財産に係る相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して
提出することができる。
この場合において、当該届出書は、当該特定財産の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたものとみなす。
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７　第五項の場合において、選択年の翌年一月一日以後に特定贈与者からの贈与により取得をした第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得
等資金（当該特定贈与者が当該住宅取得等資金の贈与をした年の一月一日において六十五歳未満である場合における当該特定贈与者からの前条
第一項の規定の適用を受ける贈与により取得をした当該住宅取得等資金に限る。）があるときは、当該特定受贈者は、当該住宅取得等資金に係る
第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して提出す
ることができる。この場合において、当該届出書は当該住宅取得等資金の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたも
のと、当該特定受贈者は第七十条の三第一項の規定の適用を受ける同条第三項第一号に規定する特定受贈者とみなす。
８　第五項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正
申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
９　第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによ
る。
一　当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第
十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二　当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申
告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の三第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条
第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正（選択年の翌年一月一日以後に贈与により取
得した財産に係る各年分の贈与税について同法第十八条第二項に規定する期限後申告書の提出又は同法第二十五条に規定する決定があつたときにお
ける当該各年分に係る贈与税についての当該修正申告書及び更正を除く。）には、適用しない。
四　相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中
「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の三第五項（特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の
相続時精算課税の特例）に規定する修正申告書の提出期限」とする。
１０　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようと
する旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
１１　第五項から第七項まで又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

たばこ事業法
製造たばこの
特定販売業の
登録

第十一条 　自ら輸入（関税法 （昭和二十九年法律第六十一号）第二条第一項第一号 に規定する輸入をいう。以下同じ。）をした製
造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。
２ 　前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなけ
ればならない。
一 　商号、名称又は氏名及び住所
二 　法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三 　未成年者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。）又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人
である場合においては、その法定代理人（自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条
までにおいて同じ。）の氏名、商号又は名称及び住所
三の二 　前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四 　営業所の所在地
五 　その他財務省令で定める事項
３ 　前項の申請書には、第十三条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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たばこ事業法 登録の拒否

第十三条 　財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなけ
ればならない。
一 　この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を
経過しない者
二 　第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 　破産者で復権を得ないもの
四 　法人であつて、その代表者のうちに前三号の一に該当する者があるもの
五 　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

たばこ事業法 登録の取消し
等

第十七条 　財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定め
てその営業の停止を命ずることができる。
一 　第十三条第一号又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき。
二 　第十四条第三項又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 　この条又は第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
四 　第三十三条第一項又は第三十九条第一項の規定に違反して製造たばこを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したと
き。
五 　正当な理由がないのに、二年以内にその営業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその営業を休止したとき。
六 　不正の手段により第十一条第一項の登録を受けたとき。
七 　法人であつて、その代表者のうちに第一号に該当する者があるとき。
八 　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。

たばこ事業法
製造たばこの
小売販売業の
許可

第二十二条 　製造たばこの小売販売（消費者に対する販売をいう。以下同じ。）を業として行おうとする者は、当分の間、その製造
たばこに係る営業所（以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という。）ごとに財務大臣の許可を受けなければならな
い。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
２ 　前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなけ
ればならない。
一 　商号、名称又は氏名及び住所
二 　法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三 　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（製造たばこの小売販売に係る
営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。）の氏名、商号又は名称及び住所
三の二 　前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四 　営業所の所在地
３ 　前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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たばこ事業法 許可の基準

第二十三条 　財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないこ
とができる。
一 　申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算し
て二年を経過しない者であるとき。
二 　申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であると
き。
三 　営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
四 　製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。
五 　申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であ
るとき。
六 　申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者が
あるとき。
七 　申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する
者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定す
る者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。

たばこ事業法 許可の取消し
等

第三十一条 　財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以
内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
一 　第二十三条第一号に掲げる者に該当することとなつたとき。
二 　第二十四条第一項（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による条件に違反したとき。
三 　第二十五条第一項、第二十六条第一項、第三十六条又は第三十九条第二項の規定に違反したとき。
四 　第二十七条第三項（第二十八条において準用する場合を含む。）、第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽
の届出をしたとき。
五 　この条の規定による命令に違反したとき。
六 　破産者となつたとき。
七 　正当な理由がないのに、一月以内にその営業を開始せず、又は一月を超えて引き続きその営業を休止したとき。
八 　不正の手段により第二十二条第一項の許可を受けたとき。
九 　未成年者喫煙禁止法 （明治三十三年法律第三十三号）第五条 の規定に違反して処罰されたとき。
十 　法人であつて、その代表者のうちに第一号、第六号又は前号に該当する者があるとき。
十一 　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又は前号に該当
する者であるとき。

たばこ事業法 広告に関する
勧告等

第四十条 　製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その
広告が過度にわたることがないように努めなければならない。
２ 　財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴いて、製造
たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。
３ 　財務大臣は、前項の規定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を行つた者に対し、必要な勧告をすることができ
る。
４ 　財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、製造たばこの広告を行つた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わ
なかつたときは、その旨を公表することができる。
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塩事業法 塩製造業の登
録

第五条　塩の製造を業として行おうとする者（用途若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの（以下「特殊用塩」とい
う。）又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの（特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。）のみの製造を業と
して行おうとする者を除く。）は、財務大臣の登録を受けなければならない。
２　前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一　商号、名称又は氏名及び住所
二　法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三　未成年者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。）又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人で
ある場合においては、その法定代理人（塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。）の氏名、
商号又は名称及び住所
三の二　前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四　主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地
五　製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力及び設備の構造
六　事業開始の予定年月日
七　その他財務省令で定める事項
３　前項の申請書には、第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければ
ならない。

塩事業法 登録の拒否

第七条　財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければな
らない。
一　この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年
を経過しない者
二　第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三　破産者で復権を得ないもの
四　法人であって、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
五　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
２　財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

塩事業法 塩特定販売業
の登録

第十六条　塩の特定販売を業として行おうとする者（特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。）は、財務
大臣の登録を受けなければならない。
２　前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一　商号、名称又は氏名及び住所
二　法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（塩の特定販売に係る営業に関し
代理権を有する者に限る。）の氏名、商号又は名称及び住所
三の二　前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四　主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地
五　事業開始の予定年月日
六　その他財務省令で定める事項
３　前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める
書類を添付しなければならない。
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塩事業法 塩卸売業の登
録

第十九条　塩の卸売を業として行おうとする者（特殊用塩又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。）
は、財務大臣の登録を受けなければならない。
２　前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一　商号、名称又は氏名及び住所
二　法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（塩の卸売に係る営業に関し代理
権を有する者に限る。）の氏名、商号又は名称及び住所
三の二　前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四　主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地
五　事業開始の予定年月日
六　その他財務省令で定める事項
３　前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める
書類を添付しなければならない。

関税法 責任者等の立
会

第百二十九条
　税関職員は、船舶、航空機、車両又は倉庫その他の場所で臨検、捜索又は差押をするときは、その所有者若しくは管理者（これらの
者の代表者、代理人その他これらの者に代るべき者を含む。）又は成年に達したこれらの者の使用人若しくは同居の親族を立ち会わせ
なければならない。
２　前項の場合において同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若し
くは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
３　第百二十三条（現行犯事件の臨検、捜索又は差押）の規定により臨検、捜索又は差押をする場合において、急速を要するときは、
前二項の規定によることを要しない。
４　女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
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通関業法 欠格事由

第六条
　税関長は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
一　成年被後見人又は被保佐人
二　破産者であつて復権を得ないもの
三　禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
四　次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法（他
の関税に関する法律において準用する場合を含む。）若しくは国税犯則取締法（明治三十三年法律第六十七号）（地方税法（昭和二十
五年法律第二百二十六号）において準用する場合を含む。）の規定により通告処分（科料に相当する金額に係る通告処分を除く。）を
受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三
年を経過しないもの
　　イ　関税法第百八条の四から第百十二条まで（他の関税に関する法律において準用する場合を含む。）の規定
　　ロ　イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若し
くはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
五　この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
つた日から三年を経過しないもの
六　第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により
通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの
七　公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの
八　法人であつて、その役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。）の
うちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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法律 項目 根拠条文

技術士法 欠格条項 第三条 　次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
一 　成年被後見人又は被保佐人

宗教法人法 役員の欠格

第二十二条 　次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができな
い。
一 　未成年者
二 　成年被後見人又は被保佐人

著作権等管理
事業法 登録の拒否

第六条 　文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記
載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
五 　役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ　成年被後見人又は被保佐人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

指定の欠格条
項

第五条 　次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。
三 　成年被後見人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

許可の欠格条
項

第十五条 　次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。
三 　成年被後見人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

許可の欠格条項第二十五条 　次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。
三 　成年被後見人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

許可の欠格条項第四十三条の六 　次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。
三 　成年被後見人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

指定の欠格条項第四十四条の三 　次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。
三 　成年被後見人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

許可の欠格条項第五十一条の四 　次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。
三 　成年被後見人

【文部科学省】
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核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

許可の欠格条
項

第五十四条 　次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。
三 　成年被後見人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

許可の欠格条項第六十一条の四 　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。
三 　成年被後見人

核原料物質、
核燃料物質及
び原子炉の規
制に関する法
律

経過措置

附　則　（平成一〇年五月二〇日法律第六二号）
第三条 　附則第一条第一号に定める日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法
律第八十号）の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二第一項」とあるのは、「第六十七条の三
第一項」とする。
２ 　附則第一条第一号に定める日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第百五
十一号）の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、新法第四十三条の六第三号中「成年被後見人」とあるの
は、「禁治産者」とする。

学校教育法 校長、教員の
欠格

第九条 　次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 　成年被後見人又は被保佐人

学校教育法 義務教育 第十六条 　保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）をいう。以下同じ。）は、次条に定める
ところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

義務教育諸学
校の教科用図
書の無償措置
に関する法律

発行者の指定

第十八条 　文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書（学校教育法 附則第九条 に規定する教科用図書を除く。
以下この章において同じ。）の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行
者として指定する。
一 　次のいずれかに掲げる者でないものであること。
ホ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当す
るもの

教育職員免許
法 授与

第五条 　普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養
護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただ
し、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
三 　成年被後見人又は被保佐人

地方教育行政
の組織及び運
営に関する法
律

任命

第四条 　委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化（以下単に「教育」とい
う。）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
４ 　地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように
配慮するとともに、委員のうちに保護者（親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項において同じ。）である者が
含まれるように努めなければならない。
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特別支援学校
の幼稚部及び
高等部におけ
る学校給食に
関する法律

経費の負担

第五条 　学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支
援学校の設置者の負担とする。
２ 　前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等（幼児又は未成年の生徒につい
ては学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第十六条 に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経
費を負担する者をいう。）の負担とする。

特別支援学校
への就学奨励
に関する法律

国及び都道府
県の行う就学
奨励

第二条 　都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の
私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等（児童又は未成年の生徒については学校教育法 （昭和二十二年法律第二
十六号）第十六条 に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。）の
経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、小学部又は中学部の児童又
は生徒に係るものにあつては第二号から第六号までに掲げるものについて、高等部（専攻科を除く。）の生徒に係るものにあつては第
一号から第五号までに掲げるもの（付添人の付添に要する交通費を除く。）について、その全部又は一部を支弁しなければならない。
一 　教科用図書の購入費
二 　学校給食費
三 　通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添に要する交通費
四 　学校附設の寄宿舎居住に伴う経費
五 　修学旅行費
六 　学用品の購入費

独立行政法人
日本スポーツ
振興センター
法

業務の範囲

第十五条 　センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
六 　学校の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）につき、当該児童生徒等の保護者
（学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第十六条 に規定する保護者をいい、同条 に規定する保護者のない場合における里親
（児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号 の規定により委託を受けた里親をいう。）その他の政令で
定める者を含む。以下同じ。）又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生
その他政令で定める者に対し、災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。）を行うこと。

独立行政法人
日本スポーツ
振興センター
法

災害共済給付
及び免責の特
約

第十六条 　災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者（児童生徒等の
うち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第四項において同じ。）の同意を得て、当該児童生徒等
についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。

放射性同位元
素等による放
射線障害の防
止に関する法
律

欠格条項 第五条 　次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。
三 　成年被後見人
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法律 項目 根拠条文

あへん法
けしの栽培の
許可にあたっ
ての欠格事由

第十三条　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項の許可を与えない。
一　未成年者
二　成年被後見人又は被保佐人
三 　麻薬、大麻又はあへんの中毒者

建設労働者の
雇用の改善等
に関する法律

建設業務労働
者就業機会確
保事業に関す
る改善措置を
実施する計画
の認定にあ
たっての欠格
事由

第十三条 　前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができな
い。
一　この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法 （昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え
後の職業安定法」という。）の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二　次条第三項又は第十七条第二項の規定により前条第一項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者
三　第二十七条第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
四　役員（法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人）のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の職業安定法 の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定
めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）の規定（同法第四十八条 の規定を除
く。）により、若しくは刑法 （明治四十年法律第四十五号）第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二
条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第
七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して五年を経過しない者
ロ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ハ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ又はロに該当するもの

建設労働者の
雇用の改善等
に関する法律

建設業務労働
者就業機会確
保事業の許可
の欠格事由

第三十二条 　次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法 の規定その他労働に関する法律の規定（次号に規定す
る規定を除く。）であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定（同法第四十八条 の規
定を除く。）により、若しくは刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七
条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 　健康保険法 （大正十一年法律第七十号）第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法 （昭和十四
年法律第七十三号）第六十八条 、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働者災害補償保険法 （昭和二十二年法律第五十号）第
五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 （同法第五十一条 前段の規定に係る部分に限る。）、厚生年金保険法 （昭和二十九年法律
第百十五号）第百二条第一項 、第百三条の二、第百四条第一項（同法第百二条第一項 又は第百三条の二 の規定に係る部分に限
る。）、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条（同法第百八十二条第一項 又は第二項 の規定に係る部分に限
る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 （同法第四十六条 前段の規定に係る部
分に限る。）又は雇用保険法第八十三条 若しくは第八十六条 （同法第八十三条 の規定に係る部分に限る。）の規定により罰金の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四 　第四十条第一項（第一号を除く。）の規定により建設業務労働者就業機会確保事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起
算して五年を経過しない者
五 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 　法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

【厚生労働省】
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厚生年金保険
法 加給年金額

第四十四条 　老齢厚生年金（その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。）の額は、受給
権者がその権利を取得した当時（その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十
未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。）その者に
よつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び
二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級（以下この条において単に「障害等級」という。）の一級若しくは二級に該当する
障害の状態にある子に限る。）があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。た
だし、国民年金法第三十三条の二第一項 の規定により加算が行われている子があるとき（当該子について加算する額に相当する部分
の全額につき支給を停止されているときを除く。）は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
２ 　前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条 に規定する改定率
であつて同法第二十七条の三 及び第二十七条の五 の規定の適用がないものとして改定したもの（以下この章において「改定率」とい
う。）を乗じて得た額（その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、こ
れを百円に切り上げるものとする。）とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額（そのう
ち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。）とする。
３ 　受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者が
その権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
４ 　第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき
は、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌
月から、年金の額を改定する。
一 　死亡したとき。
二 　受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 　配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 　配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 　子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 　養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 　子が、婚姻をしたとき。
八 　子（障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。）について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日
が終了したとき。
九 　障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を
除く。）について、その事情がやんだとき。
十 　子が、二十歳に達したとき。

５ 　第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の
状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
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厚生年金保険
法 遺族

第五十九条 　遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母（以
下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。）であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時
（失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。）その者によつて生計を維
持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 　夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二 　子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しく
は二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
２ 　前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族
厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
３ 　被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つ
て、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
４ 　第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で
定める。

厚生年金保険
法

遺族厚生年金
の失権

第六十三条 　遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 　死亡したとき。
二 　婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしたとき。
三 　直系血族及び直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となつたと
き。
四 　離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 　次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ　遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族
基礎年金の受給権を取得しないとき　当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ　遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達
する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき　当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
２ 　子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 　子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級
に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 　障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に
達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
三 　子又は孫が、二十歳に達したとき。
３ 　父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生し
たときは、消滅する。
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港湾労働法
港湾路労働者
派遣事業の許
可の欠格事由

第十三条 　次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法 の規定その他労働に関する法律の規定（次号に規定す
る規定を除く。）であつて政令で定めるもの、港湾運送事業法 の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平
成三年法律第七十七号）の規定（同法第四十八条 の規定を除く。）により、若しくは刑法 （明治四十年法律第四十五号）第二百四条
、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大
正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か
ら起算して五年を経過しない者
二 　健康保険法 （大正十一年法律第七十号）第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法 （昭和十四
年法律第七十三号）第六十八条 、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働者災害補償保険法 （昭和二十二年法律第五十号）第
五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 （同法第五十一条 前段に係る部分に限る。）、厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十
五号）第百二条第一項 、第百三条の二、第百四条第一項（同法第百二条第一項 若しくは第百三条の二 に係る部分に限る。）、第百
八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条（同法第百八十二条第一項 若しくは第二項 に係る部分に限る。）、労働保険の
保険料の徴収等に関する法律 （昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 （同法第四十六条 前段に
係る部分に限る。）又は雇用保険法 （昭和四十九年法律第百十六号）第八十三条 若しくは第八十六条 （同法第八十三条 に係る部分
に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しな
い者
三 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四 　第二十一条第一項（第一号を除く。）の規定により港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年
を経過しない者
五 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

港湾労働法
港湾労働者雇
用安定セン
ターの指定等

第二十八条 　厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条 の法人であつて、第三十条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められ
るものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。
一 　業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認
められること。
二 　前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に資
すると認められること。
２ 　厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。
一 　現に当該港湾について他に指定した者があること。
二 　申請者が第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していない者であること。
三 　申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
た日から起算して五年を経過していない者
ロ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
３ 　厚生労働大臣は、第一項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者（以下「港湾労働者雇用安定センター」という。）の名称
及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
４ 　港湾労働者雇用安定センターは、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を
厚生労働大臣に届け出なければならない。
５ 　厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
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作業環境測定
法

作業環境測定
士の欠格条項

第六条 　次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。
一 　成年被後見人又は被保佐人
二 　第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 　この法律又は労働安全衛生法 （これらに基づく命令を含む。）の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

児童福祉法 定義 第六条 　この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

児童福祉法 保育士の欠格
事由

第十八条の五 　次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一 　成年被後見人又は被保佐人
二 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 　この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 　第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

児童福祉法
小児慢性特定
疾患治療研究
事業

第二十一条の五　都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童
以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であ
るものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を
行うことができる。

児童福祉法

要保護児童等
に対して都道
府県の採るべ
き措置

第二十七条 　都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、次
の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 　児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 　児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援
センター若しくは当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援セン
ター若しくは当該都道府県以外の相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三 　児童を里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施
設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 　家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
②　都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、指定医療機関に対し、
これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
③　都道府県知事は、少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所
の決定による指示に従わなければならない。
④　第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者（第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以
下同じ。）又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採るこ
とができない。
⑤　都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童
相談所長の意見を聴かなければならない。
⑥　都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置（第三項の規定により採るもの及び第二十八条
第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。）若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号
若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければなら
ない。
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児童福祉法
保護者の児童
虐待等の場合
の措置

第二十八条　保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する
場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、
次の各号の措置を採ることができる。
一　保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二　保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その
児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第
二十七条第一項第三号の措置を採ること。
②　前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措
置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を
継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるとき
は、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
③　第一項及び前項の承認(以下「措置に関する承認」という。)は、家事審判法の適用に関しては、これを同法第九条第一項甲類に掲
げる事項とみなす。
④　都道府県は、第二項の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間
が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下す
る審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
⑤　家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指
導措置に関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
⑥　家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者
に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができ
る。

⑦　都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政
令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談
その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援
助及び生活指導並びに就業の支援を行うことを委託する措置を採ることができる。

児童福祉法 同居児童の届
出

第三十条　四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月
(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させ
た者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児に
ついては、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたとき
は、この限りでない。
②　前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届
け出なければならない。
③　保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相
談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。
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児童福祉法 施設の在所期
間の延長

第三十一条　都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込み
があり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができ
る。
② 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託され、又は児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児
施設を除く。)、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するま
で、同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるま
で、引き続き同号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
③ 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定
医療機関に入院した第四十三条の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身
障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三条の四に規定する児童については
その者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条
第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
④ 都道府県は、第二十七条第七項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項
に規定する委託を継続する措置を採ることができる。
⑤ 前各項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第
七項に規定する措置とみなす。
⑥ 第二項又は第三項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

児童福祉法 措置の解除に
係る説明等

第三十三条の四　都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等を解除する場
合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は保育の実施等の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴
かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保育の実施等の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定
める場合においては、この限りでない。
一 　第二十一条の六、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二
号及び第七項の措置　当該措置に係る児童の保護者
二 　助産の実施　当該助産の実施に係る妊産婦
三 　母子保護の実施及び保育の実施　当該母子保護の実施又は保育の実施に係る児童の保護者
四　第二十七条第一項第三号及び第二項の措置　当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人

児童福祉法 親権喪失宣言
の請求

第三十三条の六　児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び第三十三条の八において「児童等」という。)の親権者が、その
親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第八百三十四条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、
児童相談所長も、これを行うことができる。

児童福祉法 未成年後見人
選任の請求

第三十三条の七　児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁
判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。

児童福祉法 未成年後見人
解任の請求

第三十三条の八　児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四
十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
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児童福祉法 施設の長の親
権代行

第四十七条　児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人
があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところ
により、都道府県知事の許可を得なければならない。
②　児童福祉施設の長又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び
懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。

児童福祉法
施設の在所期
間延長の経過
措置

附則
第六十三条の二 　都道府県は、第三十一条第二項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により知的障害児
施設（国の設置する知的障害児施設を除く。）に入所した児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所さ
せておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者をその施設に
在所させる措置を採ることができる。
②　都道府県は、第三十一条第三項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所し
た児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入所した第四十三条の三に規定する児童であつてその障害の程度が重度
であるものについて、引き続いて入所又は入院させておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達
した後においても、引き続きその者を肢体不自由児施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれ
らの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
③　前二項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなす。
④　第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

社会福祉法
役員の定数、
任期、選任及
び欠格

第三十六条 　社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
２ 　役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
３ 　役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれること
になつてはならない。
４ 　次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
一 　成年被後見人又は被保佐人
二 　生活保護法 、児童福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 　前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 　第五十六条第四項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
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社会保険労務
士法

社会保険労務
士の欠格事由

第五条 　次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一 　未成年者
二 　成年被後見人又は被保佐人
三 　破産者で復権を得ないもの
四 　懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
五 　この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなつた日から三年を経過しないもの
六 　前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなつた日から三年を経過しないもの
七 　第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
八 　公務員（独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号）第二条第二項 に規定する特定独立行政法人（以下「特定独立行政法
人」という。）又は地方独立行政法人法 （平成十五年法律第百十八号）第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人（以下「特定
地方独立行政法人」という。）の役員又は職員を含む。）で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
九 　懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務
を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

国民年金の任
意加入被保険
者の特例

第八条　相手国の国民（当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。）その他政令で定める者（政令で
定める社会保障協定に係るものに限る。）であって、当該相手国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その
者の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間（以下「保険料納付済期間」という。）の月数及び他の法令の規定により保
険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第五項に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条
第六項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第七項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定
める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第五条の規定の適用については、同条第一項第三号
に該当する者とみなす。
２　前項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものは、同条第五項の規定によって国民年金の被
保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日（その事実があった
日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日）に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
一　日本国内に住所を有するに至ったとき。
二　当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。
三　当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
四　国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者となったとき（六十歳未満であるときに限る。）。
五　国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
３　国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者でなかった期間のうち、第一項の規定により同法附則第五条第一項第三
号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間（第十一条第一項において
「合算対象期間」という。）としない。
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社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

老齢基礎年金
の振替加算等
の額の計算の
特例

第十四条　次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定
にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額（その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のう
ち最も高いもの）とする。
一　老齢厚生年金又は退職共済年金（以下この条において「老齢厚生年金等」という。）の受給権者（第十一条第二項の規定により昭
和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当するに至った者に限る。次項第一号において同じ。）の配偶者　同条第一
項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額（当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有して
いるときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの）
二　第十一条第三項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者とみ
なされたもの（以下この号及び次項第二号において「中高齢特例該当者」という。）の配偶者　昭和六十年国民年金等改正法附則第十
四条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額（当該中高齢特例該当者が昭和六十年国民年金等改
正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第四号から第七号までの一に該当する
ものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの）
三　この法律の規定により支給する障害厚生年金又は共済年金各法による障害共済年金（次項第三号において「特例による障害給付」
という。）の受給権者（昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第二号に該当する者に限る。次項第三号において同じ。）の
配偶者　同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按(あん)分率を乗じて得た額
２　次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按(あん)分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一　前項第一号の期間比率　老齢厚生年金等の受給権者の当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組
合員又は加入者（以下「被用者年金被保険者等」という。）であった期間の月数を、二百四十で除して得た率
二　前項第二号の期間比率　中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定
めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までに規定する老
齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率
三　前項第三号の按(あん)分率　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める率
イ　我が国の公的年金各法（国民年金法及び被用者年金各法をいう。第百二条第一項、第百六条及び附則第三十四条において同じ。）
の被保険者、組合員又は加入者（以下「公的年金被保険者等」という。）であることが理論的に可能な期間に基づく按(あん)分率によ
り給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合　(1)に掲げる期間の月数を、(1)及び(2)に掲げる期間の月数
（(2)に掲げる期間の月数が零である場合にあっては、(1)及び(3)に掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
(1)　特例による障害給付の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
(2)　昭和三十六年四月一日以後の期間（(1)に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の
属する月以後の期間及び当該特例による障害給付の支給事由となった障害に係る障害認定日（二以上の障害を支給事由とする特例によ
る障害給付にあっては、厚生年金保険法第五十一条、国家公務員共済組合法第八十二条第四項、地方公務員等共済組合法第八十七条第
五項又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十二条第四項の規定の例による障害認定日）の
属する月後の期間を除く。）
(3)　当該特例による障害給付の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
ロ　公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政
令で定める社会保障協定の場合　イ(1)に掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害給付の受給権者の相手国期間であって政令
で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
３　第一項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等（以下この項において「新
老齢基礎年金の振替加算等」という。）を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢
基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第一項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年
金の振替加算等の額に相当する額とする。
４　第一項の規定の適用を受けようとする者（同項第二号に掲げる者を除く。）の配偶者の被用者年金被保険者等であった期間のう
ち、法律によって組織された共済組合（以下「共済組合」という。）の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員
共済制度の加入者（以下「私学共済制度の加入者」という。）であった期間については、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事
業団（第三十二条第八項及び第百一条第一項において「共済組合等」という。）の確認を受けたところによる。
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社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

障害基礎年金
の額の計算の
特例

第十六条　第十二条第一項又は第二項の規定により支給する障害基礎年金（以下この条において「特例による障害基礎年金」とい
う。）の額は、国民年金法第三十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按(あん)分率を乗じて得た額と
する。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第十四条第二項第三号イに掲げる場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零であ
る場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
イ　特例による障害基礎年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定め
るものとを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日以後の期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属
する月以後の期間及び当該特例による障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日（国民年金法第三十条の三第一項の規定
による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金につ
いては併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日（同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に
係る障害認定日とする。）のうちいずれか遅い日とする。）の属する月後の期間を除く。）
ハ　当該特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　第十四条第二項第三号ロに掲げる場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期
間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
３　前二項の規定は、特例による障害基礎年金に係る国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額に相当する部分（以下
この条において「障害基礎年金の加算」という。）の額について準用する。
４　第一項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金
（障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。）の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の
額に相当する額とする。

５　第三項において準用する第一項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその
受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第三項において準用する第一項の規定にかかわらず、
従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。
６　前項の場合において、国民年金法第三十三条の二第三項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の
額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三条の二第三項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基
礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。
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社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

遺族基礎年金
の額の計算の
特例

第十七条　第十一条第一項又は第十三条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が
死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金（以下この条及び第二十二条において「特例による遺族基礎年金」とい
う。）の額は、国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按(あん)分率を乗じて
得た額とする。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第十四条第二項第三号イに掲げる場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零であ
る場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
イ　特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間とその者の保険料免除期間とを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
ハ　当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　第十四条第二項第三号ロに掲げる場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族基礎年金の支給事由となった死
亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
３　前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額について準
用する。
４　第一項の規定による遺族基礎年金（当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。）の額は、
当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、被用者年金各法による死亡を支給事由とする年金たる給付に加算
する額であって政令で定めるものに相当する部分（以下この項において「遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等」という。）の支給が停
止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第一項の規定にか
かわらず、当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。

社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

障害厚生年金
等の額の計算
の特例

第三十二条　第二十八条第一項又は第二項の規定により支給する障害厚生年金（以下この条及び次条第一項において「特例による障害
厚生年金」という。）の厚生年金保険法第五十条第一項及び第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定によ
る額に按(あん)分率を乗じて得た額とする。ただし、特例による障害厚生年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であっ
て政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める
社会保障協定の場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ
及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百を超えるときは、三百）で除して得た率
イ　特例による障害厚生年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日以後の期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属
する月以後の期間及び当該特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日（二以上の障害を支給事由とする障害厚
生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日）の属する月後の期間を除く。）
ハ　当該特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政
令で定める社会保障協定の場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって
政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百を超えるときは、三百）で除して得た率
三　前号に規定する按(あん)分率を厚生年金保険法第五十条第一項後段に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案し
て修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合　イ及びロに掲げる月数を合算した
月数を三百で除して得た率
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イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間で
あって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第三項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按
(あん)分率を乗じて得た額とする。
４　特例による障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第六項にお
いて「障害厚生年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按(あん)分率を乗じて
得た額とする。
５　前二項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相
手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
６　特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は、その額が厚生年金保険法第四十八条第二項の規定によりその受
給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第四項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金
に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
７　第一項及び第二項の規定は第二十九条の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額につい
て、第三項及び第五項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
８　第一項若しくは第三項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定の適用を受けようとする者の被用
者年金被保険者等であった期間のうち、共済組合の組合員又は私学共済制度の加入者であった期間については、当該共済組合等の確認
を受けたところによる。

社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

遺族厚生年金
の額の計算の
特例

第三十三条　第三十条の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族
に支給する遺族厚生年金（以下この条及び第三十九条において「特例による遺族厚生年金」という。）の厚生年金保険法第六十条第一
項第一号及び第二号イ並びに第四項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に、按(あん)分率を乗じて
得た額とする。ただし、特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令
で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　前条第二項第一号に掲げる場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合
にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百を超えるときは、三百）で除して得た率
イ　特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
ロ　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
ハ　当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　前条第二項第二号に掲げる場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係
る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百を超えるときは、三百）で除して得た
率
三　前号に規定する按(あん)分率を厚生年金保険法第六十条第一項第一号ただし書に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月
数を勘案して修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合　イ及びロに掲げる月数
を合算した月数を三百で除して得た率
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イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に
係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、厚生年金保険法第
六十二条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する額に按(あ
ん)分率を乗じて得た額とする。
４　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由と
なった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
５　第十七条の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額につい
て、第十七条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により特例による遺族厚生年金に加
算する額について、それぞれ準用する。
６　前条第八項の規定は、第一項又は第三項の場合について準用する。

社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

国共済法の障
害共済年金等
の額の計算の
特例

第四十七条　第四十三条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条第一項において「特例による障害共済年金」
という。）の国共済法第八十二条第一項（後段を除く。）の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による金
額（特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百
月未満であるときは、当該金額に按(あん)分率を乗じて得た金額）とする。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める
社会保障協定の場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ
及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
イ　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日以後の期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属
する月以後の期間及び当該特例による障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日（二以上の障害を給付事由とする障害共
済年金にあっては、国共済法第八十二条第四項の規定の例による障害認定日）の属する月後の期間を除く。）
ハ　当該特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政
令で定める社会保障協定の場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって
政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
三　前号に規定する按(あん)分率を障害共済年金の額の計算の基礎となる国共済組合員期間の月数（国共済法第八十二条第一項第一号
に規定する月数をいう。）を勘案して修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合
イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
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イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間
であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による障害共済年金の国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定にかか
わらず、同項後段の規定による金額に按(あん)分率を乗じて得た金額とする。
４　特例による障害共済年金に係る国共済法第八十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第六項において「国
共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按(あん)分率を乗
じて得た金額とする。
５　前二項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相
手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
６　特例による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が国共済法第八十五条第四項の規定によりそ
の受給権が消滅した国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第四項の規定にか
かわらず、従前の国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
７　第一項及び第二項の規定は第四十四条の規定により支給する障害一時金の国共済法第八十七条の七（後段を除く。）の規定による
金額について、第三項及び第五項の規定は当該障害一時金の同条第一号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ
準用する。
８　第一項若しくは第三項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定の適用を受けようとする者の被用
者年金被保険者等であった期間のうち国共済組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官（当該国共済組合員期間以外の期間が
私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団）の確認を受けたところによる。
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社会保障協定
の実施に伴う
厚生年金保険
法等の特例等
に関する法律

国共済法の遺
族共済年金の
額の計算の特
例

第四十八条　第四十五条の規定により支給する遺族共済年金及び特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺
族に支給する遺族共済年金（以下この条及び第五十四条において「特例による遺族共済年金」という。）の国共済法第八十九条第一項
第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)の規定による金額（特例による遺族共済年金の給付事由となっ
た死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるときは、当
該金額に按(あん)分率を乗じて得た金額）とする。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　前条第二項第一号に掲げる場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合
にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
イ　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
ロ　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
ハ　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　前条第二項第二号に掲げる場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係
る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して
得た率
三　前号に規定する按(あん)分率を遺族共済年金の額の計算の基礎となる国共済組合員期間の月数（国共済法第八十九条第一項第一号
イに規定する月数をいう。）を勘案して修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場
合　イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡
に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額
は、国共済法第九十条又は昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、
按(あん)分率を乗じて得た金額とする。
４　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由と
なった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
５　第十七条の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第
十七条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額に
ついて、それぞれ準用する。
６　前条第八項の規定は、第一項又は第三項の場合について準用する。
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第六十四条　第六十条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条第一項において「特例による障害共済年金」と
いう。）の地共済法第八十七条第一項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による金額（特例による障害
共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるとき
は、当該金額に按(あん)分率を乗じて得た金額）とする。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める
社会保障協定の場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ
及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
イ　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日以後の期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属
する月以後の期間及び当該特例による障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日（二以上の障害を給付事由とする障害共
済年金にあっては、地共済法第八十七条第五項の規定の例による障害認定日）の属する月後の期間を除く。）
ハ　当該特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政
令で定める社会保障協定の場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって
政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
三　前号に規定する按(あん)分率を障害共済年金の額の計算の基礎となる地共済組合員期間の月数（地共済法第八十七条第一項第一号
に規定する月数をいう。）を勘案して修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合
イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間
であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による障害共済年金の地共済法第八十七条第一項第一号に掲げる金額の同条第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわ
らず、同項の規定による金額に按(あん)分率を乗じて得た金額とする。
４　特例による障害共済年金に係る地共済法第八十八条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第六項において「地
共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按(あん)分率を乗
じて得た金額とする。
５　前二項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相
手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
６　特例による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が地共済法第九十条第五項の規定によりその
受給権が消滅した地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第四項の規定にかか
わらず、従前の地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
７　第一項及び第二項の規定は第六十一条の規定により支給する障害一時金の地共済法第九十八条（後段を除く。）の規定による金額
について、第三項及び第五項の規定は当該障害一時金の同条第一号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それぞれ準用
する。
８　第一項若しくは第三項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定の適用を受けようとする者の被用
者年金被保険者等であった期間のうち地共済組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官（当該地共済組合員期間以外の期間が
私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団）の確認を受けたところによる。
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第六十五条　第六十二条の規定により支給する遺族共済年金及び特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺
族に支給する遺族共済年金（以下この条及び第七十一条において「特例による遺族共済年金」という。）の地共済法第九十九条の二第
一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)の規定による金額（特例による遺族共済年金の給付事由と
なった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるとき
は、当該金額に按(あん)分率を乗じて得た金額）とする。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　前条第二項第一号に掲げる場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合
にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
イ　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
ロ　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
ハ　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　前条第二項第二号に掲げる場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係
る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して
得た率
三　前号に規定する按(あん)分率を遺族共済年金の額の計算の基礎となる地共済組合員期間の月数（地共済法第九十九条の二第一項第
一号イに規定する月数をいう。）を勘案して修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定
の場合　イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡
に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額
は、地共済法第九十九条の三又は昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金
額に、按(あん)分率を乗じて得た金額とする。
４　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由と
なった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
５　第十七条の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十
七条第一項及び第二項の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額につい
て、それぞれ準用する。
６　前条第八項の規定は、第一項又は第三項の場合について準用する。
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第八十二条　第七十八条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条第一項において「特例による障害共済年金」
という。）の準用国共済法第八十二条第一項（後段を除く。）の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定によ
る金額（特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が
三百月未満であるときは、当該金額に按(あん)分率を乗じて得た金額）とする。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める
社会保障協定の場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ
及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
イ　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日以後の期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属
する月以後の期間及び当該特例による障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日（二以上の障害を給付事由とする障害共
済年金にあっては、準用国共済法第八十二条第四項の規定の例による障害認定日）の属する月後の期間を除く。）
ハ　当該特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政
令で定める社会保障協定の場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間であって
政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
三　前号に規定する按(あん)分率を障害共済年金の額の計算の基礎となる私学共済加入者期間の月数（準用国共済法第八十二条第一項
第一号に規定する月数をいう。）を勘案して修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定
の場合　イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相手国期間
であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定に
かかわらず、同項後段の規定による金額に按(あん)分率を乗じて得た金額とする。
４　特例による障害共済年金に係る準用国共済法第八十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第六項において
「私学共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按(あん)分
率を乗じて得た金額とする。
５　前二項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害共済年金の受給権者の相
手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
６　特例による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が準用国共済法第八十五条第四項の規定に
よりその受給権が消滅した私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第四項
の規定にかかわらず、従前の私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
７　第一項及び第二項の規定は第七十九条の規定により支給する障害一時金の準用国共済法第八十七条の七（後段を除く。）の規定に
よる金額について、第三項及び第五項の規定は当該障害一時金の同条第一号に掲げる金額の同条後段の規定による金額について、それ
ぞれ準用する。

８　第一項若しくは第三項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）又は第四項の規定の適用を受けようとする者の被用
者年金被保険者等であった期間のうち私学共済加入者期間以外の期間については、社会保険庁長官（当該私学共済加入者期間以外の期
間が共済組合の組合員であった期間であるときは、当該共済組合）の確認を受けたところによる。
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第八十三条　第八十条の規定により支給する遺族共済年金及び特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族
に支給する遺族共済年金（以下この条及び第八十九条において「特例による遺族共済年金」という。）の準用国共済法第八十九条第一
項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)の規定による金額（特例による遺族共済年金の給付事由と
なった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百月未満であるとき
は、当該金額に按(あん)分率を乗じて得た金額）とする。
２　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　前条第二項第一号に掲げる場合　イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数（ロに掲げる期間の月数が零である場合
にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率
イ　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
ロ　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
ハ　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
二　前条第二項第二号に掲げる場合　前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係
る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数（当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して
得た率
三　前号に規定する按(あん)分率を遺族共済年金の額の計算の基礎となる私学共済加入者期間の月数（準用国共済法第八十九条第一項
第一号イに規定する月数をいう。）を勘案して修正した按(あん)分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協
定の場合　イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

イ　第一号イに掲げる期間の月数
ロ　三百月からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡
に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
３　特例による遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算
の額は、準用国共済法第九十条又は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第
二十八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、按(あん)分率を乗じて得た金額とする。
４　前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一　第二項第一号に掲げる場合　同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数（同号ロに掲げる期間の月数が零で
ある場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数）を合算した月数で除して得た率
二　第二項第二号又は第三号に掲げる場合　同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族共済年金の給付事由と
なった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
５　第十七条の規定は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一
項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十七条第一項及び第二項の規定は私学共済法第四十八条の二の規定
によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額に
ついて、それぞれ準用する。
６　前条第八項の規定は、第一項又は第三項の場合について準用する。
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第十二条 　次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規
定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額（その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額の
うち最も高いもの）とする。
一 　老齢厚生年金又は退職共済年金（以下この条において「老齢厚生年金等」という。）の受給権者（第八条第二項の規定により昭
和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当するに至った者に限る。次項第一号において同じ。）の配偶者　同条第一
項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額（当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有して
いるときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの）
二 　第八条第三項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号に該当する者とみなされたもの（次項第二号
において「中高齢特例該当者」という。）の配偶者　昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定による老齢基礎年金の振
替加算等の額に期間比率を乗じて得た額
三 　この法律の規定により支給する障害厚生年金又は共済年金各法による障害共済年金の受給権者（昭和六十年国民年金等改正法附
則第十四条第一項第二号に該当する者に限る。次項第三号において「特例による障害給付の受給権者」という。）の配偶者　同条第一
項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額
２ 　次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一 　前項第一号の期間比率　老齢厚生年金等の受給権者の当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、
組合員又は加入者（以下「被用者年金被保険者等」という。）であった期間の月数を、二百四十で除して得た率
二 　前項第二号の期間比率　中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で
定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号に規定する老齢厚生年金の
受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率

三 　前項第三号の按分率　イに掲げる期間の月数をイからハまでに掲げる期間の月数を合算した月数で除して得た率
イ　特例による障害給付の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日以後の期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の
属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
ハ　当該特例による障害給付の受給権者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
３ 　第一項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等（以下この項において
「新老齢基礎年金の振替加算等」という。）を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の
老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第一項の規定にかかわらず、従前の老齢基
礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。
４ 　第一項の規定の適用を受けようとする者（同項第二号に掲げる者を除く。）の配偶者の被用者年金被保険者等であった期間のう
ち、法律によって組織された共済組合（第二十四条第六項、第五十九条第六項及び第七十一条第一項において「共済組合」という。）
の組合員又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者（以下「私学共済制度の加入者」という。）で
あった期間については、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団（第二十四条第六項及び第七十一条第一項において「共済組
合等」という。）の確認を受けたところによる。

98 / 190 ページ



社会保障に関
する日本国と
アメリカ合衆
国との間の協
定の実施に伴
う厚生年金保
険法等の特例
等に関する法
律

障害基礎年金
の額の計算の
特例

第十四条 　第九条第一項又は第十条第一項の規定により支給する障害基礎年金（以下この条において「特例による障害基礎年金」と
いう。）の国民年金法第三十三条第一項 又は第二項 の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率
を乗じて得た額とする。
２ 　前項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数で除して得た率とする。
一 　特例による障害基礎年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定
めるものとを合算したもの
二 　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した
日の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三 　当該特例による障害基礎年金の受給権者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
３ 　前二項の規定は、特例による障害基礎年金に国民年金法第三十三条の二第一項 の規定により加算する額に相当する部分（以下こ
の条において「障害基礎年金の加算」という。）の額について準用する。
４ 　第一項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項 の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年
金（障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。）の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金
の額に相当する額とする。
５ 　第三項において準用する第一項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項 の規定によりそ
の受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の
加算の額に相当する額とする。
６ 　前項の場合において、国民年金法第三十三条の二第三項 の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算
の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三条の二第三項 の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障
害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。
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第十五条 　第八条第一項、第九条第二項又は第十一条の規定により支給する遺族基礎年金（第八条第一項の規定により支給する老齢
基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金を含む。以下この条において「特例による遺族基礎年
金」という。）の国民年金法第三十八条 又は第三十九条の二第一項 の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に
よる額に按分率を乗じて得た額とする。
２ 　前項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数で除して得た率とする。
一 　特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間とその者の保険料免除期間とを合算したもの
二 　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月
までの期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三 　当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
３ 　前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に国民年金法第三十九条第一項 の規定により加算する額に相当する部分の額について
準用する。
４ 　第一項の規定による遺族基礎年金（当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。）の額
は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、被用者年金各法による死亡を支給事由とする年金たる給付に
加算する額であって政令で定めるものに相当する部分（以下この項において「遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等」という。）の支給
が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第一項の規定
にかかわらず、当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。
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第二十四条 　第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定により支給する障害厚生年金（以下この条及び次条において「特例による
障害厚生年金」という。）の厚生年金保険法第五十条第一項 又は第二項 の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規
定による額に按分率を乗じて得た額とする。ただし、第四項第一号に掲げる期間の月数が三百月以上である場合は、この限りでない。
２ 　特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第三項 の規定による額は、同項 の規定にかかわらず、同項 の規定による額
に按分率を乗じて得た額とする。
３ 　特例による障害厚生年金に厚生年金保険法第五十条の二第一項 の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項におい
て「障害厚生年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第二項 の規定にかかわらず、同項 の規定による額に按分率を乗じて得た額
とする。
４ 　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による障害厚生年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二 　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した
日の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三 　当該特例による障害厚生年金の受給権者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
５ 　特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は、その額が厚生年金保険法第四十八条第二項 の規定によりその
受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第三項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年
金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
６ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、共済組合の組合員又は私
学共済制度の加入者であった期間については、当該共済組合等の確認を受けたところによる。
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第二十五条 　第二十条第二項又は第二十二条の規定により支給する遺族厚生年金（特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したこ
とにより支給する遺族厚生年金を含む。以下この条において「特例による遺族厚生年金」という。）の厚生年金保険法第六十条第一項
及び第四項 の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。ただし、第三項
第一号に掲げる期間の月数が三百月以上である場合は、この限りでない。
２ 　特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、厚生年金保険法
第六十二条第一項 又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項 の規定にかかわらず、これらの規定により加算する額に按
分率を乗じて得た額とする。
３ 　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合
算したもの
二 　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月
までの期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三 　当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
４ 　第十五条の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額につい
て、第十五条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により特例による遺族厚生年金に加
算する額について準用する。
５ 　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第三十四条 　第三十一条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」とい
う。）の国共済法第八十二条第一項 （後段を除く。）の規定による金額は、同項 の規定にかかわらず、同項第一号 の規定による金
額（第四項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２ 　特例による障害共済年金の国共済法第八十二条第一項第一号 に掲げる金額の同項 後段の規定による金額は、同項 後段の規定に
かかわらず、同項 後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
３ 　特例による障害共済年金に国共済法第八十三条第一項 の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項において「国共
済法 の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項 の規定にかかわらず、同項 の規定による金額に按分率を乗じて
得た金額とする。
４ 　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二 　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した
日の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三 　当該特例による障害共済年金の受給権者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
５ 　特例による障害共済年金に係る国共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が国共済法第八十五条第四項 の規定によ
りその受給権が消滅した国共済法 による障害共済年金に係る国共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第三項の規
定にかかわらず、従前の国共済法 による障害共済年金に係る国共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
６ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち国共済組合員期間以外の期
間については、社会保険庁長官（当該国共済組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校
振興・共済事業団）の確認を受けたところによる。
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第三十五条 　第三十二条の規定により支給する遺族共済年金（特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺
族共済年金を含む。以下この条において「特例による遺族共済年金」という。）の国共済法第八十九条第一項第一号 イの規定による
金額は、同号 イの規定にかかわらず、同号 イ（１）の規定による金額（第三項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるとき
は、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２ 　特例による遺族共済年金に加算する国共済法 の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法 の遺族共済年金の経過的寡婦加算
の額は、国共済法第九十条 又は昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項 の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金
額に、按分率を乗じて得た金額とする。
３ 　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合
算したもの
二 　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月
までの期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三 　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
４ 　第十五条の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、
第十五条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額
について準用する。
５ 　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第四十六条 　第四十三条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」とい
う。）の地共済法第八十七条第一項 の規定による金額は、同項 の規定にかかわらず、同項第一号 の規定による金額（第四項第一号
に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２ 　特例による障害共済年金の地共済法第八十七条第一項第一号 に掲げる金額の同条第三項 の規定による金額は、同項 の規定にか
かわらず、同項 の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
３ 　特例による障害共済年金に地共済法第八十八条第一項 の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項において「地共
済法 の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項 の規定にかかわらず、同項 の規定による金額に按分率を乗じて
得た金額とする。
４ 　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二 　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した
日の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三 　当該特例による障害共済年金の受給権者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
５ 　特例による障害共済年金に係る地共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が地共済法第九十条第五項 の規定により
その受給権が消滅した地共済法 による障害共済年金に係る地共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第三項の規定
にかかわらず、従前の地共済法 による障害共済年金に係る地共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
６ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち地共済組合員期間以外の期
間については、社会保険庁長官（当該地共済組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校
振興・共済事業団）の確認を受けたところによる。
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第四十七条 　第四十四条の規定により支給する遺族共済年金（特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺
族共済年金を含む。以下この条において「特例による遺族共済年金」という。）の地共済法第九十九条の二第一項第一号 イの規定に
よる金額は、同号 イの規定にかかわらず、同号 イ（１）の規定による金額（第三項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であると
きは、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２ 　特例による遺族共済年金に加算する地共済法 の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法 の遺族共済年金の経過的寡婦加算
の額は、地共済法第九十九条の三 又は昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項 の規定にかかわらず、これらの規定により加算
する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。
３ 　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合
算したもの
二 　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月
までの期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三 　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
４ 　第十五条の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第
十五条第一項及び第二項の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額につ
いて準用する。
５ 　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第五十九条 　第五十六条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」とい
う。）の準用国共済法第八十二条第一項 （後段を除く。）の規定による金額は、同項 の規定にかかわらず、同項第一号 の規定によ
る金額（第四項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２ 　特例による障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項第一号 に掲げる金額の同項 後段の規定による金額は、同項 後段の規
定にかかわらず、同項 後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
３ 　特例による障害共済年金に準用国共済法第八十三条第一項 の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項において
「私学共済法 の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項 の規定にかかわらず、同項 の規定による金額に按分率
を乗じて得た金額とする。
４ 　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二 　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した
日の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三 　当該特例による障害共済年金の受給権者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
５ 　特例による障害共済年金に係る私学共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が準用国共済法第八十五条第四項 の規
定によりその受給権が消滅した私学共済法 による障害共済年金に係る私学共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、
第三項の規定にかかわらず、従前の私学共済法 による障害共済年金に係る私学共済法 の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額
とする。
６ 　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち私学共済加入者期間以外の
期間については、社会保険庁長官（当該私学共済加入者期間以外の期間が共済組合の組合員であった期間であるときは、当該共済組
合）の確認を受けたところによる。
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第六十条 　第五十七条の規定により支給する遺族共済年金（特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族
共済年金を含む。以下この条において「特例による遺族共済年金」という。）の準用国共済法第八十九条第一項第一号 イの規定によ
る金額は、同号 イの規定にかかわらず、同号 イ（１）の規定による金額（第三項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるとき
は、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２ 　特例による遺族共済年金に加算する私学共済法 の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法 の遺族共済年金の経過的寡婦
加算の額は、準用国共済法第九十条 又は私学共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法
附則第二十八条第一項 の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。
３ 　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあっ
ては、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一 　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合
算したもの
二 　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月
までの期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三 　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の合衆国保険期間であって政令で定めるもの
４ 　第十五条の規定は私学共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第
一項 の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十五条第一項及び第二項の規定は私学共済法第四十八条の二 の
規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項 の規定により特例による遺族共済年金に加算す
る額について準用する。
５ 　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第九条　次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定に
かかわらず、それぞれ当該各号に定める額（その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち
最も高いもの）とする。
一　老齢厚生年金又は退職共済年金（以下この条において「老齢厚生年金等」という。）の受給権者（第五条第二項の規定により昭和
六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当するに至った者に限る。次項第一号において同じ。）の配偶者　同条第一項
の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額（当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有してい
るときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの）
二　第五条第三項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号に該当する者とみなされたもの（次項第二号に
おいて「中高齢特例該当者」という。）の配偶者　昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定による老齢基礎年金の振替
加算等の額に期間比率を乗じて得た額
三　この法律の規定により支給する障害厚生年金又は共済年金各法による障害共済年金の受給権者（昭和六十年国民年金等改正法附則
第十四条第一項第二号に該当する者に限る。次項第三号において「特例による障害給付の受給権者」という。）の配偶者　同条第一項
の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額
２　次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一　前項第一号の期間比率　老齢厚生年金等の受給権者の当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組
合員又は加入者（以下「被用者年金被保険者等」という。）であった期間の月数を、二百四十で除して得た率
二　前項第二号の期間比率　中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定
めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号に規定する老齢厚生年金の受
給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率
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三　前項第三号の按分率　イに掲げる期間の月数をイからハまでに掲げる期間の月数を合算した月数で除して得た率
イ　特例による障害給付の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ　昭和三十六年四月一日以後の期間（イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の
属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
ハ　当該特例による障害給付の受給権者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
３　第一項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等（以下この項において「新
老齢基礎年金の振替加算等」という。）を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢
基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第一項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年
金の振替加算等の額に相当する額とする。
４　第一項の規定の適用を受けようとする者（同項第二号に掲げる者を除く。）の配偶者の被用者年金被保険者等であった期間のう
ち、法律によって組織された共済組合（第二十一条第六項、第五十六条第六項及び第六十八条第一項において「共済組合」という。）
の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者（以下「私学共済制度の加入者」という。）であっ
た期間については、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団（第二十一条第六項及び第六十八条第一項において「共済組合
等」という。）の確認を受けたところによる。
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第十一条　第六条第一項又は第七条第一項の規定により支給する障害基礎年金（以下この条において「特例による障害基礎年金」とい
う。）の国民年金法第三十三条第一項又は第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗
じて得た額とする。
２　前項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数で除して得た率とする。
一　特例による障害基礎年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定め
るものとを合算したもの
二　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日
の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三　当該特例による障害基礎年金の受給権者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
３　前二項の規定は、特例による障害基礎年金に係る国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額に相当する部分（以下
この条において「障害基礎年金の加算」という。）の額について準用する。
４　第一項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金
（障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。）の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の
額に相当する額とする。
５　第三項において準用する第一項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその
受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第三項において準用する第一項の規定にかかわらず、
従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。
６　前項の場合において、国民年金法第三十三条の二第三項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の
額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三条の二第三項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基
礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。
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第十二条　第五条第一項、第六条第二項又は第八条の規定により支給する遺族基礎年金（第五条第一項の規定により支給する老齢基礎
年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金を含む。以下この条において「特例による遺族基礎年金」
という。）の国民年金法第三十八条又は第三十九条の二第一項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額
に按分率を乗じて得た額とする。
２　前項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数で除して得た率とする。
一　特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間とその者の保険料免除期間とを合算したもの
二　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三　当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
３　前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額について準
用する。
４　第一項の規定による遺族基礎年金（当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。）の額は、
当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、被用者年金各法による死亡を支給事由とする年金たる給付に加算
する額であって政令で定めるものに相当する部分（以下この項において「遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等」という。）の支給が停
止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第一項の規定にか
かわらず、当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。
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第二十一条　第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金（以下この条及び次条において「特例による障害
厚生年金」という。）の厚生年金保険法第五十条第一項又は第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定によ
る額に按分率を乗じて得た額とする。ただし、第四項第一号に掲げる期間の月数が三百月以上である場合は、この限りでない。
２　特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第三項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按
分率を乗じて得た額とする。
３　特例による障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項にお
いて「障害厚生年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額
とする。
４　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による障害厚生年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日
の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三　当該特例による障害厚生年金の受給権者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
５　特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は、その額が厚生年金保険法第四十八条第二項の規定によりその受
給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第三項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金
に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
６　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、共済組合の組合員又は私学
共済制度の加入者であった期間については、当該共済組合等の確認を受けたところによる。
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第二十二条　第十七条第二項又は第十九条の規定により支給する遺族厚生年金（特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことに
より支給する遺族厚生年金を含む。以下この条において「特例による遺族厚生年金」という。）の厚生年金保険法第六十条第一項第一
号及び第二号イ並びに第四項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
ただし、第三項第一号に掲げる期間の月数が三百月以上である場合は、この限りでない。
２　特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、厚生年金保険法第
六十二条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する額に按分率
を乗じて得た額とする。
３　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
二　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三　当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
４　第十二条の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額につい
て、第十二条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により特例による遺族厚生年金に加
算する額について準用する。
５　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第三十一条　第二十八条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」とい
う。）の国共済法第八十二条第一項（後段を除く。）の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による金額
（第四項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２　特例による障害共済年金の国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定にかか
わらず、同項後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
３　特例による障害共済年金に係る国共済法第八十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項において「国
共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得
た金額とする。
４　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日
の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三　当該特例による障害共済年金の受給権者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
５　特例による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が国共済法第八十五条第四項の規定によりそ
の受給権が消滅した国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第三項の規定にか
かわらず、従前の国共済法による障害共済年金に係る国共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
６　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち国共済組合員期間以外の期間
については、社会保険庁長官（当該国共済組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振
興・共済事業団）の確認を受けたところによる。
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第三十二条　第二十九条の規定により支給する遺族共済年金（特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族
共済年金を含む。以下この条において「特例による遺族共済年金」という。）の国共済法第八十九条第一項第一号イの規定による金額
は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(１)の規定による金額（第三項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該金
額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２　特例による遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額
は、国共済法第九十条又は昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、
按分率を乗じて得た金額とする。
３　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
二　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
４　第十二条の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第
十二条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額に
ついて準用する。
５　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第四十三条　第四十条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」とい
う。）の地共済法第八十七条第一項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号の規定による金額（第四項第一号に掲
げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２　特例による障害共済年金の地共済法第八十七条第一項第一号に掲げる金額の同条第三項の規定による金額は、同項の規定にかかわ
らず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
３　特例による障害共済年金に係る地共済法第八十八条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項において「地
共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗じて得
た金額とする。
４　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二　昭和三十六年四月一日以後の期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日
の属する月以後の期間その他政令で定める期間を除く。）
三　当該特例による障害共済年金の受給権者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
５　特例による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が地共済法第九十条第五項の規定によりその
受給権が消滅した地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第三項の規定にかか
わらず、従前の地共済法による障害共済年金に係る地共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
６　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち地共済組合員期間以外の期間
については、社会保険庁長官（当該地共済組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振
興・共済事業団）の確認を受けたところによる。
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第四十四条　第四十一条の規定により支給する遺族共済年金（特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族
共済年金を含む。以下この条において「特例による遺族共済年金」という。）の地共済法第九十九条の二第一項第一号イの規定による
金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ（１）の規定による金額（第三項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、
当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２　特例による遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額
は、地共済法第九十九条の三又は昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金
額に、按分率を乗じて得た金額とする。
３　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
二　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
４　第十二条の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十
二条第一項及び第二項の規定は昭和六十年地共済改正法附則第三十条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額につい
て準用する。
５　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第五十六条　第五十三条第一項の規定により支給する障害共済年金（以下この条及び次条において「特例による障害共済年金」とい
う。）の準用国共済法第八十二条第一項（後段を除く。）の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる金額
（第四項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２　特例による障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額は、同項後段の規定に
かかわらず、同項後段の規定による金額に按分率を乗じて得た金額とする。
３　特例による障害共済年金に係る準用国共済法第八十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分（第五項において
「私学共済法の障害共済年金の配偶者加給」という。）の額は、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による金額に按分率を乗
じて得た金額とする。
４　前三項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による障害共済年金の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
二　昭和三十六年四月一日から当該特例による障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日（二以上の障害を給付事由とす
る障害共済年金にあっては、準用国共済法第八十二条第四項の規定の例による障害認定日）の属する月までの期間（前号に掲げる期間
並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。）
三　当該特例による障害共済年金の受給権者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
５　特例による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額は、その額が準用国共済法第八十五条第四項の規定に
よりその受給権が消滅した私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額より低いときは、第三項
の規定にかかわらず、従前の私学共済法による障害共済年金に係る私学共済法の障害共済年金の配偶者加給の額に相当する額とする。
６　第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者の被用者年金被保険者等であった期間のうち私学共済加入者期間以外の期
間については、社会保険庁長官（当該私学共済加入者期間以外の期間が共済組合の組合員であった期間であるときは、当該共済組合）
の確認を受けたところによる。
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第五十七条　第五十四条の規定により支給する遺族共済年金（特例による障害共済年金の受給権者が死亡したことにより支給する遺族
共済年金を含む。以下この条において「特例による遺族共済年金」という。）の準用国共済法第八十九条第一項第一号イの規定による
金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ（１）に掲げる金額（第三項第一号に掲げる期間の月数が三百月未満であるときは、当該
金額に按分率を乗じて得た金額）とする。
２　特例による遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算
の額は、準用国共済法第九十条又は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第
二十八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する金額に、按分率を乗じて得た金額とする。
３　前二項の按分率は、第一号に掲げる期間の月数を同号から第三号までに掲げる期間の月数を合算した月数（第一項の場合にあって
は、当該合算した月数が三百月を超えるときは、三百月）で除して得た率とする。
一　特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものを合算
したもの
二　昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月ま
での期間（前号に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除
く。）
三　当該特例による遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者のカナダ保険期間であって政令で定めるもの
４　第十二条の規定は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一
項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額について、第十二条第一項及び第二項の規定は私学共済法第四十八条の二の規定
によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により特例による遺族共済年金に加算する額に
ついて準用する。
５　前条第六項の規定は、第一項又は第二項の場合について準用する。
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第三条 　日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満である者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第
一項 の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。
一 　日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者（協定の規定によ
り保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受けることとされた者を含むものとし、協定の規定により保険料の納付
義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を免除することとされた者を除く。以下同じ。）として政令で定めるもの（第三号に掲げ
る者を除く。）
二 　連合王国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定
めるもの（次号に掲げる者を除く。）
三 　第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者、第八条の規定により国家公務員共済組合法 の長期
給付に関する規定を適用しないこととされた者、第十条第一項の規定により地方公務員等共済組合法 の長期給付に関する規定を適用
しないこととされた者又は第十三条第一項 の規定により私立学校教職員共済法 の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者
２ 　前項の規定は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定（以下「ドイツとの協定」という。）の規定によりド
イツ年金法令（ドイツとの協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。以下同じ。）の適用を受
けないこととされた者については、適用しない。
３ 　第一項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
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第五条 　ドイツ連邦共和国の国民（協定第一条（１）（ｂ）に規定するドイツ連邦共和国の国民をいう。以下同じ。）その他政令で
定める者であって、ドイツ連邦共和国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第五条第二
項 に規定する保険料納付済期間（以下「保険料納付済期間」という。）の月数、他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされ
た期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第五項 に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条第六項 に規定する保険料
半額免除期間の月数及び同条第七項 に規定する保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が六十以上であるものは、同法 附則第
五条 の規定の適用については、同条第一項第三号 に該当する者とみなす。
２ 　前項の規定により国民年金法 附則第五条第一項第三号 に該当する者とみなされたものは、同条第五項 の規定によって国民年金
の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項 の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日（その事実が
あった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日）に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
一 　日本国内に住所を有するに至ったとき。
二 　ドイツ連邦共和国の領域内に通常居住しなくなったとき。
三 　ドイツ連邦共和国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
四 　国民年金法第七条第一項第三号 に規定する被扶養配偶者となったとき（六十歳未満であるときに限る。）。
五 　国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
３ 　国民年金法第七条第一項第一号 に規定する第一号 被保険者でなかった期間のうち、第一項の規定により同法 附則第五条第一項
第三号 に該当する者とみなされたものであった期間については、同法 附則第七条第一項 に規定する合算対象期間（以下「合算対象
期間」という。）としない。

大麻取締法 欠格事由

第五条 　大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。
２ 　次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
一 　麻薬、大麻又はあへんの中毒者
二 　禁錮以上の刑に処せられた者
三 　成年被後見人、被保佐人又は未成年者

母子及び寡婦
福祉法 定義

第六条 　この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。以下同じ。）と死別した女子であつて、現に婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含
む。以下同じ。）をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
一 　離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
二 　配偶者の生死が明らかでない女子
三 　配偶者から遺棄されている女子
四 　配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
五 　配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
六 　前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの
２ 　この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
３ 　この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法 （明治二十九年法律第八十九
号）第八百七十七条 の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
４ 　この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
５ 　この法律において「母等」とは、母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。
６ 　この法律において「母子福祉団体」とは、配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条 の規定により現に児童を扶養している
もの（以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。）の福祉若しくはこれに併せて寡婦の福祉を増進することを
主たる目的とする社会福祉法人又は同法第三十四条 の規定により設立された法人であつて、その理事の過半数が配偶者のない女子で
あるものをいう。
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母子及び寡婦
福祉法

母子福祉資金
の貸付け

第十三条 　都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童に対し、配偶者のない女子の経
済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることが
できる。
一 　事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 　配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
三 　配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資
金
四 　前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定める
もの
２ 　都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で
政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してそ
の貸付けを行うことができる。
３ 　都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学、知識技能の習得等に係る資金であつて政令で定め
るものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学、知識技能の習得等の中途におい
て当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童（二十歳以上である者を含む。）がその修学、知識
技能の習得等を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

母子及び寡婦
福祉法

寡婦福祉資金
の貸付け

第三十二条 　第十三条第一項及び第三項の規定は、寡婦（配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十
七条 の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準
ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附
則第七条第二項において同じ。）について準用する。この場合において、第十三条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養して
いるもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条 の規定により
扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第三項 中「児童の」とあるのは「二十歳以上である子その他これ
に準ずる者の」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあり、及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、
「児童（二十歳以上である者を含む。）」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と読み替えるものとする。
２ 　民法第八百七十七条 の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める
基準を超えるときは、前項において準用する第十三条第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の
事情がある者については、この限りでない。
３ 　第十四条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として配偶者の
ない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるもの並びに寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う
母子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号に掲げる資金」とあるのは、「第三十二条第一項にお
いて準用する第十三条第一項第一号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
４ 　第十五条第一項の規定は、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について
準用する。この場合において、第十五条第一項中「第十三条」とあるのは、「第三十二条第一項において準用する第十三条第一項及び
第三項」と読み替えるものとする。

５ 　第十六条の規定は、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十四条に規定する貸付
金（以下「寡婦福祉資金貸付金」という。）について準用する。この場合において、第十六条中「前三条」とあるのは「第三十二条に
おいて準用する第十三条第一項及び第三項、第十四条並びに第十五条第一項」と、「第十三条及び第十四条の規定による貸付金（以下
「母子福祉資金貸付金」という。）」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸
付金の」と読み替えるものとする。
６ 　都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないこと
ができる。
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民生委員法 民生委員の推
薦

第六条 　民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会（特別区の議会を含む。以下同じ。）の議員の選挙
権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法 （昭和二十
二年法律第百六十四号）の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。
２ 　都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童
委員として指名されるべき者を明示しなければならない。

労働安全衛生
法

労働安全コン
サルタント又
は労働衛生コ
ンサルタント
の登録

第八十四条 　労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサル
タント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コ
ンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
２ 　次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一 　成年被後見人又は被保佐人
二 　この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なつた日から起算して二年を経過しない者
三 　この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 　次条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

労働基準法 未成年者の労
働契約

第五十八条　親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
②　親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除する
ことができる。

労働基準法 未成年者の労
働契約

第五十九条　未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならな
い。

労働基準法 職業訓練に関
する特例

第七十二条　第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一
項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

労働基準法 罰則

第百二十一条 　この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人
その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主（事業主が法人である場合におい
てはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代
理人（法定代理人が法人であるときは、その代表者）を事業主とする。次項において同じ。）が違反の防止に必要な措置をした場合に
おいては、この限りでない。
②　事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場
合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
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労働基準法 年次有給休暇
の経過措置

附則
第百三十五条 　六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一
日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に
掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げ
る字句とする。
　四年 六労働日 五労働日
　五年 八労働日 六労働日
　六年 十労働日 七労働日
　七年 十労働日 八労働日
　八年 十労働日 九労働日
②　六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十
三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一
日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲
げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
　五年 八労働日 七労働日
　六年 十労働日 八労働日
　七年 十労働日 九労働日
③　前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。

医師法 絶対的欠格事
由

第三条 　未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

厚生年金保険
法等の一部を
改正する法律
（昭和48年法
律第92号）

経過措置

附則
第十三条
　第四条の規定の施行の日（以下この項において「施行日」という。）において二十歳をこえ七十歳未満である者が、障害認定日（国
民年金法第三十条第一項に規定する障害認定日をいう。以下この条において同じ。）が施行日前である傷病（初診日において同法第七
条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。）により、施行日において同法別表に定める程度の廃疾の
状態にあるときは、第四条の規定による改正後の同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給
する。
２　前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日（同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日）以後である
傷病により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である
傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日
以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る障害認定日の前日において次の各号のい
ずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において五十歳をこ
えた者）については、この限りでない。
一　初診日において国民年金の被保険者であつた者については、国民年金法第五十六条第一項各号のいずれかに該当したこと。
二　初診日において国民年金の被保険者でなかつた者については、国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要
件に該当したこと。
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国民年金法 被保険者の資
格

第七条 　次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 　日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの（被用者年金各法に基
づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの（以下「被用
者年金各法に基づく老齢給付等」という。）を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。）
二 　被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者（以下「第二号被保険者」という。）
三 　第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの（第二号被保険者である者を除く。
以下「被扶養配偶者」という。）のうち二十歳以上六十歳未満のもの（以下「第三号被保険者」という。）
２ 　前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定め
る。
３ 　前項の認定については、行政手続法 （平成五年法律第八十八号）第三章 （第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用し
ない。

国民年金法 資格取得の時
期

第八条 　前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までの
いずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者につい
ては同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 　二十歳に達したとき。
二 　日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 　被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四 　被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
五 　被扶養配偶者となつたとき

国民年金法
二十歳前障害
への障害基礎
年金の支給

第三十条の四 　疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは
二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害
の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
２ 　疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者（同日において被保険者でなかつた者に限る。）が、障
害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後
において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき
は、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
３ 　第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。

115 / 190 ページ



国民年金法
子がある場合
の障害基礎年
金の額

第三十三条の二 　障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子（十八歳
に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。）が
あるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率（第二十七条の三及び第
二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。）を乗じて得た額（そのうち二人まで
については、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り
捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。）を加算した額とする。
２ 　受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がそ
の権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改
定する。
３ 　第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当す
るに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 　死亡したとき。
二 　受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 　婚姻をしたとき。
四 　受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五 　離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六 　十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 　障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三
月三十一日までの間にあるときを除く。
八 　二十歳に達したとき。
４ 　第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の
状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

国民年金法 遺族の範囲

第三十七条の二 　遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子（以下単に「妻」又
は「子」という。）であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に
該当したものとする。
一 　妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当す
る子と生計を同じくすること。
二 　子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害
の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
２ 　被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつ
て、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡
の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
３ 　第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で
定める。
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国民年金法
妻に支給する
遺族基礎年金
の額

第三十九条 　妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した
当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率（第
二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。）を乗じて得た額
（そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。）を加算した額とする。
２ 　妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、妻がそ
の権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日
の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
３ 　妻に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人
又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つ
た子の数に応じて、年金額を改定する。
一 　死亡したとき。
二 　婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしたとき。
三 　妻以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）となつたとき。
四 　離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五 　妻と生計を同じくしなくなつたとき。
六 　十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 　障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三
月三十一日までの間にあるときを除く。
八 　二十歳に達したとき

国民年金法 遺族基礎年金
の失権

第四十条 　遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 　死亡したとき。
二 　婚姻をしたとき。
三 　養子となつたとき（直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。）。
２ 　妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはそ
の子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第三項各号のいずれかに該当する
に至つたときは、消滅する。
３ 　子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき
は、消滅する。
一 　離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 　十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 　障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三
月三十一日までの間にあるときを除く。
四 　二十歳に達したとき。
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国民年金法 任意加入被保
険者

附則
第五条 　次の各号のいずれかに該当する者（第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。）は、第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官
に申し出て、被保険者となることができる。
一 　日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第
一項に規定する政令で定める者であるもの
二 　日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 　日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
２ 　前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
３ 　第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があつた場合に準用する。
４ 　第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
５ 　第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格
を喪失する。
一 　六十五歳に達したとき。
二 　被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
三 　前項の申出が受理されたとき。
四 　第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
６ 　第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の
翌日（第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日）に、被
保険者の資格を喪失する。
一 　日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二 　被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたと
き。
三 　被扶養配偶者となつたとき。
四 　保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
７ 　第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当す
るに至つた日の翌日（同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日）に、被保険者の資格を喪失する。
８ 　第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに
至つた日の翌日（その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日）に、被保険者の資格を喪失する。
一 　日本国内に住所を有するに至つたとき。
二 　日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三 　被扶養配偶者となつたとき（六十歳未満であるときに限る。）。
四 　保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
９ 　第一項の規定による被保険者は、第八十四条第一項及び第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者
としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から
第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
１０ 　第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。
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国民年金法等
の一部を改正
する法律（平
成元年法律第
86号）

国民年金の被
保険者期間の
特例

附則
第四条
　改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した期間（同項第二号又は第三号に該当した期間及び改正前の国民年金法附則第五
条第一項の規定による被保険者であった期間並びに二十歳未満であった期間及び六十歳以上であった期間を除く。）を有する者に係る
当該期間は、改正後の国民年金法第十条第一項の規定を適用する場合にあっては、国民年金の被保険者期間に、改正後の国民年金法附
則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に、それぞれ算入する。
２　前項の規定により国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入される期間の計算については、改正後の国民年金法第十一条の
規定の例による。
３　改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者（同号ロに該当しない者に限る。）であって、改正前の国民年金法附則第
五条第一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附
則第五条第一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金
法第五条第二項に規定する保険料納付済期間であった期間は改正後の国民年金法第五条第二項の規定による保険料納付済期間と、改正
前の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料
に係る保険料納付済期間とみなす。

国民年金法等
の一部を改正
する法律（平
成６年法律第
95号）

施行期日等

附則
第一条
　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一　第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える
改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第
十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定　公布の日から起算して二十日を経過した日
二　第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定（「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を
「子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。）」
に改める部分に限る。）、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五
条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定（厚生年金保険法第百三
十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定（同法附則第十一条の五に係る部分に限る。）及び同法附則第十三条の二の
次に一条を加える改正規定を除く。）、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改
正規定（「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。）、第九条の規定、第十一条の規定（国民年金
法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。）、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第
三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、
第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定　平成七年四
月一日
三　第一条中国民年金法第三十六条の三第一項の改正規定及び附則第五条の規定　平成七年八月一日
五　第四条の規定及び第十一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第二十五条
及び第二十六条の規定　平成十年四月一日

２　次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一　第一条の規定（国民年金法第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子
（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。）」に改
める改正規定を除く。）による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一
項及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附
則第九条の規定、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第八条の規定（厚生年金保険法等の一部
を改正する法律附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える改正規定を除く。）による改
正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定、第十条の規定による改正後の国民年金等の一部を改正する法律附則第十四
条、附則第三十二条第二項、附則第五十九条、附則第六十条、附則第七十八条第二項及び附則第八十七条第三項の規定、第十七条の規定による改正
後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第十八条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条及び第
二十六条の三の規定並びに附則第十七条の規定　平成六年十月一日
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国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和60年法律第
34号）

二十歳未満の
自営業者等の
取扱い

附則
第四条
　国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮し
て、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和60年法律第
34号）

国民年金の被
保険者期間等
の特例

附則
第八条
　施行日前の国民年金の被保険者期間（他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。
以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。）は、国民年金法の適用については、第
一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に
規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの（他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この
条において「旧保険料納付済期間」という。）は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの
（他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。）は保険料
免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二
の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
２　次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの（第五項第四号の二及び第七号の
二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。）は、国
民年金法第十条第一項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第二十六条（同法第三十七条第四号において
適用する場合を含む。）並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、保険料
納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の
計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納
付済期間とみなす。
一　厚生年金保険の被保険者期間（附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみ
なされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。）
二　国家公務員共済組合の組合員期間（他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るも
の、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。）
三　地方公務員共済組合の組合員期間（他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るも
の、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。）
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四　私立学校教職員共済による加入者期間（他の法令の規定により私立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るもの
を含む。）
３　前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間（同項第一号に掲げる被保険者期間の計算につ
いて附則第四十七条第二項若しくは第三項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改
正法」という。）附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間
とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場
合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共
済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。）は、国民年
金法第二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
４　当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前
の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法
附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、同法第五条第二項の規定にかかわらず、保
険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
５　次の各号に掲げる期間は、国民年金法第十条第一項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第九条第一項の
規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
一　旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたた
め、国民年金の被保険者とならなかつた期間
二　旧国民年金法第十条第一項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
三　通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの

四　昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間（旧通則法第四条第二項に規定するもの（他の法令の規定により
同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。）を除く。第五号において同じ。）を有しない者が、施行日以後に保険料納付
済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期
間に係るもの
四の二　第二項各号（第一号を除く。）に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合（以下単に「共
済組合」という。）が支給する退職年金（同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。）又は減額退職年金（同
日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。）の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一
日以後の期間に係るもの
五　通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第二項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のもので
あつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの
六　施行日前の第二項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に
係るもの（昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。）
七　施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金（通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律
（昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。）附則第九条又は第十五条の規定、厚生年金保険法の一部を改
正する法律（昭和四十年法律第百四号）附則第十七条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百五号。附則第
四十七条第一項において「法律第百五号」という。）附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。）の支給を受けた者が、施行日か
ら六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金
の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係る
もの　共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号（第一号を除く。）に掲げる期間の
うち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの（第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。）
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七の二　共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号（第一号を除く。）に掲げる期間
のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの（第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。）
八　国会議員であつた期間（六十歳以上であつた期間に係るものを除く。）のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十
一日までの期間に係るもの（第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び前号に掲げる期間を除
く。）
九　日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間（二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達島た日の属す
る月以後の期間に係るものを除く。）のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの（第三項に規定する第二
項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。）
十　昭和三十六年五月一日以後国籍法（昭和二十五年法律第百四十七号）の規定により日本の国籍を取得した者（二十歳に達した日の
翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。）その他政令で定める者の日本国内に住所を有してい
た期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律（昭和五十六年法律第八
十六号）による改正前の国民年金法第七条第一項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間（二十歳に達した日の
属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四
号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。）
十一　前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間（二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除
く。）のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日（同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定
める日）までの期間に係るもの（国民年金の被保険者期間、第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第
七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。）

６　前項各号（第三号から第六号までを除く。）に掲げる期間の計算については、新国民年金法第十一条の規定の例による。
７　第五項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当
該期間の計算については、旧通法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
８　附則第十八条第一項並びに国民年金法第十条第一項及び第二十六条（同法第三十七条第四号、附則第九条の二第一項及び第九条の
二の二第一項において適用する場合を含む。）並びに同法附則第九条第一項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保
険者等（第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項に
おいて同じ。）若しくは新船員組合員（昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十
年地方公務員共済改相法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。）である国民年金の被保険
者であつた期間又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規
定する新船員組合員（以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。）であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金
の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これらの規定
によつて計算した期間の五分の六を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合におい
て、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別（同一の月
において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別）の国民年金
の被保険者であつた月とみなす。

122 / 190 ページ



９　第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第五項第三号から第六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書
（同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含
む。）並びに第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合にお
いて、同一の月が同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第五項第三号から第六号までに掲げる期間の基礎とな
つているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみ
なす。
１０　前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合に
おける当該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号
に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
１１　厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき（新厚生年
金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一
条ノ二ただし書に該当するときを除く。）は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、
当該被保険者期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、
第九項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間（旧保険料納付済期間を含む。）及び保
険料免除期間（旧保険料免除期間を含む。）以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
１２　平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第七条の三に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるの
は、「月前における直近の基準月（一月、四月、七月及び十月をいう。）の前月とする。

国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和60年法律第
34号）

障害基礎年金
の支給要件の
特例

附則
第二十三条
　疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新国民年金法
第三十条から第三十条の四までの規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
２　初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病が治らないで、昭和三十九年八月一日において旧国民年金法別表に定める程度の障害
の状態になかつた者が、施行日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて新国民年金法第三十条第二項に規定す
る障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害
基礎年金を支給する。ただし、初診日において二十歳未満であつた者及び昭和三十四年十一月一日以後におけるその初診日において旧
国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
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国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和60年法律第
34号）

老齢厚生年金
の額の計算の
特例

附則
第五十九条
　附則別表第七の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第四十三条第一項（同法第四十四条第一項、第四十四条の三第四項及び
平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の
厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合
（同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。）を含む。）及び同法附則第九条の二第二項（同法附則第九条の三第一項及び
第三項（同条第五項においてその例による場合を含む。）並びに第九条の四第一項（同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の
四第二項においてその例による場合を含む。）及び第四項（同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。）並びに平
成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。）
並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号（老齢厚生年金及び遺族厚生年金（厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当
することにより支給されるものに限る。）の額を計算する場合に限る。）中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄の
ように読み替えるものとする。
２　老齢厚生年金（厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生
年金を除く。）の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一
項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一　千六百二十八円に改定率を乗じて得た額（その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端
数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。）に厚生年金保険の被保険者期間（附則第四十七条第一項の規定又は他の法
令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。）の月数（当該
月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。）を乗じて得た額

二　国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
　　イ　厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの（当該被保険者期間の計算について附則第四
十七条第二項から第四項まで又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないもの
として計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその
他政令で定める期間に係るものを除く。）の月数
　　ロ　附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
３　附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号（同法附則第九条の三第
一項及び第三項（同条第五項においてその例による場合を含む。）並びに第九条の四第一項（同法附則第二十八条の三第二項及び第二
十八条の四第二項においてその例による場合を含む。）及び第四項（同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。）
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を
含む。次項において同じ。）中「切り上げるものとする。）」とあるのは、「切り上げるものとする。）に政令で定める率を乗じて得
た額」とする。
４　前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附
則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得
た額（その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上
げるものとする。）が三千五十三円に改定率を乗じて得た額（その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以
上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。）から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額（その額に五
十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとす
る。）までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
５　第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあ
るのは、「国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第五十九条第二項の規定」とする
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国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和60年法律第
34号）

経過措置

附則
第九十七条
　施行日の前日において二十歳以上であり、かつ、施行日において現に第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律（以下この条から附則第九十九条の三までにおいて「旧法」という。）第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している
者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものには、引き続き当該支給要件に該当する間に限つて、
附則第九十九条の規定を適用する場合及び次項に定める事項を除き、なお従前の例により旧法による福祉手当を支給する。
２　附則第九十五条並びに児童扶養手当法第五条の二並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条ただし書（労働者災害補
償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第五十九条第六項、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）附則第十一項及
び地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）附則第五条の三第四項において適用される場合を含む。）、第十八条、第
十九条の二、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定は、前項の規定により支給する旧法による福祉手当について準用す
る。

国民年金法の
一部を改正す
る法律（昭和
41年法律第92
号）

障害年金の支
給要件に関す
る経過措置

附則
第三条
　疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であるその傷病に
より、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第一項の
規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、昭和四十一年十二月一日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取
得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の障害の状態（この法律によ
る改正前の同表に定める程度の障害の状態を除く。）にある場合に限る。
一　この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当したこと。
二　初診日において被保険者であり、かつ、廃疾認定日の前日において次のいずれかに該当したこと。
　　イ　廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が五年以上であること。
　　ロ　廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち
最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
　　ハ　廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち
最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。
２　初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者（二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において
第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者を除く。）が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した
場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、同日に
おいて前後の障害を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条
第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

３　昭和十六年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者）については、前項中「二十歳に達する
日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
４　疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、この法律による改正前の第三十条第一項第一
号の要件に該当した者は、この法律による改正後の第三十条の規定の適用については、同条第一項各号の要件に該当しない場合におい
ても、これに該当するものとみなす
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国民年金法の
一部を改正す
る法律（昭和
41年法律第92
号）

母子年金及び
準母子年金の
支給要件にす
る経過措置

附則
第四条
　夫（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の死亡日において被保険者であり、次の各号
のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。以下同じ。）であつて、附則第二条第二項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつ
て十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの（夫の死亡の当時夫によつ
て生計を維持した者に限る。）と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第三十七条第一項の規定にかかわらず、その者に
同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の受給権者であつたことがある妻については、同日において夫又は妻の子であつてこの
法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態（この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。）にあり、か
つ、十八歳以上二十歳未満であるもの（夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。）と生計を同じくする場合に限る。
一　死亡日の前日においてこの法律による改正前の第三十七条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当したこと。
二　死亡日の前日において次のいずれかに該当したこと。
イ　死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三
年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
ロ　死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一
年間が保険料納付済期間で満たされていること。
２　前項の規定は、妻が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一　妻が、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしているとき。
二　妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下
同じ。）となつているとき（夫の死亡後に養子となつた場合に限る。）。

三　妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき（その子のすべてが、夫の
死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
３　夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第一項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その
死亡者によつて生計を維持した女子（附則第二条第二項に規定する祖母又は姉を除く。）が、昭和四十一年十二月一日において第四十
一条の二第二項に規定する準母子状態（同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の
別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。）にあるときは、この法律による改正後の第四十一条の二第一項の規定にかかわら
ず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の受給権者であつたことがある女子については、同日において、孫又
は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態（この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除
く。）にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの（死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。）と生計を同
じくする場合に限る。
４　前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一　女子が、現に婚姻をしているとき。
二　女子が現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき（その孫又は
弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
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国民年金法の
一部を改正す
る法律（昭和
41年法律第92
号）

遺児年金の支
給要件に関す
る経過措置

附則
第五条
　死亡日において被保険者であり、かつ、前条第一項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持し
た子（当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。）が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか
又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第四十二条本文の規
定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたこ
とがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態（この法律による改正前の同表に定める
程度の廃疾の状態を除く。）にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。
２　前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一　現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき（父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
二　現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
三　現に母又は父と生計を同じくしているとき。
３　第一項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十一年十二月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を
有するものがあるときは、昭和四十二年一月から、その子の遺児年金の額を第四十四条第一項に規定する額に改定する。
４　第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十一年十二月一日前に第五十二条の二の規定による
死亡一時金の請求をした場合においても、なお第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
５　前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払
とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

国民年金法の
一部を改正す
る法律（昭和
41年法律第92
号）

障害福祉年金
の支給要件に
関する経過措
置

附則
第九条
　明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者（昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳
未満である者）が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病（初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれ
かに該当した者のその傷病を除く。）により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の障害の状態に
あるときは、この法律による改正後の第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の災害福祉年金を支給する。ただし、
初診日が昭和三十六年四月一日（同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。）以
後である二以上の傷病により障害の状態にある者（明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において五十歳を
こえた者）を除く。）であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の
廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
２　前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号の
いずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して
同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、
かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日
において五十歳をこえた者）については、この限りでない。
一　初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る初診日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
イ　初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
ロ　初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
二　初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る廃疾認定日の前日において、次のいずれかに該当したこと。
イ　初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いた
ものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
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ロ　初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がない
こと。
ハ　初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。
３　附則第三条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、附則第三条第一項ただし書中「同表に定める
程度の障害」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の障害」と読み替えるものとする。
４　疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前
の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しなかつた者（初診日において被保険者であつた者に限る。）は、この法律による改正後の
第五十六条の規定の適用については、当該傷病に係る障害認定日の前日において同条第一項各号のいずれの要件に該当しない場合にお
いても、これに該当するものとみなす。

国民年金法の
一部を改正す
る法律（昭和
41年法律第92
号）

母子福祉年金
及び準母子福
祉年金の支給
要件に関する
経過措置

附則
第十条
　夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻（附則第六条第二項に規定する妻を除く。）であつて、昭和二十一年十二月一日以前に
生まれたもの（昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者）が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの
法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態（この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾
の状態を除く。次項において同じ。）にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの（夫の死亡の当時夫によつて生計を維持
した者に限る。）と生計を同じくするときは、第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　妻が、現に婚姻をしているとき。
二　妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（夫の死亡後に養子となつた場合に限る。）
三　妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき（その子のすべてが、夫の
死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
２　夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子（附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除
く。）であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの（昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者）が、昭和四十一
年十二月一日において第六十四条の三第二項に規定する準母子状態（同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定
める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。）にあるときは、この法律による改正後の同条
第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限
りでない。
一　女子が、現に婚姻をしているとき。
二　女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき（その孫又は
弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。

３　前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の
各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日に
おいて五十歳をこえた者）については、この限りでない。
一　死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。
イ　死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険
料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。
ロ　死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。
二　死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当した
こと。
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国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和38年法
律第150号）

母子福祉年金
支給の特例

附則
４　夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において二十歳をこえるもの（前項に規定する妻を除
く。）が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了
後で二十歳未満であるもの（夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。）と生計を同じくするときは、この法律による改正
後の国民年金法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに
該当するときは、この限りでない。
一　妻が、現に婚姻をしているとき。
二　妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（夫の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき（その子のすべてが、夫の
死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。

国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和38年法
律第150号）

準母子福祉年
金支給の特例

附則
５　夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において
二十歳をこえるもの（附則第三項に規定する祖母又は姉を除く。）が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の国民年金法第
六十四条の三第二項に規定する準母子状態（同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。）にあるときは、同条
第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限
りでない。
一　祖母又は姉が、現に婚姻をしているとき。
二　祖母又は姉が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限
る。）。
三　祖母又は姉と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか又は祖母又は姉以外の者の養子となつているとき
（その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。

国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和38年法
律第150号）

児童扶養手当
額改定の特例

附則
１５　この法律の施行の際現に手当の支給を受けている者が二十歳未満で児童扶養手当法別表第一号から第八号までに定める程度の廃
疾の状態又は内科的疾患に基づかない同表第九号に定める程度の廃疾の状態にある者（この法律による改正前の同法第三条第一項に規
定する児童を除く。）を監護し、又は養育している場合における手当の額の改定は、その者が、この法律の施行の日から起算して一箇
月以内に、改定後の額につき認定の請求をしたときは、同法第八条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月の翌月
から行なう。
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国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和39年法
律第87号）

障害年金の支
給要件に関す
る経過措置

附則
第二条
　疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたそ
の傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態（この法律による改正前の同法別表に定める
程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。）にあるときは、この法律による改正後の同法第三十条第一項本文の規定にかかわらず、その者
に同条の障害年金を支給する。
２　初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した
場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和三十九年八月一日前になおり、かつ、同日
において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、同法第三十条第二項本文の
規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第
七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
３　昭和十六年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者）については、前項中「二十歳に達する
日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和39年法
律第87号）

母子年金及び
準母子年金の
支給要件に関
する経過措置

附則
第四条
　夫の死亡日の前日において国民年金法第三十七条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻
（前条に規定する妻を除く。）が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程
度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの（夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。）と生計を同
じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれか
に該当するときは、この限りでない。
一　妻が、現に婚姻をしているとき。
二　妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（夫の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき（その子のすべてが、夫の
死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
２　夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死
亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子（前条に規定する祖母又は姉を除く。）が、昭和三十九年八月一日において同法第四
十一条の二第二項に規定する準母子状態（同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態
にある十八歳以上である者に限る。）にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。た
だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　女子が現に婚姻をしているとき。
二　女子が現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき（その孫又は
弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
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国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和39年法
律第87号）

遺児年金の支
給要件に関す
る経過措置

附則
第五条
　国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和三十九年八月一日
においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の
規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　現に婚姻をしているか又は養子となつているとき（父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
二　現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
三　現に母又は父と生計を同じくしているとき。
２　前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和三十九年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有す
るものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
３　第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和三十九年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規
定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
４　前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払
とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。

国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和39年法
律第87号）

障害福祉年金
の支給要件に
関する経過措
置

附則
第六条
　明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者（昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満であ
る者）が、昭和三十九年八月一日前になおつた傷病（初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当
した者のその傷病を除く。）により、同日においてこの法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態（この
法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項を除き、以下同じ。）にあるときは、同法第五十
六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日（同日におい
て二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日）以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病
による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限
りでない。
２　明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者（昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満で
ある者）が、昭和三十九年八月一日において、初診日が昭和三十六年七月三十一日以前である傷病（初診日において国民年金法第七条
第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。）でなおらないもの（その症状が固定し治療の効果が期待で
きない状態に至つた傷病を除く。）があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に
あるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六
年四月一日（同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日）以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者
であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にある
ものについては、この限りでない。

３　前二項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日（同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日）以後であ
る傷病により、又は初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して前二項に規定する廃
疾の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第五十六
条第一項第二号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年
四月一日において五十歳をこえた者）については、この限りでない。
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国民年金法及
び児童扶養手
当法の一部を
改正する法律
（昭和39年法
律第87号）

母子福祉年金
及び準母子福
祉年金の支給
要件に関する
経過措置

附則
第八条
　夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻（前条に規定する妻を除く。）であつて昭和十九年八月一日以前に生まれたもの（昭和
三十九年八月一日において二十歳をこえる者）が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民
年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの（夫の死亡の当時夫によ
つて生計を維持した者に限る。）と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福
祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　妻が、現に婚姻をしているとき。
二　妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（夫の死亡後に養子となつた場合に限る。）
三　妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき（その子のすべてが、夫の
死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）
２　夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子（前条に規定する祖母又は姉を除く。）であつ
て、昭和十九年八月一日以前に生まれたもの（昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者）が、昭和三十九年八月一日において
国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態（同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一
級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。）にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわら
ず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　女子が、現に婚姻をしているとき。
二　女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき（その孫又は
弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。

３　前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者で
あつた者であつて、その死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第二号にそれぞれ該当し
なかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において五十歳
をこえた者）については、この限りでない。

国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和40年法律第
93号）

障害年金の支
給要件に関す
る経過措置

附則
第二条
　初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場
合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十年八月一日前であり、
かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態（この法律による改正前の同法
別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。）にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障
害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのい
ずれかに該当した者については、この限りでない。
２　昭和十六年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者）については、前項中「二十歳に達する
日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
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国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和40年法律第
93号）

母子年金及び
準母子年金の
支給要件に関
する経過措置

附則
第四条
　夫（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の死亡日の前日において国民年金法第三十七
条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含む。以下同じ。）であつて前条に規定する妻以外のものが、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法
律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの（夫の死亡の当時夫によつて生
計を維持した者に限る。）と生計を同じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支
給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　妻が、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしているとき。
二　妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下
同じ。）となつているとき（夫の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき（その子のすべてが、夫の
死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
２　夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死
亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子（前条に規定する祖母又は姉を除く。）が、昭和四十年八月一日において同法第四十
一条の二第二項に規定する準母子状態（同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態に
あり、かつ、十八歳以上である者に限る。）にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給す
る。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　女子が、現に婚姻をしているとき。
二　女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。）
三　女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき（その孫又は
弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）

国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和40年法律第
93号）

遺児年金の支
給要件に関す
る経過措置

附則
第五条
　国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和四十年八月一日に
おいてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規
定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　現に婚姻をしているか又は養子となつているとき（父又は母の死亡日に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）
二　現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
三　現に母又は父と生計を同じくしているとき。
２　前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有する
ものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
３　第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定
による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
４　前項の場合において、その子が遺児年金を請求をしたときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内
払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
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国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和40年法律第
93号）

障害福祉年金
の支給要件に
関する経過措
置

附則
第八条
　明治二十八年八月三日から昭和二十年八月一日までの間に生まれた者（昭和四十年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である
者）が、障害認定日が昭和四十年八月一日前である傷病（初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに
該当した者のその傷病を除く。）により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態に
あるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六
年四月一日（同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日）以後である二以上の傷病により障害の状態にある者
であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にある
ものについては、この限りでない。
２　前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日（同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日）前である傷
病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以
後である傷病に係る障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したもの
であるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者）
については、この限りでない。
一　被保険者であつた者については、初診日の前日において国民年金法第五十六条第一項第二号に該当しなかつたこと。
二　被保険者でなかつた者については、初診日の前日において国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に
該当したこと。

国民年金法等
の一部を改正
する法律（昭
和40年法律第
93号）

母子福祉年金
及び準母子福
祉年金の支給
要件に関する
経過措置

附則
第九条
　夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻（附則第六条第二項に規定する妻を除く。）であつて、昭和二十年八月一日以前に生ま
れたもの（昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者）が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改
正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの（夫の死亡の
当時夫によつて生計を維持した者に限る。）と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同
条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　妻が、現に婚姻をしているとき。
二　妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（夫の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき（その子のすべてが、夫の
死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）。
２　夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子（附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除
く。）であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの（昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者）が、昭和四十年八月一日
において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態（同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に
定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。）にあるときは、同条第一項本文の規定にか
かわらず、その者に同条準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一　女子が、現に婚姻をしているとき。
二　女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき（その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。）。
三　女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき（その孫又は
弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。）
３　前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の
要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者（昭和三十六年四月一日において
五十歳をこえた者）については、この限りでない。
一　被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第
二号にそれぞれ該当しなかつたこと。
二　被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支
給要件に該当したこと。
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歯科医師法 絶対的欠格事
由

第三条 　未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

職業安定法
有料職業紹介
事業の許可の
欠格事由

第三十二条 　厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許
可をしてはならない。
一 　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて命令で定めるもの若しくは暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）の規定（同法第四十八条 の規定を除く。）により、若しくは刑法
（明治四十年法律第四十五号）第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の
罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪若しくは出入国管理及び難民認定法 （昭和二十六年政令第三百十
九号）第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
た日から起算して五年を経過しない者
二 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三 　第三十二条の九第一項（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当
該取消しの日から起算して五年を経過しない者
四 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
五 　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

職業安定法 職業紹介責任
者

第三十二条の十四　有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところによ
り、第三十二条第一号から第三号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
一　求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
二　求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
三　求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関する
こと
四　職業安定機関との連絡調整に関すること。

中小企業退職
金共済法

未成年者の独
立請求 第十九条　未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。

難民の地位に
関する条約等
への加入に伴
う出入国管理
令その他関係
法律の整備に
関する法律

経過措置

附則
４　施行日においてこの法律による改正後の国民年金法第七条の規定に該当している者（日本国民である者を除く。）についてのこの
法律による改正後の同法第八条の規定の適用については、同条中「二十歳に達した日又は日本国内に住所を有するに至つた日」とある
のは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。

薬剤師法 絶対的欠格事
由

第四条 　未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
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労働者派遣事
業の適正な運
営の確保及び
派遣労働者の
就業条件の整
備等に関する
法律

一般労働者派
遣事業の許可
の欠格事由

第六条 　次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定（次号に規定する規定を除く。）であつて政令で
定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）の規定（同法第四十八条 の規定を
除く。）により、若しくは刑法 （明治四十年法律第四十五号）第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十
二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪若しくは出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二 　健康保険法 （大正十一年法律第七十号）第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法 （昭和十四
年法律第七十三号）第六十八条 、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働者災害補償保険法 （昭和二十二年法律第五十号）第
五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 （同法第五十一条 前段の規定に係る部分に限る。）、厚生年金保険法 （昭和二十九年法律
第百十五号）第百二条第一項 、第百三条の二、第百四条第一項（同法第百二条第一項 若しくは第百三条の二 の規定に係る部分に限
る。）、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条（同法第百八十二条第一項 若しくは第二項 の規定に係る部分に限
る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 （同
法第四十六条 前段の規定に係る部分に限る。）又は雇用保険法 （昭和四十九年法律第百十六号）第八十三条 若しくは第八十六条
（同法第八十三条 の規定に係る部分に限る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なつた日から起算して五年を経過しない者
三 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四 　第十四条第一項（第一号を除く。）の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を
経過しない者
五 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

労働者派遣事
業の適正な運
営の確保及び
派遣労働者の
就業条件の整
備等に関する
法律

派遣元責任者

第三十六条　派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号か
ら第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一　第三十二条、第三十四条、第三十五条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。
二　当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三　当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四　当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五　当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連
絡調整を行うこと。
六　前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
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法律 項目 根拠条文

漁業法 欠格者
第八十七条　左の各号の一に該当するものは、選挙権及び被選挙権を有しない。
一　二十年未満の者
[※備考：上記の「選挙権及び被選挙権」とは、海区漁業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権のことである。]

競馬法 勝馬投票券の
購入等の制限 第二十八条　未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

農業委員会等
に関する法律

委員の選挙
権、被選挙権
等

第八条　農業委員会の区域内に住所を有する左に掲げる者で年齢二十年以上のものは、当該農業委員会の選挙による委員の選挙権及び
被選挙権を有する。
一　都府県にあつては十アール、北海道にあつては三十アール以上の農地につき耕作の業務を営む者
二　前号の者の同居の親族又はその配偶者（その耕作に従事する日数が農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者
を除く。）
三　第一号に規定する面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人（農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。）の組
合員、社員又は株主（その耕作に従事する日数が前号の農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者を除く。）

遊漁船業の適
正化に関する
法律

登録の申請

第四条　前条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。以下「遊漁船業者の登録」という。）を受けようとする者は、次に掲げ
る事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
四　未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所
２　前項の申請書には、遊漁船業者の登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他農
林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

遊漁船業の適
正化に関する
法律

登録の拒否

第六条
　都道府県知事は、遊漁船業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類の
うちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
六　遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

獣医師法 免許を与えな
い場合

第四条　次の各号のいずれかに該当する者には、前条の免許を与えない。
　　　　　　1．未成年者
　　　　　　2．成年被後見人又は被保佐人

獣医師法
免許の取得し
及び業務の停
止

第八条　獣医師が第四条各号の一に該当するとき、又は獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなけれ
ばならない。

【農林水産省】
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法律 項目 根拠条文

アルコール事
業法 製造の許可

第三条　アルコールの製造（精製（アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することを
いう。以下同じ。）を含む。第十五条を除き、以下同じ。）を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならな
い。
２　前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出
しなければならない。
三　未成年者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。）又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人で
ある場合においては、その法定代理人（アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。）の氏名、商号又は名称及び住
所

アルコール事
業法 欠格条項

第五条　次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。
六　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人（アルコールの製造に係る事業に関し代理権を
有する者に限る。）が前各号のいずれかに該当するもの

アルコール事
業法 輸入の許可

第十六条　アルコールの輸入を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出
しなければならない。
三　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（アルコールの輸入に係る事業に
関し代理権を有する者に限る。）の氏名、商号又は名称及び住所

アルコール事
業法 販売の許可

第二十一条　アルコール（特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。）の販売を業として行おうとする者は、経済産
業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合
は、この限りでない。
２　前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出
しなければならない。
三　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（アルコールの販売に係る事業に
関し代理権を有する者に限る。）の氏名、商号又は名称及び住所

アルコール事
業法 使用の許可

第二十六条　アルコール（特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。）を工業用に使用しようとする者は、経済産業
大臣の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出
しなければならない。
三　未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人（アルコールの使用に関し代理権
を有する者に限る。）の氏名、商号又は名称及び住所

意匠法 特許法の準用

第六十八条
２　特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百
九十四条（手続）の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

【経済産業省】
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工業所有権に
関する手続等
の特例に関す
る法律

特許法の準用
等

第四十一条
２　特許法第七条、第八条、第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第三項（第三号を除く。）及び第四項、第十八条第一
項、第十八条の二から第二十一条まで並びに第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　 特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

使用済自動車
の再資源化等
に関する法律

登録の申請
第四十三条　前条第一項の登録を受けようとする者（以下「引取業登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を都
道府県知事に提出しなければならない。
四　未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

使用済自動車
の再資源化等
に関する法律

登録の拒否

第四十五条　都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号
に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を
及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要
な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
六　引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

使用済自動車
の再資源化等
に関する法律

登録の申請
第五十四条　前条第一項の登録を受けようとする者（以下「フロン類回収業登録申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申
請書を都道府県知事に提出しなければならない。
四　未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

使用済自動車
の再資源化等
に関する法律

登録の拒否

第五十六条　都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一
項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに
足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につい
て虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二　この法律、フロン類回収破壊法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三　第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四　フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三
十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五　第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六　フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
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使用済自動車
の再資源化等
に関する法律

許可の申請
第六十一条　前条第一項の許可を受けようとする者（以下「解体業許可申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を都
道府県知事に提出しなければならない。
四　未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

使用済自動車
の再資源化等
に関する法律

許可の基準

第六十二条　都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許
可をしてはならない。
二　解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ　禁錮（こ）以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ　この法律、廃棄物処理法、浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの
若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号。第三十一条
第七項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、
第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯し、罰金の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ　第六十六条（第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二（廃棄
物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、そ
の取消しの日から五年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五
年を経過しないものを含む。）
ホ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）
又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）
ト　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの

使用済自動車
の再資源化等
に関する法律

許可の申請
第六十八条　前条第一項の許可を受けようとする者（以下「破砕業許可申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を都
道府県知事に提出しなければならない。
五　未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

自転車競技法 車券 第九条　未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

自転車競技法 罰則
第五十九条　第九条又は第十条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は
譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者（その相手方が発売者であるときは、その発売
に係る行為をした者）は、五十万円以下の罰金に処する。

自転車競技法 罰則 第六十九条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条から第
五十九条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
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実用新案法 手続の補正

第二条の二
４　特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一　手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

実用新案法 特許法の準用

第二条の五
２　特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

商工会議所法 役員の任免

第三十五条 　会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員（会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を
行使する一人の者。以下本条において同じ。）のうちから選任し、又は解任する。
２ 　副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
３ 　専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
４ 　常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員（議員が法人その他の団体である場合は、第四十一条第五項の
議員の職務を行う者）のうちから選任し、又は解任する。
５ 　監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
６ 　理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
７ 　設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。
８ 　左の各号の一に該当する者は、前七項の役員になることができない。
一 　第十五条第二項第一号又は第二号に該当する者
二 　未成年者
三 　禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者

商工会法 役員の任免

第三十二条 　役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会にお
いて選任する。
２ 　次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 　成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの又は未成年者
二 　禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

商標法 特許法の準用

第七十七条
２　特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百
九十四条（手続）の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

商標法 特許法の準用

附則第二十七条
２　特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二
十四条まで並びに第百九十四条（手続）の規定は、書換登録に関する手続に準用する。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認
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商品取引所法 許可の基準及
び意見の聴取

第十五条　２　主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可を
してはならない。
一　発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ル　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまでのいずれかに該当するもの
ヲ　法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの

商品取引所法 欠格条件 第三十一条　第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者は、会員となることができない。

商品取引所法 役員の欠格条
件

第四十九条　第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。
２　会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

商品取引所法 許可の基準等
第八十条 ２　主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許
可をしてはならない。
一　許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。

商品取引所法
株式会社商品
取引所の取引
参加者

第八十二条
２　株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。

商品取引所法 認可基準

第百四十六条
２　主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可を
してはならない。
一　合併後の商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。

商品取引所法 許可の基準

第百六十九条
２　主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をして
はならない。
一　許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。

商品取引所法 役員の欠格条
件 第百七十二条　第四十九条の規定は、商品取引清算機関の役員について準用する。

商品取引所法 許可の基準
第百九十三条　主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許
可をしてはならない。
四　許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。

商品取引所法 外務員の登録
の拒否

第二百一条　主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類
のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
い。
一　第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者

142 / 190 ページ



商品取引所法 外務員につい
ての届出

第二百三条　商品取引員は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣
に届け出なければならない。
二　第十五条第二項第一号イからルまで（同号ニからリまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は商品取引所に相当
する外国の施設に係る部分に限る。）のいずれかに該当することとなつたとき。

商品取引所法 外務員の登録
の取消し等

第二百四条　主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各
号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずる
ことができる。
一　第十五条第二項第一号イからルまで（同号ニについては、第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る
部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。）のいずれかに該当することとなつたとき。

商品取引所法 合併の認可
第二百二十五条
４　主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一　合併後の会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

商品取引所法 新設分割の認
可

第二百二十六条
４　主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一　設立会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

商品取引所法 吸収分割の認
可

第二百二十七条
４　主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一　承継会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

商品取引所法 事業譲渡の認
可

第二百二十八条
４　主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一　譲受会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

商品取引所法 認可の基準

第二百四十八条　主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければ
ならない。
四　認可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
五　役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。

商品取引所法 役員の選任、
任期及び解任

第二百八十一条
４　第四十九条の規定は、委託者保護会員制法人の役員について準用する。

商品取引所法 許可の基準

第三百三十三条
２　主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可を
してはならない。
一　許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。
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商品取引所法 承継

第三百三十四条　第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割
（その事業の全部を承継させるものに限る。）があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場
合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。）、合併後存続す
る法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第一種特定施設開設者の地位を
承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは
分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第二項第一号イからヲまでに該当するときは、この限りでない。

商品取引所法 変更の許可等 第三百三十五条
４　第三百三十三条の規定は、第一項の許可について準用する

商品取引所法 許可の取消し
等

第三百四十条　主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期
間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二　第十五条第二項第一号イからヲまで（同号ニについては、第百九十条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分
並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。）のいずれかに該当することとなつたとき。

商品取引所法 許可の基準

第三百四十三条
２　主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可を
してはならない。
一　許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。

商品取引所法 準用

第三百四十五条　第三百三十四条から第三百三十八条まで、第三百四十条及び第三百四十一条の規定は、第二種特定施設開設者につい
て準用する。この場合において、第三百三十五条第一項中「第三百三十二条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第三百四十二条第
二項第三号又は第四号」と、同条第三項中「第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」とあるのは「第三百
四十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」と、同条第四項中「第三百三十三条」とあるのは「第三百四十三条」
と、第三百三十六条第一項及び第三百三十七条中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、第
三百四十条第一項第二号中「第三百四十二条第一項」とあるのは「第三百三十二条第一項」と、同項第三号中「第一種特定商品市場類
似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、同項第四号中「第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項」とあるの
は「第三百四十二条第一項又は第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項」と、同項第五号中「第一種特定商品市場類似
施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第三百三十三条第一項各号」とあるのは「第三百四十三条第一項各号」と、
第三百四十一条第一項中「第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第三号及び
第四号」と、「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と、同条第二項中「第一種特定施設開設者名
簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と読み替えるものとする。

商品取引所法 罰則
第三百六十一条　次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二　第二百三十二条第二項、第二百三十五条第二項、第二百三十六条、第三百四十条第一項（第三百四十五条において準用する場合を
含む。）又は第三百四十九条第十三項の規定による命令に違反した者

商品取引所法 罰則 第三百六十九条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
四　第二百三条又は第二百九十九条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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小型自動車競
走法 勝車投票券 第十条の二　未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

小型自動車競
走法 罰則

第二十七条　第十条の二又は第十一条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票
券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者（その相手方が発売者であるとき
は、その発売に係る行為をした者）は、五十万円以下の罰金に処する。

小型自動車競
走法 罰則 第二十七条の四　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十四条か

ら前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

特許協力条約
に基づく国際
出願等に関す
る法律

補正命令

第六条　特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命
じなければならない。
五　第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第七条第一項から第三
項までの規定（第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定）に違反していると
き。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

特許協力条約
に基づく国際
出願等に関す
る法律

代表者等

第十六条　二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除
き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
２　特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めると
ころにより、出願人の代表者を指定することができる。
３　代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の
規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならな
い。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

特許協力条約
に基づく国際
出願等に関す
る法律

特許法の準用

第十九条　特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一
条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則（以下「規則」とい
う。）に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

※特許法第七条：未成年者、成年被後見人等の手続をする能力
　特許法第十六条：手続をする能力がない場合の追認

145 / 190 ページ



特許法

未成年者、成
年被後見人等
の手続をする
能力

第七条 　未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律
行為をすることができるときは、この限りでない。
２ 　被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
３ 　法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
４ 　被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

特許法
手続をする能
力がない場合
の追認

第十六条 　未成年者（独立して法律行為をすることができる者を除く。）又は成年被後見人がした手続は、法定代理人（本人が手続
をする能力を取得したときは、本人）が追認することができる。
２ 　代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
３ 　被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
４ 　後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をす
る能力を取得した本人が追認することができる。

弁理士法 欠格事由

第八条 　次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。
（第一号～第八号略）
九 　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
（第十号略）
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法律 項目 根拠条文

海事代理士法 欠格事由
第三条　次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一　未成年者
二  成年被後見人又は被保佐人

貨物自動車運
送事業法

欠格事由
(一般貨物自動
車運送事業の
許可）

第五条　次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当す
るもの
四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
（参考）一号及び二号
一　一年以上の懲役又は禁錮（こ）の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二　一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法
人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の通知が到達した日（同条第
三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。）をいう。）前六十日以内にその法人の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職
権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。）であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。）

建設業法
欠格事由
（一般建設業
の許可）

第八条　国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか（許可の更新を受けようとする者にあつて
は、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか）に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について
虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
九　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
十　法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者（第
二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者について
はその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九
条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。）のある
もの
十一　個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者（第二号に該当
する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が
第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規
定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。）のあるもの
（参考）二号から八号
二　第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない
者
三　第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八
号）第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の
規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四　前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法
人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五　第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六　許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七　禁錮（こ）以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八　この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第三十一条第七項の規定を除く。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五
号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五
年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過
しない者

【国土交通省】
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建築基準法 欠格条項(指定
確認検査機関)

第七十七条の十九　次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
九　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十　その者の親会社等（その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同
じ。）が前各号のいずれかに該当する者

建築基準法

欠格条項（指
定構造計算適
合性判定機
関）

第七十七条の三十五の三　次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
九　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十　その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

建築基準法
欠格条項（指
定認定機関
等）

第七十七条の三十七　次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
五　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

建築基準法

欠格条項（建
築基準適合判
定資格者の登
録）

第七十七条の五十九　次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一　未成年者
二　成年被後見人又は被保佐人

建築基準法 死亡等の届出

第七十七条の六十一　建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判
定資格者が当該各号に該当するに至つた日（第一号の場合にあつては、その事実を知つた日）から三十日以内に、国土交通大臣にその
旨を届け出なければならない。
二　第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき　成年後見人又は保佐人

建築士法
絶対的欠格事
由（建築士の
免許）

第七条　次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
一　未成年者
二　成年被後見人又は被保佐人

建築士法
登録の拒否
（建築士事務
所）

第二十三条の四　都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記
載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
五　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
２　都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
二　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前号に該当するもの
（参考１）一項一号から四号
一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二　第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者
三　第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該登録を取り
消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して
五年を経過しないもの）
四　第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者（当該命令を受けた者が法人である場合においては、
当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの）
（参考２）二項一号
一　第八条各号のいずれかに該当する者
  ※第八条：相対的欠格事由

建築士法 監督処分（建
築士事務所）

第二十六条　都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取
り消さなければならない。
二　第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号（同号に規定する未成年者でその法定代理人が同項第四号に該当するものに係る部
分を除く。）、第六号（法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。）又は第七号のいずれかに該
当するに至つたとき。
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高齢者の居住
の安定確保に
関する法律

登録の拒否
（高齢者円滑
入居賃貸住
宅）

第七条　都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否しなければならない。
一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四　法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの
（参考）二号
　二 　第十四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者

高齢者の居住
の安定確保に
関する法律

欠格条項 （指
定登録機関）

第十八条　次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
五　法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

港湾運送事業
法 許可基準 

第六条
２ 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のい
ずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
四　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前三号のいずれかに該当す
る者であるもの
五　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
（参考）一号から三号
一 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二 　この法律、港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成
三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。）の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
五年を経過しない者
三 　港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを
受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職
権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。）として在任した者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。）

小型船造船業
法

登録の拒否
（小型船造船
業の登録）

第七条　国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定
設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。
三　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四　法人で、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
（参考）一号及び二号
一　この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二　第十七条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

国際観光ホテ
ル整備法

登録の拒否
（ホテルの登
録）

第六条 登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならな
い。
五　申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるとき。
六　申請者が法人である場合において、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。

自動車ターミ
ナル法

欠格事由
（自動車ター
ミナル事業の
許可）

第五条　次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当す
るもの
四 法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの
（参考）一号及び二号
一　一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二　自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
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船員の雇用の
促進に関する
特別措置法

指定（船員雇
用促進セン
ター）

第七条　国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業（以下「船
員雇用促進等事業」という。）を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等
事業を行う者として、指定することができる。
三　申請者の役員のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。

船員法 送還

第四十七条　船舶所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送
還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地（雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇
入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送還することのでき
るその他の地）まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。
一　第三十九条の規定により雇入契約が終了したとき。
二　第四十条第一号又は第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
三　第四十条第五号又は第四十一条第一項第三号の規定により船舶所有者又は船員が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外
の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
四　第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
五　第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
六　第四十三条第二項の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
七　雇入契約が期間の満了により船員の本国以外の地で終了したとき。
八　船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。

船員法 未成年者の行
為能力

第八十四条　未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

船員法 年少船員の就
業制限

第八十五条
２ 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を第八十一条第二項の国土交通省令の定める危険な船内作業又は国土交通省令の定める当該
船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。
３ 船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなけれ
ばならない。

船員法 年少船員の夜
間労働の禁止

第八十六条 　船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。
ただし、国土交通省令の定める場合においてこれと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、
この限りでない。
２　前項の規定は、第六十八条第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
３　第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。

船員法
附則（昭和二
二年一一月政
令二四七号）

第百四十四条　この法律施行前から引き続き年齢十五年未満の者を船員として、又は年齢十八年未満の者を石炭を運び若しくはたく作
業に従事する海員として使用するときは、第八十五条の規定は、これらの者については、この法律施行の日から六箇月間、これを適用
しない。

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

海技免許を与
えない場合

第六条　次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。
一　十八歳に満たない者

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

登録の要件等
（海技免許講
習の登録）

第十七条の二　国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表
の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるもの
であるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
　※別表第一（第十七条の二関係）では、条件を二十歳以上であること等とされている。
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船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

準用

第十七条の十七　第十七条の二及び第十七条の三の規定は海技免状更新講習並びに第七条の二第三項第三号の登録及びその更新につい
て、第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習
の実施に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替え
るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
　※別表第二　（第十七条の十七関係）では、条件を二十歳以上であること等とされている。

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

準用

第十七条の十九　第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、
第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成
施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合に
おいて、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
　※別表第三（第十七条の十九関係）では、条件を二十歳以上であること等とされている。

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

船舶職員の乗
組みに関する
基準

第十八条
２ 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませて
はならない。

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

海技士がなる
ことができる
船舶職員

第二十一条
２ 二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んで
はならない。

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

操縦免許を与
えない場合

第二十三条の四 　次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
一　次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
　イ　二級小型船舶操縦士（技能限定をする場合に限る。）及び特殊小型船舶操縦士　十六歳
　ロ　その他の資格　十八歳

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

登録の要件等
（小型船舶教
習所の登録）

第二十三条の二十六　国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をし
なければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一　別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄
に掲げる条件のいずれにも適合する者により教習が行われるものであること。
　※別表第四（第二十三条の二十六関係）では、条件を二十歳以上であること等とされている。

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

準用

第二十三条の三十　第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登
録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の二十六及び第二十三条の二十七の規定は操縦免許証更新講習並びに
第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第二十三条の
二十六第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、
それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政
令で定める。
　※別表第五（第二十三条の三十関係）では、条件を二十歳以上であること等とされている。

船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

附則（昭和三
二年五月二〇
日法律第一二
五号）

６　昭和三十四年九月三十日までは、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格についての海技従事者の免許は、第六条第一項第一号
の規定にかかわらず、十八歳以上二十歳未満の者についても、与えることができる。
７　前項の規定により、二十歳未満で乙種船舶通信士の資格についての免許を受けた者は、二十歳に達するまでは、通信長として乙種
船舶通信士の資格の海技従事者を乗り組ませるべき船舶については、その免許を受けなかつたものとみなす。
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船舶職員及び
小型船舶操縦
者法

附　則〔平成
三年五月一五
日法律第七五
号抄〕
第六条関係

第六条　船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更
新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五（同条第五号を除く。）の規定は登録電子通信移行講習、
登録電子通信移行講習を行う者（以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。）及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務に
ついて準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表
の中欄」とあるのは、「二級海技士（通信）又は三級海技士（通信）の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正
する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
　※別表（附則第六条関係）では、条件を二十歳以上であることとされている。

測量法
登録の拒否
（測量業者の
登録）

第五十五条の六　国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重
要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
四　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
（参考）一号から三号
一　破産者で復権を得ないもの
二　第五十七条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない
者（当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経
過しないものを含む。）
三　第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者（当該刑に処せら
れた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなつた日から二年を経過しないものを含む。）

宅地建物取引
業法

免許の基準
（宅地建物取
引業の免許）

第五条 　国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許
申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免
許をしてはならない。
一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
六　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
（参考）二号から五号
二 　第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該免許を取り消された者が
法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
れらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。）で
あつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。）
二の二 　第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分を
しないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者（解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由があ
る者を除く。）で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三 　前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人（合併、解散又は宅地
建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しない
もの
三 　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二 　この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）の規定（同法第三十一条第七項 の規定を除く。
第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法 （明治四十年法律第四十五号）第二百四条 、第二百
六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）
の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四 　免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 　宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
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宅地建物取引
業法

取引主任者の
設置

第十五条 　宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所（以下この条及び第五十条第一項において「事務所
等」という。）ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者（第二十二
条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。）を置かなければならない。
２ 　前項の場合において、宅地建物取引業者（法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
れらに準ずる者をいう。））が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その
事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。

宅地建物取引
業法

取引主任者の
登録

第十八条　試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交
通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行
つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一　宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二　成年被後見人又は被保佐人

宅地建物取引
業法

指定の基準
（指定保証機
関）

第五十二条　国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
七　役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
　イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

宅地建物取引
業法

指示及び業務
の停止

第六十五条
２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅
地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以
前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

宅地建物取引
業法 免許の取消し

第六十六条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合において
は、当該免許を取り消さなければならない。
二　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の
二までのいずれかに該当するに至つたとき。
三　法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当す
る者があるに至つたとき。
四　個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに
至つたとき。
九　前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反し
たとき。

宅地建物取引
業法 経過措置

附則（昭和五五年五月二一日法律第五六号）
２　この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者に対する改正
後の宅地建物取引業法の規定の適用については、同法第十五条第一項中「、その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の
成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。

鉄道事業法 欠格事由

第六条　国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならな
い。
三　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
五  法人であつて、その役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）のうちに第一
号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの
（参考）一号及び二号
一 　一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 　鉄道事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
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道路運送車両
法 認証基準

第八十条　地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければなら
ない。
二　申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
　ハ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該
当するもの
　ニ　法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
（参考）イ及びロ
　イ　一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
　ロ　第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者（当該認証を取り消された者が法人であ
る場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員（いかなる名称によるかを問わ
ず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。）であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。）

特定外貿埠頭
の管理運営に
関する法律

特定外貿埠頭
の管理運営を
行う者の指定

第三条　国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定
外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。
四　申請者の取締役及び監査役（委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役。以下「役員」という。）のうちに、成年被後見人若
しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。

土地区画整理
法

委員の選挙権
及び被選挙権
（土地区画整
理審議会）

第六十三条　施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各一箇の選挙権及び被選挙権を有す
る。
４　次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。
一　未成年者
二　成年被後見人又は被保佐人

住宅の品質確
保の促進等に
関する法律

欠格条項（登
録住宅性能評
価機関）

第八条　次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
五　法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

不動産特定共
同事業法

欠格事由
（不動産特定
共同事業の許
可）

第六条　次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。
六 役員（業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者
であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと
認められる者を含む。以下この号、次条第三号及び第三十五条第一項第六号において同じ。）又は政令で定める使用人のうちに次のい
ずれかに該当する者のある法人
　イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律

登録
第三十条 　マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに
該当する者については、この限りでない。
一 　成年被後見人又は被保佐人

マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律

登録の申請
（マンション
管理業の登
録）

第四十五条　前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、国土交通大臣に次に掲
げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者（同条第二項の規定によりその
者とみなされる者を含む。）の氏名
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マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律

登録の拒否
（マンション
管理業の登
録）

第四十七条　国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要
な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
七　マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八　法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
（参考）二号から六号
二 　第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 　マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管
理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
四 　第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六 　この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律

管理業務主任
者の設置

第五十六条　マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理
業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分（区分所有法第一条 に規定する建物の部分をいう。以
下同じ。）が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて
行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
２ 前項の場合において、マンション管理業者（法人である場合においては、その役員）が管理業務主任者であるときは、その者が自
ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。

マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律

登録（管理業
務主任者の登
録）

第五十九条　試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその
実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号の
いずれかに該当する者については、この限りでない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律

業務停止命令

第八十二条　国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以
内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以
前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
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マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律

施行期日

附則　第４条
２　前項の規定により引き続きマンション管理業を営むことができる場合においては、その者を第四十四条第一項の登録を受けたマン
ション管理業者と、その事務所（第四十五条第一項第二号に規定する事務所をいう。）を代表する者、これに準ずる地位にある者その
他国土交通省令で定める者を管理業務主任者とみなして、第五十六条（第一項ただし書を除く。）、第七十条、第七十二条第一項から
第三項まで及び第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項及び第二項、第七十九条、第八十条、第八十一条（第四号
を除く。）、第八十二条、第八十三条（第二号を除く。）並びに第八十五条から第八十九条までの規定（これらの規定に係る罰則を含
む。）並びに前条第一項から第三項までの規定を適用する。この場合において、第五十六条第一項中「事務所の規模を考慮して国土交
通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者」とあるのは「成年者である専任の管理業務主任者」と、同条第三項中「既存
の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際事務所が同項の規定に抵触するときはこの法律の
施行の日から、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第八十二条第一号中「前条第三号又は第四号」
とあるのは「前条第三号」と、同条第二号中「第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条」とあるのは「第五十
六条第三項」と、第八十三条中「その登録を取り消さなければならない」とあるのは「マンション管理業の廃止を命ずることができ
る」と、第八十九条中「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には」とあるのは「第五十条第一項各号のいずれかに該当
することとなった場合又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命
ぜられた場合には」と、第百六条第四号中「第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して」とあるのは「第八十二条の規定に
よる業務の停止の命令又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によるマンション管理業の廃止の命
令に違反して」とする。

水先法
登録の要件等
（水先人養成
施設の登録）

第十五条　国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければな
らない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
二　次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
　イ　二十歳以上であること。

水先法

登録の要件等
（水先免許更
新講習の登
録）

第三十条　国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければ
ならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
二　次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。
　イ　二十歳以上であること。

モーターボー
ト競走法

舟券の購入の
禁止 第九条の二　未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

旅行業法
登録の拒否
（旅行業等の
登録）

第六条 　国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
四  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
五  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
六  法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
（参考）一号から三号
一　第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者（当該登録を
取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつ
た者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。）
二　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なつた日から五年を経過していない者
三　申請前五年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

建設工事に係
る資材の再資
源化等に関す
る法律

登録の申請
第二十二条　解体工事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならな
い。
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
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建設工事に係
る資材の再資
源化等に関す
る法律

登録の拒否

第二十四条　都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはそ
の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ
ばならない。
五 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
（参考）一号から四号
一　第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
二　解体工事業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業
者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
三　第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四　この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しな
い者

船員職業安定
法

許可の欠格事
由（船員派遣
事業の許可）

第五十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
三　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
五　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六　法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
（参考）一号、二号及び四号
一　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定（次号に規定する規定を除く。）であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）の規定（同法第四十八条 の規定を除く。）により、若しくは刑法 （明治四十年法律第
四十五号）第二百四条 、第　二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正
十五年法律第六十号）の罪若しくは出入国管理及び難民認定法 （昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二　健康保険法 （大正十一年法律第七十号）第二百八条 、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法第六十八条 、第六十九条ノ三若し
くは第七十条第一項、労働者災害補償保険法 （昭和二十二年法律第五十号）第五十一条 前段若しくは第五十四条第一項 （同法第五十一条 前段の規定に係
る部分に限る。）、厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）第百二条第一項 、第百三条の二、第百四条第一項（同法第百二条第一項 又は第百三
条の二 の規定に係る部分に限る。）、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条（同法第百八十二条第一項 又は第二項 の規定に係る部分
に限る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項 （同法第四十六条 前段
の規定に係る部分に限る。）又は雇用保険法 （昭和四十九年法律第百十六号）第八十三条 若しくは第八十六条 （同法第八十三条 の規定に係る部分に限
る。）の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四　第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

船員職業安定
法 派遣元責任者 第七十六条　船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条

第一号から第四号までに該当しない者（未成年者を除く。）のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

道路運送法 欠格事由

第七条　国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
三 　許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その
法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 　許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
（参考）一号及び二号
一　許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していな
い者であるとき。
二　許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者（当該
許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執
行する役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号、第四十九条第二項第四号並びに第七十九条の四
第一項第二号及び第四号において同じ。）として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。）であるとき。
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道路運送法
免許基準
（自動車道事
業の免許）

第四十九条
２　国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自
動車道事業の免許をしなければならない。
三　 免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その
法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四　 免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
（参考）一号及び二号
一　免許を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していな
い者であるとき。
二　免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者であるとき。

道路運送法

登録の拒否
（自家用有償
運送を行おう
とする者の登
録）

第七十九条の四　国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒
否しなければならない。
三 申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、そ
の法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四　申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
（参考）一号及び二号
一　申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過して
いない者であるとき。
二　申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者（当該登録を取り消された
者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を
執行する役員として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。）であるとき。
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法律 項目 根拠条文

化学物質の審
査及び製造等
の規制に関す
る法律

欠格条項

第八条　次の各号のいずれかに該当する者には、第六条第一項の許可を与えない。
一　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なつた日から二年を経過しない者
二　第二十一条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三　成年被後見人
四　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

自然公園法 指定認定機関

第十七条　環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者（以下「指定認定機関」という。）に、
前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務（以下「認定関係事務」という。）の全部又は一部を行わせることができる。
２　指定認定機関の指定（以下第二十一条までにおいて単に「指定」という。）は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行
う。
３　次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一　未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二　破産者で復権を得ないもの
三　禁錮（こ）以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四　第二十一条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

浄化槽法 登録の拒否

第二十四条　都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請者若しくはその添付書類の
重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一　この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
日から二年を経過しない者
二　第三十二条第二項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三　浄化槽工事業者で法人であるものが第三十二条第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十
日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四　第三十二条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五　浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六　法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
七　第二十九条第一項に規定する要件を欠く者

【環境省】
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浄化槽法
指示、登録の
取消し、事業
の停止等

第三十二条　都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者
に対し、必要な指示をすることができる。
２　都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業
の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一　不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
二　第二十四条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三　第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四　前項の指示に従わず、情状特に重いとき。

浄化槽法 建設業者に関
する特例

第三十三条　第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第三項に規定する建設業
者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。
２　前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第二十一条第一項の登録を受けた浄化
槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
３　第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事
に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
４　浄化槽工事業者が第一項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第二十一条第一項又は第三項の登録は、その効力を失
う。

浄化槽法 許可の基準

第三十六条　市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をして
はならない。
一　その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二　清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ　この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
日から二年を経過しない者
ロ　第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ　浄化槽清掃業者で法人であるものが第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十
日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
ニ　第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ホ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定、第七条の二第一項の規定若しくは同法第十六条の規定
（一般廃棄物に係るものに限る。）又は同法第七条の三の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
チ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第六項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者
（以下「一般廃棄物処理業者」という。）で法人であるものが同法第七条の四の規定により許可を取り消された場合において、その処
分のあつた日前三十日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
リ　浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当す
るもの
ヌ　法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
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鳥獣の保護及
び狩猟の適正
化に関する法
律

狩猟免許の欠
格事由

第四十条　次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許（第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。）を
与えない。
一　二十歳に満たない者
二　精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で
定めるものにかかっている者
三　麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四　自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者（前三号に該当する者を除く。）
五　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から三年を経過しない者
六　第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

動物の愛護及
び管理に関す
る法律

登録の拒否

第十二条　都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による
登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環
境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令
で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事
項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二　この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
日から二年を経過しない者
三　第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四　第十条第一項の登録を受けた者（以下「動物取扱業者」という。）で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消
された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過し
ないもの
五　第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六　法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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特定製品に係
るフロン類の
回収及び破壊
の実施の確保
等に関する法
律

登録の拒否

第十一条　都道府県知事は、第九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による
登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務
省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若し
くは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二　この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定（引取業者（使用済自動車再資源化法第二条第十一項に規定する引取業者
をいう。以下同じ。）、第二種フロン類回収業者（同条第十二項に規定するフロン類回収業者をいう。以下同じ。）又は自動車製造業
者等（同条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。）に係るものに限る。第二十六条第二号ロにおいて同じ。）又は
これらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を
経過しない者
三　第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四　第九条第一項の登録を受けた者（以下「第一種フロン類回収業者」という。）で法人であるものが第十七条第一項の規定により登
録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあっ
た日から二年を経過しないもの
五　第十七条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六　法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

特定製品に係
るフロン類の
回収及び破壊
の実施の確保
等に関する法
律

許可の基準

第二十六条　主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならな
い。
一　その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使
用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二　申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ　この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ　第三十条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ　前条第一項の許可を受けた者（以下「フロン類破壊業者」という。）で法人であるものが第三十条の規定により許可を取り消され
た場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類破壊業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過し
ないもの
ホ　第三十条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ　法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
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廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

一般廃棄物処
理業

第七条　一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあつて
は、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一般廃
棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める
者については、この限りでない。
２　前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
３　前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日ま
でにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力
を有する。
４　前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算する
ものとする。
５　市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一　当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二　その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三　その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準
に適合するものであること。
四　申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ～ト　（略）
チ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
リ　法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ　個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
６　一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
ただし、事業者（自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
その他環境省令で定める者については、この限りでない。
７～９　（略）
１０　市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一　当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二　その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三　その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める
基準に適合するものであること。
四　申請者が第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

許可の取消し

第七条の四　市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り
消さなければならない。
一　第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二　前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
三　不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可（同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。）又は第七条の二第一項の変
更の許可を受けたとき。
２　市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を
取り消すことができる。
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廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

産業廃棄物処
理業

第十四条　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第
三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。）の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬の
みを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならな
い。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業
として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
２　前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
３　前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。）の満了の日ま
でにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力
を有する。
４　前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算する
ものとする。
５　都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一　その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準
に適合するものであること。
二　申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ　第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）
又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）
ハ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ　法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ　個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ　暴力団員等がその事業活動を支配する者

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

許可の取消し

第十四条の三の二　都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その
許可を取り消さなければならない。
一　第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二　前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
三　不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可（同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。）又は第十四条の二第一項
の変更の許可を受けたとき。
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法律 項目 根拠条文

皇室典範 皇族の身分の
離脱

第十一条　年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
（以下略）

皇室典範 設置事由 第十六条　天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
（以下略）

皇室典範 就任の資格及
び順序

第十七条　摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
　一　皇太子又は皇太孫
　二　親王及び王
　三　皇后
　四　皇太后
　五　太皇太后
　六　内親王及び女王
②　前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

皇室典範
順序変更事由
事後消滅の効
果

第十九条　摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先
順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲
ることがない。

皇室典範 成年 第二十二条　天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

【宮内庁】

皇室典範 組織

第二十八条　皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
②　議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他
の裁判官一人を以て、これに充てる。
③　議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判
官の互選による。
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法律 項目 根拠条文

警備業法 警備業の要件

第三条　次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
　一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
　二～七　（略）
　八　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各
号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
　九～十一　（略）

警備業法 警備業の要件 第四条　警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会（以下「公安委員会」とい
う。）の認定を受けなければならない。

警備業法 警備業の要件

第五条　（略）
２　公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知す
るとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
３　公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、そ
の者に対し、その旨を通知しなければならない。
４、５　（略）

警備業法 警備業の要件

第七条　（略）
２　公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を
更新しなければならない。
３　公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるとこ
ろにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
４、５　（略）

警備業法 警備業の要件

第八条　公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消す
ことができる。
　一　（略）
　二　第三条各号（第九号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当していること。
　三、四　（略）

警備業法 警備員の制限 第十四条　十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
２　警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

【警察庁】
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警備業法 警備員指導教
育責任者

第二十二条　１～３　（略）
４　第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付
を行わない。
　一　未成年者
　二、三　（略）
５、６　（略）
７　公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定
めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。
　一　第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。
　二、三　（略）
８　（略）

古物営業法 許可の基準

第四条　公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはな
らない。
　一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
　二～五　（略）
　六　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定
代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
　七、八　（略）
（参照）
第六条　公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り
消すことができる。
　一　（略）
　二　第四条各号（同条第七号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当していること。
　三、四　（略）

古物営業法 許可の基準

第六条　公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り
消すことができる。
　一　（略）
　二　第四条各号（同条第七号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当していること。
　三、四　（略）

古物営業法 管理者

第十三条　（略）
２　次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
　一　未成年者
　二　第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者
３、４　（略）
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質屋営業法 許可の基準

第三条 　公安委員会は、第二条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許
可をしてはならない。
　一～三　（略）
　四 　営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その
法定代理人が前三号のいずれか又は第六号に該当しない場合を除くものとする。
　五～七　（略）
　八 　第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者
　九 　法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者
　十 　（略）
２～３ 　（略）

質屋営業法 許可の取消し
又は停止

第二十五条　公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一
年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。
　一 ～三　（略）
　四　質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。ただし、質屋の代理人、使用
人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋（質屋が未成年者又は成年被後見人である場
合においては、その法定代理人）がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなか
つたことが証明された場合においては、この限りでない。
２　（略）

自動車運転代
行業の業務の
適正化に関す
る法律

自動車運転代
行業の要件

第三条　次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
　一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
　二～四　（略）
　五　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代
理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
　六、七　（略）
　八　法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す
る者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者を含む。）のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

銃砲刀剣類所
持等取締法 許可の基準

第五条　都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若
しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をして
はならない。
　一　十八歳に満たない者（空気銃の所持の許可を受けようとする者で、政令で定めるところにより、政令で定める者から推薦された
ものにあつては、十四歳に満たない者）
（略）

銃砲刀剣類所
持等取締法

猟銃及び空気
銃の許可の基
準の特例

第五条の二　（略）
２　都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する
場合においては、許可をしてはならない。
　一　二十歳に満たない者（政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者）
（略）
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銃砲刀剣類所
持等取締法

許可の失効、
許可証の返納
及び仮領置

第八条　第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
（略）
　六　許可を受けた者が第四条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五条の二第四項第二号の政令で定める者からその推薦を取り消
された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないもの
が第五条第一項第一号若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
（略）

探偵業の業務
の適正化に関
する法律

欠格事由

第三条　次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
　一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
（略）
　五　営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
　イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
（略）

道路交通法 確認事務の委
託

第五十一条の八　（略）
２　（略）
３　次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
　一　（略）
　二　役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である
かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
を含む。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
　　イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
（略）

道路交通法 登録の取消し
第五十一条の十　公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
　一　第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
(略）

道路交通法 駐車監視員資
格者証

第五十一条の十三　公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
（略）
　二　次のいずれにも該当しない者
　　イ　十八歳未満の者
　　ロ　第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
（略）

169 / 190 ページ



道路交通法
大型自動二輪
車等の運転者
の遵守事項

第七十一条の四　（略）
３　第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間（当
該免許の効力が停止されていた期間を除く。）が通算して三年に達しないもの（同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、
当該普通自動二輪車免許を受けていた期間（当該免許の効力が停止されていた期間を除く。）が通算して三年以上である者その他の者
で政令で定めるものを除く。）は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車（側
車付きのものを除く。以下この条において同じ。）又は普通自動二輪車（側車付きのものを除く。以下この条において同じ。）を運転
してはならない。
４　第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者（同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。）で、二十歳に満た
ないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間（当該免許の効力が停止されていた期間を除く。）が通算して三年に達しない
もの（当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。）は、
高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
（略）

道路交通法 免許の欠格事
由

第八十八条　次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
　一　大型免許にあつては二十一歳（政令で定める者にあつては、十九歳）に、中型免許にあつては二十歳（政令で定める者にあつて
は、十九歳）に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽（けん）引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及
び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
（略）
２　大型仮免許にあつては二十一歳（政令で定める者にあつては、十九歳）に、中型仮免許にあつては二十歳（政令で定める者にあつ
ては、十九歳）に、普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
（略）

道路交通法 受験資格
第九十六条　第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転
免許試験を受けることができない。
(以下略)

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

目的
第一条 　この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業
及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する
とともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

許可の基準

第四条 　公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
　一 　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
　二 （略）
　　イ　第四十九条又は第五十条第一項の罪
　　ロ　刑法 （明治四十年法律第四十五号）第百七十四条 、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二
十四条、第二百二十五条（営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百二十六条、第二百二十六
条の二（第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）、第二百二十六条の三、第二百
二十七条第一項（同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯し
た者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。）若しくは第三項（営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以
下この号において同じ。）又は第二百二十八条（同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第
二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。）の罪
　　ハ、ニ　（略）
　　ホ　児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 （平成十一年法律第五十二号）第四条 から第八条
までの罪
　　ヘ　労働基準法 （昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条 、第百十八条第一項（同法第六条 又は第五十六条 に係る部分に限
る。）又は第百十九条第一号（同法第六十一条 又は第六十二条 に係る部分に限る。）（これらの規定を船員職業安定法 （昭和二十
三年法律第百三十号）又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 （昭和六十年法律第
八十八号）の規定により適用する場合を含む。）の罪
　　ト　船員法 （昭和二十二年法律第百号）第百二十九条 （同法第八十五条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。）又は第百三十
条 （同法第八十六条第一項 に係る部分に限る。）（これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。）の罪
　　チ　（略）
　　リ　児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第六十条第一項 又は第二項 （同法第三十四条第一項第四号の三 、第五号、
第七号又は第九号に係る部分に限る。）の罪
　　ヌ　船員職業安定法第百十一条 の罪
　　ル　出入国管理及び難民認定法 （昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項 の罪
　　ヲ　（略）
　　（略）
　八 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号
　　（略）

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

営業時間の制
限

第十三条 　（略）
２ 　都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要が
あるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限
することができる。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

年少者の立入
禁止の表示

第十八条 　風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨（第
二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨（第二十二条第五号の規定に
基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはそ
の時以後の時間において立ち入つてはならない旨））を営業所の入り口に表示しなければならない。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

条例への委任
第二十一条 　第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為につい
て、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることが
できる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

禁止行為

第二十二条 　風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
　一、二 　（略）
　三 　営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
　四 　営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
　五 　十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること（第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時（同号
の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたとき
は、その者についてはその時）から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。）。
　六 　営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

営業所の管理
者

第二十四条 　風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を
行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日
間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
２ 　次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
　一 　未成年者
　二 　第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者
　　（略）

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

指示

第二十五条 　公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場
合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風
俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指
示をすることができる。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

営業の停止等

第二十六条 　公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反し
た場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めると
き、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に
対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
とができる。
２ 　公安委員会は、前項の規定により風俗営業（第二条第一項第四号、第七号及び第八号の営業を除く。以下この項において同
じ。）の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業につ
いて、六月（前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間）を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一
部の停止を命ずることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

店舗型性風俗
特殊営業の禁
止区域等

第二十八条 　店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設（官公庁施設の建設等に関する法律 （昭和二十六年法律第百八十一号）
第二条第四項 に規定するものをいう。）、学校（学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第一条 に規定するものをいう。）、
図書館（図書館法 （昭和二十五年法律第百十八号）第二条第一項 に規定するものをいう。）若しくは児童福祉施設（児童福祉法第七
条第一項 に規定するものをいう。）又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは
少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地（これらの用に供するもの
と決定した土地を含む。）の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
２ 　前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす
行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
３ 　第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出し
て店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
４ 　（略）
５ 　店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはなら
ない。
　一 、二 　（略）
　三 　前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者
に対してビラ等を頒布すること。
６ 　前項の規定は、第三項の規定により第一項の規定又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗
特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等
を頒布する場合については、適用しない。
７ 　（略）
８ 　（略）
９ 　店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十
八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
１０ 　店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つては
ならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
１１ 　（略）
１２ 　店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
　一～三 　（略）
　四 　十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
　五 　営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

指示

第二十九条 　公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく
命令若しくは条例の規定（前条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。）に違反したときは、当該店舗型性風
俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するた
め必要な指示をすることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

営業の停止等

第三十条 　公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪（第四十九
条第五号及び第六号の罪を除く。）若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為
その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗
特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗
型性風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることがで
きる。
２ 　公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基
づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者で
あるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずること
ができる。
３ 　（略）

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

接客従業者に
対する拘束的
行為の規制等

第三十一条の三 　第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む
者について準用する。この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第二十八条第五項中
「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域（第二条第七項第一号の営業にあつ
ては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定
める地域をいう。）のうち」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」
と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の
二及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読
み替えるものとする。
２ 　受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項（第三
号を除く。）の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」とあるのは「第三十一条の二第一項
又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十一条の三第一項において準
用する前項」と、同項、同条第十項並びに第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
３ 　無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
　一 　十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
　二 　十八歳未満の者を客とすること。
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関する法律

指示等

第三十一条の四 　無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若し
くは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗
特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため
必要な指示をすることができる。
２ 　無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号
の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり
札（ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられてい
るものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。）又は立看板（木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ
板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ
ているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。）を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域にお
いて表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看
板を警察職員に除却させることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

営業の停止等

第三十一条の五 　無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第
一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に
障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反し
たときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を
営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
２ 　公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二
十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域におい
て受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止
を命ずることができる。
３ 　（略）
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

処分移送通知
書の送付等

第三十一条の六 　公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条第一項
若しくは第二項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安
委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速や
かに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
２ 　前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場
合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十
一条の四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができない
ものとする。
　一 　当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条
例の規定に違反した場合　善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため
必要な指示をすること。
　二 　当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第
二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をした場
合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合　八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営
業の全部又は一部の停止を命ずること。
　三 　前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条
第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付
所営業を営む者であるとき　当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
３ 　第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号
の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

街頭における
広告及び宣伝
の規制等

第三十一条の八 　第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。こ
の場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは
「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用す
る第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは
「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替
えるものとする。
２ 　映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
３ 　映像送信型性風俗特殊営業（電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を
伝達するものに限る。）を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除
き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
４ 　映像送信型性風俗特殊営業（前項に規定するものを除く。）を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が
通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達しては
ならない。
５ 　その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆
送信装置の設置者（次条において「自動公衆送信装置設置者」という。）は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特
殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像（児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二
条第三項 各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。）を記録したことを知つたときは、当
該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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第三十一条の九 　映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若
しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性
風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する
ため必要な指示をすることができる。
２ 　映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特
殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の
事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措
置をとるべきことを勧告することができる。
３ 　公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ
総務大臣と協議しなければならない。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

年少者の利用
防止のための
命令

第三十一条の十 　映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規
定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を
営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

処分移送通知
書の送付等

第三十一条の十一 　公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の
規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区
域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地
を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
２ 　前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場
合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十
一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
　一 　当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは
条例の規定に違反した場合　善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するた
め必要な指示をすること。
　二 　当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違
反した場合　当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。
３ 　第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

店舗型電話異
性紹介営業の
禁止区域等

第三十一条の十三 　第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同
条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、
その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、
同条第九項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話を
かけてはならない旨」と読み替えるものとする。
２ 　店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
　一 　当該営業に関し客引きをすること。
　二 　当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
　三 　営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
　四 　十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
　五 　十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
　六 　営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
　七 　十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
３ 　店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための
措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

指示

第三十一条の十四 　公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律
に基づく命令若しくは条例の規定（前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は前条第一項において準用する第二十八条
第二項の規定に基づく条例の規定を除く。）に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清
浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

営業の停止等

第三十一条の十五 　公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪
（第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。）若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる
違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店
舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を
用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停
止を命ずることができる。
２ 　公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十
八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹
介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の
規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

街頭における
広告及び宣伝
の規制等

第三十一条の十八 　第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。
この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは
「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項におい
て準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」と
あるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条
の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
２ 　無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
　一 　十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
　二 　十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者
に取り次ぐこと。
３ 　無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受け
ようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならな
い。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

指示等

第三十一条の十九 　無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令
若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電
話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止す
るため必要な指示をすることができる。
２ 　無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一
号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、は
り札又は立看板を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所
を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

営業の停止

第三十一条の二十 　無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四
条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育
成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に
違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹
介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

処分移送通知
書の送付等

第三十一条の二十一 　公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示又は前
条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管
轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事
務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
２ 　前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場
合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十
一条の十九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
　一 　当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは
条例の規定に違反した場合　善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するた
め必要な指示をすること。
　二 　当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項
第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又
は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合　八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業
の全部又は一部の停止を命ずること。
３ 　第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

深夜における
飲食店営業の
規制等

第三十二条 　深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
　　（略）
２ 　第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「そ
の営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
３ 　第二十二条（第三号を除く。）の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中
「当該営業」とあるのは「当該営業（深夜における営業に限る。）」と、同条第四号中「業務」とあるのは「業務（少年の健全な育成
に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。）」と、同条第五号中「十八歳未満」とあるの
は「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所（少年の健全な育成に及ぼす
影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。）」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあ
つては、午後十時（同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十
時前の時を定めたときは、その者についてはその時）から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは
「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

深夜における
酒類提供飲食
店営業の届出
等

第三十三条 　酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、
次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
　　　（略）
２、３ 　（略）
４ 　都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要が
あるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止
することができる。
５ 　前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営
業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
６ 　（略）
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

指示等

第三十四条 　公安委員会は、飲食店営業を営む者（以下この条において「飲食店営業者」という。）又はその代理人等が、当該営業
に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全
な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は
少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
２ 　公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合
において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は
飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月
を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

興行場営業の
規制

第三十五条 　公安委員会は、興行場営業（第二条第六項第三号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ。）を営む者又はその
代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条 若しくは第百七十五条 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童
の保護等に関する法律第七条 の罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、
六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

特定性風俗物
品販売等営業
の規制

第三十五条の二 　公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業（その販売し、又は貸し付ける物品が第二条
第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」
という。）を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条 の罪又は児童買春、児童ポルノ
に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条 の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に
対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業（第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限
る。）について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
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指示等

第三十五条の四 　接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合におい
て、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が
行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗
環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
２ 　接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第二百二十三条 の罪に当たる違法な行為その他の受託接
客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがあ
る重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行
為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、六月を超
えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
３ 　公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第一項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合にお
いて、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案
に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会
規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
４ 　前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場
合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項
及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
　一 　当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合（善良の風俗若
しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。）　善良の風俗若しくは清浄
な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
　二 　当該接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し第二項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業
５ 　第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
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少年指導委員

第三十八条 　公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
　一 　人格及び行動について、社会的信望を有すること。
　二 　職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
　三 　生活が安定していること。
　四 　健康で活動力を有すること。
２ 　少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等（性風俗関連特殊営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等
営業及び接客業務受託営業をいう。第二号において同じ。）に関し、次に掲げる職務を行う。
　一 　飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第二
条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者そ
の他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
　二 　風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する
ために必要な助言を行うこと。
　三 　少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
　四 　少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
　五 　前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国
家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
３ 　少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
４ 　少年指導委員は、名誉職とする。
５ 　公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
６ 　公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
　一 　第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
　二 　職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
　三 　少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

少年指導委員

第三十八条の二 　公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行
に必要な限度において、少年指導委員に、第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第一号、第
二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限
りでない。
２ 　公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこ
れを実施すべきことを指示するものとする。
３ 　少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならな
い。
４ 　第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
５ 　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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都道府県風俗
環境浄化協会

第三十九条 　公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法
第三十四条 の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府
県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会（以下「都道府県協会」という。）として指定することができる。
２ 　都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
　一 　風俗環境に関する苦情を処理すること。
　二 　この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
　三 　少年指導委員の活動を助けること。
　四 　善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
　五 　公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項の講習を行うこと。
　六 　公安委員会の委託を受けて第三条第一項の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三
項第二号から第四号までに該当する事由の有無について調査すること。
　七 　公安委員会の委託を受けて第九条第一項の承認又は第十条の二第一項の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二
項第一号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
　八 　前各号の事業に附帯する事業
３ 　公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、
その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
４ 　公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
５ 　都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務（次項におい
て「調査業務」という。）に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
６ 　調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみ
なす。
７ 　都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める

風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律

全国風俗環境
浄化協会

第四十条 　国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全
な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条 の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができる
と認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会（以下「全国協会」という。）として指定すること
ができる。
２ 　全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
　一 　風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
　二 　この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
　三 　少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
　四 　都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
　五 　前各号の事業に附帯する事業
３ 　前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とある
のは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と
読み替えるものとする。

未成年者飲酒
禁止法

未成年者飲酒
禁止

第一条 　満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
２ 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
３ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スル
コトヲ得ス
４ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル
措置ヲ講ズルモノトス
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未成年者飲酒
禁止法 没収 第二条 　満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ

廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

未成年者飲酒
禁止法 罰則 第三条 　第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

２ 　第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

未成年者飲酒
禁止法 罰則 第四条 　法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シ

タルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

未成年者喫煙
禁止法

未成年者喫煙
禁止 第一条 　満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

未成年者喫煙
禁止法 没収 第二条 　前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス

未成年者喫煙
禁止法 親権者 第三条 　未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス

２ 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス

未成年者喫煙
禁止法 販売者の責務

第四条 　煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノ
トス

未成年者喫煙
禁止法 罰則 第五条 　満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

未成年者喫煙
禁止法 罰則 第六条 　法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルト

キハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

加入の強要等
の禁止

第十六条
　指定暴力団員は、少年（二十歳未満の者をいう。以下同じ。）に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は
少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
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暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

加入の強要等
に対する措置

第十八条
３　公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入
し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると
認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から
脱退させるために必要な事項を命ずることができる。

暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

少年に対する
入れ墨の強要
等の禁止

第二十四条
　指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術
のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。

暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

少年に対する
入れ墨の強要
の要求等の禁
止

第二十五条
　指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定
暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。

暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

少年に対する
入れ墨の強要
等に対する措
置

第二十六条
　公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又
は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又
は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
２　公安委員会は、指定暴力団員が第二十四条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規
定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対し
て入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行
為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
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暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

都道府県暴力
追放運動推進
センター

第三十一条
公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴
力追放運動推進センター（以下「都道府県センター」という。）として指定することができる。
　一　暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であ
ること。
　二　次項第三号から第五号までの事業（以下「相談事業」という。）に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力
団から離脱する意志を有する者（第三項において「相談の申出人等」という。）に対する助言について、専門的知識経験を有する者と
して国家公安委員会規則で定める者（以下「暴力追放相談委員」という。）が置かれていること。
（略）
２　都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
（略）
　四　少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
（略）
　九　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第三十八条に規定する少年指導委員に対
し第四号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。
　十　前各号の事業に附帯する事業
（以下略）

暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

全国暴力追放
運動推進セン
ター

第三十二条
（略）
２　全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
（略）
　三　少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。
（略）
　五　前各号の事業に附帯する事業
（以下略）

暴力団員によ
る不当な行為
の防止等に関
する法律

罰則

第四十七条
　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
　三　第十八条の規定による命令に違反した者
　七　第二十六条の規定による命令に違反した者
（以下略）
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法律 項目 根拠条文

貸金業法 登録の申請

第四条 　前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとす
る場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては
当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
四 　未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名

貸金業法 登録の拒否

第六条 　内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登
録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
登録を拒否しなければならない。
一 　成年被後見人又は被保佐人
八 　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

公認会計士法 欠格条項 第四条 　次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
一 　未成年者、成年被後見人又は被保佐人

金融商品取引
法 登録の拒否

第二十九条の四 　内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書
類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登
録を拒否しなければならない。
二 　法人である場合においては、役員（相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執
行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項及び第五十二条の
二第二項において同じ。）又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
　イ　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 　個人である場合においては、前号イからヘまで若しくはト（第一号ロに規定する法律の規定に係る部分を除く。）のいずれかに
該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからトまでのいずれかに該当する者のある者
五 　第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
　ニ　個人である主要株主（登録申請者が持株会社（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 （昭和二十二年法律第五十四
号）第九条第五項第一号 に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。）の子会社であるときは、当該
持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人（外国法人を除く。）
　　（１）　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号
イからトまでのいずれかに該当するもの

金融商品取引
法

（証券取引等
監視委員会の
犯則事件の調
査等におけ
る）責任者等
の立会い

第二百十七条 　委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、
その所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。）又はこれらの者の使用人若しく
は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
２ 　前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官
若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
３ 　女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでな
い。

【金融庁】
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船主相互保険
組合法 設立の認可

第十七条　内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業
が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。
三　発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。
ホ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当する
もの

保険業法 登録の拒否
第二百七十九条　内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに
重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
八　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
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法律 項目 根拠条文

鉱業等に係る
土地利用の調
整手続き等に
関する法律

裁定の申請

第二十五条の二　裁定の申請は、裁定申請書（以下「申請書」という。）を提出してしなければならない。
２　申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申請人又は代理人がこれに署名押印しなければならない。
一　申請人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
二　法定代理人の氏名及び住所
三　処分の表示
四　申請の趣旨
五　申請の理由
六　処分庁の教示の有無及びその内容
七　申請の年月日
３　申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
４　民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三
十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条（当事者能力及び訴訟能力）の規定は、裁定の申請について準用する。この場合に
おいて、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。

※民事訴訟法第三十一条：未成年者及び成年被後見人の訴訟能力

【公害等調整委員会】
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